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11 i5t g 
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
基
準

に
関
す
る
学
説
の
展
開
に
つ
い
て

ー

i
日
本
民
事
訴
訟
法
学
説
史
の
一
断
面
l
l

山

昇

ま
え
が
き

第
一
章
明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号

第
二
章
大
正
一
五
年
法
律
第
六
て
す

第
三
章
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
一
号

第
四
章
承
継
人
基
準
探
求
の
歴
史

あ
と
が
き
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説

ま

h

え

カミ

き

論

わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
の
歴
史
は
浅
い
が
、
そ
れ
で
も
、
明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号
の
制
定
か
ら
九

O
年
を
経
た
今
日
に
お
い
て

は
、
そ
の
聞
の
学
説
の
発
展
は
歴
史
を
形
成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
民
事
訴

訟
法
学
の
分
野
で
は
、
学
説
の
発
展
を
歴
史
学
の
対
象
と
し
た
研
究
が
未
だ
出
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
こ
の
種
の
研
究
は
必
要

な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
そ
れ
自
体
が
価
値
が
あ
る
が
ゆ
え
に
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
学
問
の
進
展
が
そ
こ
か

ら
出
発
す
る
と
こ
ろ
の
基
盤
を
提
供
す
る
と
い
う
実
益
の
ゆ
え
に
も
必
要
で
あ
る
。
必
要
性
を
唱
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
、
み
ず
か

ら
、
そ
の
一
端
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
本
稿
で
あ
る
。
学
説
と
し
て
は
、
最
広
義
に
、
立
法
の
た
め
に
人
が
考
え
た
こ
と
、
法
適

用
の
た
め
に
人
l
裁
判
官
で
あ
れ
学
者
で
あ
れ
ー
が
考
え
た
こ
と
を
採
り
上
げ
た
。

第
一
章

明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号

明
治
民
訴
五
一
九
条
の
成
立
ま
で

1 

明
治
民
訴
の
規
定

わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
は
明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号
に
始
ま
る
。
こ
の
法
律
は
、
判
決
の
既
判
力
の
主
観

的
範
囲
に
つ
い
て
は
規
定
を
設
け
ず
、
判
決
の
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
に
つ
い
て
、
執
行
力
あ
る
正
本
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
範

囲
を
拡
げ
た
規
定
を
設
け
た
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
五
一
九
条
で
あ
る
。

北法31(3-4・1.188)1120 



A
A
第
五
百
十
九
条
執
行
カ
ア
ル
正
本
ハ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
権
者
ノ
承
継
人
ノ
為
ニ
之
ヲ
付
与
シ
又
ハ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
務
者
ノ
一
般
ノ
承
継

人
ニ
対
シ
之
ヲ
付
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
承
継
カ
裁
判
所
一
一
於
テ
明
白
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
証
明
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
ス
ル
ト
キ
ニ
限
ル

此
承
継
カ
裁
判
所
ニ
於
テ
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
執
行
文
ニ
記
載
ス
可
シ

V

こ
の
規
定
の
成
立
の
経
緯
を
調
べ
て
み
よ
う
。
民
事
訴
訟
法
典
の
成
立
・
改
正
の
経
過
に
つ
い
て
は
小
山
昇
「
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
の

控
訴
審
の
構
造
」

(
北
大
法
学
論
集
二
六
巻
一
号
一
九
七
五
年
)

一
一
・
一
二
頁
に
略
述
し
た
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

2 

「
訴
訟
規
則
」
の
規
定
と
「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
の
規
定
「
訴
訟
規
則
」
は
明
治
一
八
年
七
月
の
テ
ヒ
ョ
!
訴
訟
規
則

「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
は
、
民
事
訴
訟
法
取
調
委
員
会
が
「
訴
訟
規
則
」
を
審
議
し
て
明
治
一
九
年
に
完
成
し

修
正
原
按
で
あ
り
、

た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、

日
本
学
術
振
興
会
版
の
写
真
本
に
よ
っ
て
、
右
第
五
一
九
条
の
前
身
を
調
べ
る
。

「
訴
訟
規
則
」
第
四
編
初
審
手
続
第
一
牽
始
審
裁
判
所
ノ
通
常
手
続
第
十
一
節
判
決

第
二
十
六
条
確
定
判
決
書
ニ
掲
ケ
タ
ル
裁
決
ハ
此
法
ニ
於
テ
之
ニ
対
シ
不
服
ヲ
唱
フ
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
明
許
シ
タ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
何
人
タ
ル
ヲ

問
ハ
ス
原
被
告
ノ
問
弁
ニ
民
法
ノ
原
則
ニ
従
ヒ
原
被
告
一
方
ニ
医
リ
訴
訟
ニ
於
テ
自
己
ノ
権
利
ヲ
代
理
セ
ラ
レ
シ
者
及
ヒ
其
相
続
人
ノ
問
ニ
於
テ
、
氷
久

無
根
ノ
準
援
ト
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
如
何
ナ
ル
口
実
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
之
ヲ
覆
滅
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
又
其
判
決
ヲ
下
シ
タ
ル
裁
判
所
又
ハ
他
ノ
同
等
若
ク

ハ
上
級
裁
判
所
ニ
於
テ
之
ヲ
廃
棄
シ
又
ハ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

〔
第
二
項
略
〕
〔
以
上
、
「
民
訴
四
ノ
一
テ
二

O
」
頁
。
「
相
続
人
」
が
当
事
者
と
同
視
さ
れ
て
い
る
1

1
筆
者
J

「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
第
四
編
初
審
手
続
第
一
章
始
審
裁
判
所
第
十
節
判
決

第
四
百
十
八
条
確
定
判
決
書
ニ
示
明
シ
タ
ル
判
決
ハ
此
法
律
ニ
於
テ
特
ニ
之
ニ
対
シ
不
服
ノ
申
立
ヲ
許
シ
タ
ル
場
合
ヲ
除
グ
ノ
外
原
被
告
及
ヒ
茶
相

続
人
永
久
之
ニ
従
フ
可
キ
モ
ノ
ト
ス

又
其
判
決
ヲ
魚
シ
タ
ル
裁
判
所
又
ハ
他
ノ
同
等
若
ク
ハ
上
級
ス
ル
裁
判
所
ニ
於
テ
之
ヲ
取
消
シ
若
ク
ハ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

門
以
下
略
〕
〔
以
上
、
「
民
訴
四
ノ
三
ノ
ニ

O
」
頁
。
「
相
続
人
」
が
当
事
者
と
同
視
さ
れ
て
い
る
1

1
筆
者
。
〕

〔
修
正
理
由
と
し
て
次
の
文
が
あ
る
J

北法31(3-4・1.189)1121



説

(
側
)
「
民
法
ノ
原
則
云
々
」
以
下
巴
ニ
原
被
告
ト
云
ヘ
ハ
自
カ
ラ
包
括
ス
故
ニ
之
ヲ
側
リ
タ
リ
〔
「
民
訴
四
ノ
三
ノ
二
一
」
頁
〕

「
訴
訟
規
則
」
第
七
編
強
迫
執
行
第
一
章
通
則
第
一
節
強
迫
執
行
実
施
手
続

第
二
十
七
条
執
行
命
令
状
ハ
裁
判
言
波
書
ニ
明
記
シ
ア
ル
権
利
者
及
ヒ
義
務
者
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
発
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

左
ノ
場
合
ハ
此
規
則
ノ
例
外
ト
ス

一
裁
判
一
言
波
書
ニ
明
記
セ
ル
権
利
者
又
ハ
義
務
者
死
亡
シ
且
之
ニ
代
ル
相
続
人
ア
ル
時
執
行
命
令
状
ハ
其
相
続
人
ニ
対
シ
テ
発
布
ス
ル
ヲ
得
但
相
続

人
正
ニ
相
続
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
請
願
人
ニ
於
テ
若
シ
又
共
事
実
ノ
公
然
明
カ
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
信
援
ス
ヘ
キ
証
擦
ヲ
挙
テ
之
ヲ
証
明
ス
可
シ

〔
「
相
続
人
」
が
当
事
者
と
同
視
さ
れ
て
い
る
l

|
筆
者
。
〕

二
裁
判
言
波
書
ニ
記
名
ス
ル
権
利
者
又
ハ
義
務
者
ハ
家
長
(
担
)
ナ
リ
シ
モ
後
家
長
タ
ル
ノ
位
地
ヲ
白
退
シ
又
ハ
廃
止
セ
ラ
レ
吏
ニ
新
家
長
ヲ
立
タ
ル

場
合
ニ
於
テ
執
行
命
令
状
ハ
其
新
家
長
ニ
対
シ
発
付
ス
ル
ヲ
得
但
新
家
長
ノ
立
チ
シ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
執
行
申
立
人
ヨ
リ
之
ヲ
証
明
シ
若
シ
共
事
実
公
然

明
断
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
信
援
ス
ヘ
キ
証
接
ヲ
挙
テ
之
ヲ
証
明
ス
可
シ

拘
束
中
又
ハ
争
詮
ノ
後
権
利
者
ニ
於
テ
共
請
求
ヲ
又
ハ
義
務
者
ニ
於
テ
其
訴
訟
物
件
ヲ
他
人
ニ
譲
興
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
執
行
命
令
状
ハ
権
利
相
続
人
ニ
対

シ
発
付
ス
但
義
務
者
ノ
相
続
人
ニ
対
シ
テ
ハ
第
四
編
第
一
節
第
十
三
条
ノ
規
則
ニ
依
リ
執
行
申
立
人
ヨ
リ
其
義
務
者
ノ
相
続
人
ヲ
信
援
ス
可
キ
証
援
ヲ

挙
テ
証
明
ス
ル
場
合
ニ
限
リ
発
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
「
民
訴
八
ノ
一
ノ
一
七
」
頁
。
債
権
譲
渡
・
債
務
引
受
の
場
合
で
あ
ろ
う

1
l筆
者
。
〕

「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
第
八
編
強
制
執
行
第
一
章
通
則
第
一
節
執
行
手
続

第
六
百
三
十
四
条
執
行
命
令
書
ハ
判
決
書
ニ
記
名
ア
ル
義
務
者
ニ
対
シ
之
ニ
記
名
ア
ル
権
利
者
ニ
下
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

左
ノ
場
合
ハ
権
利
者
若
ク
ハ
義
務
者
ノ
相
続
賞
受
人
若
ク
ハ
譲
受
人
ノ
氏
名
ヲ
命
令
書
-
一
記
載
シ
テ
之
ヲ
下
付
ス
ル
事
ヲ
得

一
判
決
書
ニ
記
名
ア
ル
権
利
者
若
グ
ハ
義
務
者
死
亡
シ
其
相
続
人
ア
ル
時

二
判
決
書
ニ
一
記
名
ア
ル
権
利
者
若
ク
ハ
義
務
者
戸
主
タ
ル
分
限
ヲ
失
ヒ
之
ニ
代
ル
ヘ
キ
其
相
続
人
定
マ
リ
タ
ル
時

三
判
決
寄
ニ
記
名
ア
ル
権
利
者
共
権
利
ヲ
又
義
務
者
訴
訟
物
件
ヲ
売
渡
シ
若
ク
ハ
譲
渡
シ
タ
ル
時

前
項
第
一
ヨ
リ
第
三
マ
テ
ノ
場
合
ニ
於
テ
相
続
売
買
若
タ
ハ
譲
奥
ノ
事
項
ニ
付
テ
ハ
請
願
者
之
ヲ
証
明
ス
可
シ
〔
以
上
「
民
訴
八
ノ
一
ノ
一
八
」
頁
〕

な
お
、
参
考
と
し
て
、
右
規
定
に
相
応
ず
る
ド
イ
ツ
民
訴
法
の
規
定
の
邦
訳
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

独
訴
訟
法
第
六
百
六
十
五
条

E命

北法31(3-4・1'190)1122 



執
行
公
製
書
ハ
判
決
ニ
載
セ
タ
ル
債
主
ノ
権
利
相
続
人
ヲ
利
ス
ル
為
メ
井
ニ
負
債
者
ノ
普
通
権
利
相
続
人
ヲ
不
利
ス
ル
為
メ
交
付
シ
及
負
債
者
ノ
権

利
相
続
人
ニ
シ
テ
訴
訟
ト
ナ
リ
タ
ル
物
件
ヲ
其
裁
判
関
係
中
又
ハ
訴
訟
終
結
後
買
受
ケ
タ
ル
者
ヲ
不
利
ス
ル
為
メ
第
二
百
三
十
六
条
第
二
百
三
十
八
条

ヲ
掛
酌
シ
テ
交
付
ス
ル
事
ヲ
得
但
其
権
利
相
続
裁
判
所
エ
判
然
ス
ル
時
又
ハ
公
製
ノ
証
書
ヲ
以
テ
其
権
利
相
続
ヲ
詮
明
ス
ル
時
ニ
限
ル

其
権
利
相
続
裁
判
所
ニ
判
然
ス
ル
時
ハ
之
ヲ
執
行
文
エ
記
載
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
〔
以
上
、
「
民
訴
八
ノ
-
ノ
)
八
」
頁
〕
。

3 

テ
ヒ
ョ

l
「
訴
訟
法
草
案
」

テ
ヒ
ョ

l
は
「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
に
も
と
づ
き
明
治
一
九
年
六
月
ド
イ
ツ
文
の
訴
訟
法

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

草
案
を
司
法
大
臣
に
呈
出
し
て
彼
の
任
務
を
終
え
た
。

「
訴
訟
法
草
案
」
に
は
、
判
決
の
効
力
の
主
観
的
範
囲
に
関
す
る
規
定
は
存
せ
ず
、

「
執
行
命
令
書
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
が
存
す
る
に
止
ま
る
。

「
訴
訟
法
草
案
」
第
五
百
九
十
九
条

執
行
命
令
書
ハ
判
決
書
ニ
記
名
ア
ル
義
務
者
二
対
シ
之
ニ
記
名
ア
ル
権
利
者
ニ
下
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

左
ノ
場
合
ハ
権
利
者
若
グ
ハ
義
務
者
ノ
相
続
人
ノ
氏
名
ヲ
命
令
書
ニ
記
載
シ
テ
之
ヲ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
判
決
書
ニ
記
名
ア
ル
権
利
者
若
ク
ハ
義
務
者
死
亡
シ
其
相
続
人
ア
ル
時

二
判
決
書
ニ
記
名
ア
ル
権
利
者
若
ク
ハ
義
務
者
戸
主
タ
ル
分
限
ヲ
失
ヒ
其
相
続
人
定
マ
リ
タ
ル
時

前
項
第
一
第
二
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
相
続
ノ
事
項
ニ
付
請
願
者
之
ヲ
詮
ス
可
シ
〔
債
権
譲
渡
・
債
務
引
受
の
場
合
が
落
さ
れ
て
い
る
1
1
1
筆
者
〕

モ
ッ
セ
の
「
訴
訟
法
草
案
」
は
日
本
学
術
振
興
会
版
に
よ
り
そ
の
一
部
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
筆
者
が
知
り
え
た
当
該
の
一
部
の
中
に
は
判
決
の
既
判
カ
・
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の

モ
ッ
セ
「
訴
訟
法
草
案
」

(
ド
イ
ツ
文
)

4 
で
、
ま
だ
、
ど
ん
な
規
定
が
存
し
た
の
か
を
知
ら
な
い
。

テ
ヒ
ョ

1
草
案
は
、
法
典
調
査
会
の
一
部
門
と
し
て
の
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
審
議
し
な

お
す
こ
と
に
な
り
、
テ
ヒ
ョ

1
草
案
を
報
告
委
員
が
修
正
し
た
も
の
を
原
案
と
し
て
、
委
員
会
の
議
に
付
さ
れ
た
。
こ
の
原
案
が
「
民
事
訴

5 

「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
の
規
定

北法31(3-4・1.191)1123 



説

訟
法
議
案
」
ま
た
は
「
民
事
訴
訟
法
草
案
」
あ
る
い
は
「
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

日
本
学
術
振
興
会
版
「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
は
表
紙
を
め
く
る
と
「
民
事
訴
訟
法
草
案
」
と
な
っ
て
お
り
、
条
文
は
、
テ
ヒ
ョ

l
「
訴
訟

論

法
草
案
」
と
同
じ
く
、
第
十
節
判
決
が
第
三
百
七
十
一
条
か
ら
第
三
百
九
十
三
条
ま
で
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
中
に
、
既
判
力
の
主
観
的
範

囲
に
関
す
る
規
定
は
存
せ
ず
、
第
五
百
九
十
九
条
は
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
点
も
テ
ヒ
ョ

l
草
案
と
同
じ
で

あ
る
が
、
そ
の
文
言
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
五
百
九
十
九
条
執
行
力
ア
ル
正
本
ハ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
権
者
ノ
為
メ
ニ
ノ
ミ
及
ヒ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
務
者
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
付
奥
ス

ル
事
司
ノ
得
但
シ
左
ノ
場
合
ハ
之
ヲ
例
外
ト
ス

第
一
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
権
者
又
ハ
債
務
者
カ
死
亡
シ
相
続
人
之
ニ
代
ハ
リ
タ
ル
時
ハ
執
行
力
ア
ル
正
本
ハ
相
続
人
ノ
為
メ
又
ハ
相
続
人
ニ
対

シ
之
ヲ
付
輿
ス
ル
事
ヲ
得

第
二
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
権
者
又
ハ
債
務
者
ニ
シ
テ
一
戸
主
タ
リ
シ
者
カ
其
地
位
ヲ
辞
シ
又
ハ
之
ヲ
失
ヒ
他
ノ
戸
主
之
ニ
代
ハ
リ
タ
ル
時
ハ
執
行

力
ア
ル
正
本
ハ
新
戸
主
ノ
為
メ
又
ハ
新
戸
主
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
付
輿
ス
ル
事
ヲ
得

右
ニ
掲
ケ
タ
ル
変
更
ハ
其
申
立
入
信
ス
ル
ニ
足
ル
可
キ
詮
明
書
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
詮
ス
可
シ
〔
以
上
、

「
民
訴
草
ノ
一
三
四
」
帖
〕

右
の
第
五
百
五
十
九
条
は
、
明
治
一
二
年
七
月
二
ハ
日
に
庶
務
担
任
報
告
委
員
が
同
年
同
月
一
八
日
の
会
議
の
議
案
と
し
て
送
付
し
た
と

こ
ろ
の
「
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
」
第
三
五
号

(
日
本
学
術
振
興
会
版
「
民
事
訴
訟
法
草
案
共
二
」
の
「
民
訴
草
二
ノ
二
五
四
」
帖
)

の
な
か
で

は
、
第
五
百
十
条
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
文
言
は
、
修
正
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
報
告
委
員
か
ら
呈
出
送
付
さ
れ
た
の
が
第

五
百
五
十
九
条
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
会
議
で
修
正
さ
れ
、
そ
の
結
果
た
る
条
文
が
右
の
第
五
百
十
条
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。

第
五
百
十
条
執
行
力
ア
ル
正
本
ハ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
権
者
ノ
承
継
人
ノ
為
メ
ニ
及
ヒ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
務
者
ノ
相
続
人
ニ
対
シ
之
ヲ
付
輿

ス
ル
事
ヲ
得
但
其
承
継
カ
裁
判
所
ニ
於
テ
明
白
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
設
明
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
ス
ル
ト
キ
ニ
限
ル
〔
債
権
者
に
つ
い
て
の
み
、
「
相
続
人
」
の
ほ
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か
に
特
定
承
継
人
を
含
む
か
の
よ
う
で
あ
る
!
筆
者
〕

共
承
継
カ
裁
判
所
-
一
於
テ
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
執
行
文
ニ
記
載
ス
可
シ

ハ
旧
第
五
百
九
十
九
、
独
第
六
百
六
十
五
)
〔
以
上
、
「
民
訴
草
二
ノ
二
五
六
」
粘
及
び
、
日
本
学
術
振
興
会
版
「
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
意
見
書
」

の
「
民
訴
議
三
五
ノ
二
」
帖
〕

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

右
第
五
百
十
条
の
文
言
の
傍
点
の
部
分
は
右
第
五
百
九
十
九
条
を
修
正
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
修
正
に
は
第
五
百
九
十
九
条
の
文
言

中
削
除
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
修
正
に
つ
い
て
「
民
事
訴
訟
法
草
案
共
二
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
第
三
十
五
号
修
正
ノ
理
由
〔
「
民
訴
草
二
ノ
二
五
九
」
帖
〕

第
五
百
十
条
第
一
項
中
ニ
「
承
継
人
」
ノ
三
字
及
ヒ
「
ノ
相
続
人
」
ノ
四
字
ヲ
加
へ
「
ノ
ミ
」
ノ
二
字
及
ヒ
「
テ
ノ
ミ
」
ノ
三
字
ヲ
削
リ
但
書
ヲ
改

メ
タ
ル
ハ
「
シ
ュ
ル
ツ
ェ
ン
ス
タ
イ
ン
」
氏
ノ
意
見
ヲ
容
レ
之
ヲ
修
正
シ
タ
リ
〔
「
民
訴
草
二
ノ
二
六

O
」
帖
、
前
掲
「
民
訴
議
三
五
ノ
六
」
帖
〕

「
修
正
民
事
訴
訟
法
草
案
」
の
規
定

「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
を
法
律
取
調
委
員
会
が
な
お
修
正
し
て
で
き
た
も
の
が
「
修
正
民

6 
事
訴
訟
法
草
案
」
で
あ
る
。

「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
の
第
五
百
十
条
(
「
民
訴
草
二
ノ
二
五
六
」
帖
〉
は
こ
れ
以
上
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

「
修
正
民
事
訴
訟
法
草
案
」
の
第
五
百
十
条
(
日
本
学
術
振
興
会
版
の
「
修
訴
草
ノ
一
一
一
六
」
帖
〉
は
「
民
事
訴
訟
法
議
案
」

(
H
「民

事
訴
訟
法
草
案
其
二
」
)
の
第
五
百
十
条
と
同
文
言
で
あ
る
。

「
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
の
規
定

「
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
は
「
修
正
民
事
訴
訟
法
草
案
」
を
基
に
し
て
で
き
た
。

7 
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
の
第
七
編
強
制
執
行
第
一
章
総
則
の
な
か
の
第
五
百
七
十
九
条
の
規
定
(
日
本
学
術
振
興
会
版
、

「
民
再
ノ
一
一
四
」
帖
〉

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
五
百
七
十
九
条

執
行
力
ア
ル
正
本
ハ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
権
者
ノ
承
継
人
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
付
奥
シ
又
ハ
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債
務
者
ノ
相
続
人 「

民
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説

一
一
対
シ
之
ヲ
付
輿
ス
ル
事
ヲ
得
但
其
承
継
カ
裁
判
所
ニ
於
テ
明
白
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
設
明
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
謹
ス
ル
ト
キ
ニ
限
ル

共
承
継
カ
裁
判
所
ニ
於
テ
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
執
行
文
ニ
記
載
ス
可
シ

論

「
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
は
「
民
事
訴
訟
法
案
」
と
な
り
、

「
民
事
訴
訟
法
案
」
が
明
治
二
三
年
法
律
第
二
九
号
民
事
訴
訟
法
と
な
っ

た
。
再
調
査
案
の
第
五
百
七
十
九
条
に
相
当
す
る
規
定
は
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
条
で
あ
る
。
文
言
は
、
前
に
掲
げ
た
も
の
を
対
照
す
れ

ば
判
明
す
る
と
お
り
、
再
調
査
案
に
お
け
る
「
債
務
者
ノ
相
続
人
」
が
法
律
に
お
い
て
「
債
務
者
ノ
一
般
ノ
承
継
人
」
と
な
っ
た
点
と
、

「
其
承
継
」
が
「
此
承
継
」
に
な
っ
た
点
を
除
け
ば
、
彼
此
同
文
言
で
あ
る
。

明
治
民
訴
玉
一
九
条
の
文
理
の
射
程

前
述
の
よ
う
に
、
テ
ヒ
ョ

l
「
訴
訟
規
則
」
と
「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
と
に
お
い
て
は
、
判
決
の
効
力
の
主
観
的
範
囲
に
関

「
原
被
告
」
の
「
相
続
人
」
も
従
う
べ
き
旨
の
規
定
が
存
し
た
が
、
テ
ヒ
ョ

l
「
訴
訟
法
草
案
」
に
は
こ
の
種
の
規
定
は
な
く
、
そ
の

後
、
こ
の
種
の
規
定
が
存
し
な
い
こ
と
が
続
い
て
、
明
治
民
訴
に
も
こ
の
種
の
規
定
が
存
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
民
法
証
拠
編

年
法
律
二
八
号
〉
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
っ
た
。

1 
し

(
明
治
二
三

民
法
詮
擦
編
第
一
部
設
援
第
三
章
間
接
詮
嬢
第
一
節
法
律
上
ノ
推
定
第
一
款
公
益
ニ
関
ス
ル
完
全
ナ
ル
法
律
上
ノ
推
定

第
八
一
条
既
判
力
ニ
因
ル
不
受
理
ノ
理
由
ヲ
以
テ
新
請
求
又
ハ
新
答
弁
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
ハ
其
請
求
又
ハ
答
弁
カ
旧
請
求
又
ハ
旧
答
弁
ニ

比
較
シ
テ
左
ノ
誇
件
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
権
利
又
ハ
事
実
ニ
関
シ
争
ノ
目
的
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト

第
二
主
張
ノ
原
因
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
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第
三
原
告
、
被
告
ノ
権
利
上
ノ
資
格
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト

第
八
四
条
当
事
者
カ
或
ハ
自
身
ニ
テ
同
一
ノ
資
格
ヲ
以
テ
既
ニ
旧
訴
訟
ニ
出
テ
タ
ル
ト
キ
或
ハ
旧
訴
訟
ニ
於
テ
其
前
主
若
ク
ハ
代
理
人
ニ
因
リ
テ
代

表
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
或
ハ
利
害
関
係
人
ノ
結
合
カ
暗
ニ
相
互
代
理
タ
ル
ト
キ
ハ
当
事
者
ノ
権
利
上
ノ
資
格
ハ
伺
一
ナ
リ
ト
ス

2 

執
行
文
を
付
与
す
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
興
味
あ
る
変
遷
を
示
し
て
い
る
。
@
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
者
を
、
テ
ヒ
ョ
!
「
訴

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

訟

法

草

案

」

ま

で

は

「

権

利

者

」

「

民

事

訴

訟

法

議

案

」

以

後

は

「

債

権

者

」

そ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
「
相
続
人
」
に
宛
て
て
執
行
文
が
付
与
さ
れ
る
、
旨
の
規
定
は
テ
ヒ
ョ

l
「
訴
訟
規
則
」

「
義
務
者
」
と
呼
ぴ
、

「
債
務
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
@

以
来
、
実
質
的
に
、
明
治
民
訴
に
至
る
ま
で
、
変
り
が
な
く
、
置
か
れ
て
き
た
。
。
「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
に
お
い
て
は
、
右
「
相
続
人
ノ

為
メ
ニ
ノ
ミ
」
又
は
「
相
続
人
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
案
に
お
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
も
広
か
っ
た
。
権
利
者
が

「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
以

「
権
利
」
を
譲
渡
し
た
場
合
及
び
義
務
者
が
「
訴
訟
物
件
」
を
譲
渡
し
た
場
合
も
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。

後

は

再

び

よ

り

広

く

な

っ

た

。

「

債

務

者

ノ

相

続

人

」

が

「

債

権

者

ノ

承

継

人

」

「
債
権
者
ノ
相
続
人
」

「
債
務
者
ノ
相
続
人
」
と
な
り
、

さ
ら
に
「
債
権
者
ノ
承
継
人
」
「
債
務
者
ノ
一
般
ノ
承
継
人
」
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
債
務
者
の
特
定
の
承
継
人
は
文
理
上
は
含
ま
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
た
が
絶
対
に
排
除
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
し
て
残
っ
た
。

3 

判
決
の
効
力
が
民
法
証
拠
編
と
民
事
訴
訟
法
と
に
分
か
れ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
明
治
三
六
年
二
一
月
一

0
日
開
会
の
第
一
九
議

会
に
提
出
の
た
め
(
旧
)
法
典
調
査
会
が
起
案
し
た
が
同
議
会
が
翌
日
解
散
さ
れ
た
の
で
提
出
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
民
事
訴

訟
法
改
正
案
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
に
よ
り
、
変
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
百
八
十
五
条
確
定
判
決
ハ
当
事
者
及
ヒ
権
利
拘
束
ノ
発
生
後
ニ
当
事
者
ノ
承
継
人
ト
為
リ
タ
ル
者
又
ハ
当
事
者
若
グ
ハ
其
承
継
人
ノ
為
メ
請
求

ノ
目
的
物
ヲ
占
有
シ
タ
ル
者
ニ
其
効
力
ヲ
及
ホ
ス
〔
た
ん
に
「
当
事
者
ノ
承
継
人
」
と
し
た
の
は
債
務
引
受
を
含
ま
せ
る
た
め
か
|
筆
者
〕

第
六
百
四
十
四
条
執
行
正
本
ハ
債
権
者
ノ
承
継
人
ノ
為
メ
又
ハ
第
二
宵
八
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
判
決
ノ
効
力
カ
及
フ
ヘ
キ
債
務
者
ノ
承
継
人
若
ク
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説

ハ
請
求
ノ
目
的
物
ノ
占
有
者
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
付
輿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
承
継
又
ハ
占
有
関
係
ハ
裁
判
所
ニ
於
テ
顕
著
ナ
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
之
ヲ
証
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

執
行
正
本
ニ
ハ
承
継
ノ
詮
明
ア
リ
タ
ル
コ
ト
又
ハ
承
継
カ
顕
著
ナ
ル
コ
ト
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

論

既
判
力
の
承
継
人
へ
の
拡
張
と
執
行
力
の
承
継
人
へ
の
拡
張
と
の
関
係
に
関
し
て
、
執
行
債
務
者
の
承
継
人
に
該
当
す
る
か
否
か
を
、
既

判
力
が
当
事
者
の
承
継
人
に
及
ぶ
か
否
か
に
一
致
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
眼
を
惹
く
(
前
民
訴
四
九
七
条
ノ
ニ
と
対
照
せ
よ
〉
。

明
治
民
訴
に
関
す
る
判
例

明
治
民
訴
期
に
お
い
て
は
、
既
判
力
が
当
事
者
の
特
定
承
継
人
に
延
長
す
る
か
の
問
題
に
関
す
る
判
例
は
若
干
存
す
る
が
、
執
行
文

を
当
事
者
の
特
定
承
継
人
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
に
関
す
る
判
例
は
見
当
ら
な
い
。
前
者
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
大
審
院
の

判
例
と
し
て
は
、
大
判
明
治
三
五
・
七
・
二
(
民
録
八
斡
七
巻
四
頁
)
が
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
所
有
権
確
認
請
求
棄
却
判
決

の
既
判
力
が
、
敗
訴
原
告
か
ら
転
転
し
て
目
的
土
地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
者
に
及
ぶ
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
大
審
院
判
例

1 
は
、
抽
象
論
と
し
て
、
既
判
力
は
当
事
者
の
特
定
承
継
人
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
見
解
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
具
体
論
と
し
て
は
、
大
判
明

治
三
六
・
七
・
三
(
民
録
九
輯
八
三
五
頁
)
は
、
土
地
利
用
者
が
地
主
を
被
告
と
し
て
勝
訴
し
た
(
訴
訟
上
の
請
求
は
地
上
権
確
認
ら
し
い
が
判
例

集
か
ら
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
)
判
決
の
既
判
力
は
、
地
主
か
ら
右
土
地
を
買
い
受
け
た
者
(
基
準
時
前
に
買
っ
た
の
か
基
準
時
後
に
買
っ
た
の
か
は

判
例
集
の
記
載
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
〉
に
及
ば
な
い
と
し
、
大
判
大
正
五
・
七
・
一
七
(
民
録
二
二
輯
一
三
八
二
頁
)
・
大
判
大
正
八
・
一
一
・

二
四
(
民
録
二
五
輯
一
二

O
三
頁
)
は
、
金
銭
債
権
者
が
給
付
訴
訟
に
お
い
て
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
を
蒙
っ
た
後
に
当
該
金
銭
債
権
を
譲
渡

し
た
場
合
に
つ
き
、
譲
受
人
に
は
右
確
定
判
決
の
既
判
効
は
及
ば
な
い
と
し
、
・
大
判
大
正
八
・
ニ
・
六
(
民
録
二
五
輯
六
一
頁
)
は
、
不
動
産
の
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所
有
者
と
抵
当
権
者
と
の
間
の
抵
当
権
不
存
在
確
認
請
求
を
棄
却
し
た
確
定
判
決
の
効
力
を
、
そ
の
後
に
右
不
動
産
の
所
有
権
を
譲
り
受
け

た
者
は
否
定
す
る
(
H
抵
当
権
不
存
在
の
主
張
を
す
る
)
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
給
付
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
を
蒙
っ
た
金
銭
債
権
者
か
ら

こ
の
債
権
を
そ
の
後
に
譲
り
受
け
た
者
に
右
確
定
判
決
の
既
判
力
は
及
ば
な
い
と
い
う
大
審
院
の
判
旨
は
、
東
京
控
判
大
正
一
四
・
四
・
二

一
(
新
聞
二
四
四
八
号
一
二
頁
)
・
東
京
控
判
昭
和
二
・
三
・
三
(
新
聞
二
六
八
三
号
九
頁
)
に
お
い
て
、
同
型
の
事
案
に
つ
き
、
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。
か
く
し
て
、
明
治
民
訴
期
の
判
例
は
、
既
判
効
は
当
事
者
の
ほ
か
は
当
事
者
の
一
般
承
継
人
に
限
っ
て
及
ぶ
と
い
う
見
解
で
一
貫
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
控
判
昭
和
二
前
掲
は
「
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
条
第
五
百
二
十
)
条
ハ
強
制
執
行
ニ
付
債
権
者
ノ
特
定
承

継
人
ニ
対
シ
テ
モ
執
行
カ
ア
ル
正
本
ヲ
付
輿
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ニ
止
マ
リ
決
シ
テ
本
件
ノ
如
キ
確
定
判
決
ノ
既
判
カ
カ
債
権
者
ノ

特
定
承
継
人
ニ
及
フ
ヘ
キ
趣
旨
ノ
規
定
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
勝
訴
の
債
務
者
は
勝
訴
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

債
権
の
譲
受
人
の
起
訴
に
対
し
防
禦
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号
の
施
行
日
で
あ
る
昭
和
四
年
一

O
月

一
日
を
ま
た
ず
に
、
京
都
地
判
昭
和
三
・
八
・
七
(
新
聞
二
八
七
七
号
二
ハ
頁
〉
が
、
大
判
大
正
五
前
掲
と
同
型
の
事
案
に
つ
き
、
貸
借
関
係

な
き
こ
と
を
理
由
と
す
る
給
付
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
を
蒙
っ
た
貸
金
債
権
者
か
ら
そ
の
後
に
該
金
銭
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
前
主
と

「
同
一
ノ
地
位
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
ク
被
告
ニ
対
ス
ル
右
債
権
ノ
不
存
在
ヲ
争
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
」
と
解
し
た
〔
「
同
こ
性
の
基
準
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
0
・
|
|
筆
者
〕
。

想
像
す
る
に
、
判
決
の
効
力
の
主
観
的
範
囲
を
承
継
人
に
ま
で
延
長
す
る
こ
と
は
、
執
行
力
に
つ
い
て
実
際
の
必
要
が
あ
る
こ
と
で

あ
っ
た
か
ら
、
確
認
判
決
ま
た
は
確
認
請
求
棄
却
・
給
付
請
求
棄
却
の
判
決
の
既
判
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
観
的
範
囲
を
承
継
人
に
ま
で

延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
え
る
こ
と
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
が
盲
点
で
あ
っ
て
、
大
審
院
の

2 
判
決
を
要
し
た
事
件
は
、
敗
訴
者
の
権
利
が
承
継
人
に
よ
っ
て
蒸
し
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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四

明
治
民
訴
に
関
す
る
学
説

受ム
員周

判
決
の
既
判
力
と
の
関
係
に
お
け
る
承
継
人
に
つ
い
て

定
の
根
拠
で
あ
る
と
扱
わ
れ
た

1 

判
決
の
既
判
力
は
民
法
証
拠
編
に
お
い
て
権
利
の
存
否
の
法
律
上
の
推

(
第
七
六
条
、
我
妻
栄
「
旧
法
令
集
」
一
八
九
頁
〉
。

そ
こ
で
、
明
治
民
訴
で
は
、

既
判
力
の
主
観
的
範
囲
に
関

す
る
規
定
が
存
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
江
木
衷
(
「
民
事
訴
訟
原
論
」
明
治
二
六
年
)

に
よ
れ
ば
、

「
判
決
ノ
実
質
的
効
力
ニ
就
テ
ハ
訴
訟
法

第
二
百
四
十
四
条
ハ
単
ニ
其
物
格
的
範
囲
ノ
ミ
ヲ
規
定
シ
」
た
〈
四
二
九
頁
〉
。
つ
ま
り
、
人
格
的

(
0・
)
範
囲
を
規
定
し
な
か
っ
た
。

は
、
執
行
が
判
決
に
基
づ
く
こ
と
を
ど
う
解
す
る
か
。
江
木
は
「
判
決
ノ
形
式
的
効
力
ヨ
リ
シ
テ
強
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
請
求
ニ
就
テ
ハ

実
質
的
効
力
ニ
従
タ
ル
強
制
執
行
ノ
効
力
ヲ
生
ス
レ
ト
モ
法
律
ハ
之
ヲ
判
決
ノ
効
力
ト
セ
ス
シ
テ
単
ニ
之
ヲ
強
制
執
行
ノ
一
原
因
ト
セ
リ
」

と
理
解
し
た
。

少
な
い
の
で
あ
る
(
維
本
朗
造
述
「
民
事
訴
訟
法
」
上
・
中
・
下
大
正
六
年
に
す
ら
こ
の
点
の
叙
述
が
な
い
)
。

(
四
二
八
頁
)

既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
拡
大
に
触
れ
る
も
の
は

明
治
民
訴
に
関
す
る
概
説
書
等
は
少
な
く
な
い
。

'白守、、

ナ
ム
カ

民
法
証
拠
編
第
七
七
条
は
「
既
判
カ
ハ
判
決
主
文
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
存
ス
」
と
定
め
、
民
事
訴
訟
法
第
二
四
四
条
は
「
判
決
ハ
其
主
文

ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
確
定
カ
ヲ
有
ス
」
と
定
め
た
。
民
法
証
拠
編
は
「
同
一
ノ
争
ヲ
再
ヒ
訴
フ
ル
」
と
き
「
既
判
力
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
斥

ク
」
る
こ
と
を
定
め
た

(
第
七
九
条
〉
。
そ
し
て
、

も
の
で
な
い
と
き
は
、

既
判
力
に
よ
っ
て
同
一
の
争

判
決
が
「
公
ノ
秩
序
ニ
関
ス
ル
」

い
を
斥
け
る
に
は
、

「
利
害
関
係
人
ヨ
リ
其
不
受
理
ノ
理
由
ヲ
以
テ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

と
し
た

(
第
八

O
条
)
。
す
な
わ
ち
既
判
力

を
理
由
と
す
る
不
受
理
の
抗
弁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
同
一
ノ
争
」
で
あ
る
か
否
か
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
八
一
条
の
規
定
を
設

け
、
そ
の
第
三
の
基
準

(
当
事
者
の
同
一
)

に
関
し
て
こ
れ
を
拡
張
す
る
規
定
を
前
記
第
八
四
条
と
し
て
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
後
訴
の
当

事
者
の
「
前
主
」
が
前
訴
の
当
事
者
で
あ
っ
て
、
後
訴
と
前
訴
と
が
「
請
求
」
又
は
「
答
弁
」
に
お
い
て
、
前
記
第
八
一
条
の
第
-
号
及
び
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第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
後
訴
の
当
事
者
は
「
不
受
理
ノ
理
由
ヲ
以
テ
対
抗
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
何
者
が
「
前
主
」
に
該
当
す
る
か
。
す
で
に
、
亀
山
貞
義
が
「
民
事
訴
訟
法
正
義
」

(
下
巻
、
私
立
明
治
法
律
学
校
講
法
会
内
、
新
法
註

釈
会
出
版
、
明
治
二
六
年
頃
か
0
・
)

に
お
い
て
、
判
決
の
効
力
は
「
通
常
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
訴
訟
人
ノ
相
続
人
及
ヒ
裁
判
言
渡
以
後
ニ
其
訴
訟

一
一
関
ス
ル
財
産
ヲ
譲
受
ケ
タ
ル
者
ノ
ミ
其
効
力
ヲ
及
ホ
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と

l
抽
象
的
に
止
ま
っ
た
に
せ
よ
|
述
べ
て
い
た
が

「
民
事
訴
訟
法
正
解
」
に
お
い
て
、

(八一一一

頁
)
、
伊
藤
悌
治
は
民
法
証
拠
編
の
規
定
に
着
目
し
、

「
後
ニ
起
リ
タ
ル
訴
訟
又
ハ
抗
弁
ヲ
排
斥
」
す

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

「
原
因
ノ
同
ご

「
原
被
告
ノ
同
こ
を
挙
げ
、
原
被
告
の
同
-
に
関
し
、

る
条
件
と
し
て
「
目
的
ノ
同
一
」

ト
ハ
其
権
利
上
ノ
資
格
ノ
同
一
ナ
ル
ヲ
云
フ
ナ
リ
故
ニ
当
初
原
告
又
ハ
被
告
ハ
代
人
一
一
依
リ
テ
代
表
セ
ラ
レ
後
一
一
白
ラ
訴
訟
ヲ
起
ス
カ
如
キ

「
弦
ニ
原
被
告
ノ
同
一

又
ハ
財
産
ノ
元
所
有
主
力
訴
ヲ
起
セ
ル
後
其
財
産
ノ
継
承
人
カ
再
ヒ
訴
ヲ
起
ス
場
合
ノ
如
キ
ハ
前
後
ノ
訴
訟
ハ
同
一
人
一
一
非
ス
然
レ
ト
モ
其

(
下
巻
、
三
版
、
明
治
三
五
年
三
七

0
1コ
一
七
二
頁
)
。
伊
藤
悌
治

権
利
上
ノ
資
格
ハ
同
一
ナ
レ
ハ
此
篠
件
ヲ
充
タ
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
説
明
し
た

の
説
明
は
所
有
権
の
承
継
人
が
原
告
と
し
て
訴
え
る
ケ

i
ス
に
か
か
る
も
の
で
、
元
所
有
者
の
前
訴
が
確
認
の
訴
え
か
給
付
の
訴
え
か
、
元

所
有
者
が
前
訴
に
お
い
て
勝
訴
し
た
か
敗
訴
し
た
か
、
「
財
産
ノ
継
承
人
」
が
一
般
承
継
人
か
特
定
承
継
人
か
、
を
区
別
す
る
に
至
っ
て
い

に
お
い
て
、
判
決
の
確
定
力
の
主
観
的
効
力
に
つ
い
て

な
い
。
今
村
信
行
は
「
民
事
訴
訟
法
第
二
編
」

(
中
央
大
学
講
述
、
明
治
三
八
年
度
)

言
及
し
て
は
い
る
が
、
当
事
者
の
承
継
人
へ
の
そ
の
延
長
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い

一
二
頁
に
お
い
て
も
同
じ
)
。
岩
田
一
郎
は
「
民
事
訴
訟
法
」

(
一
二
五
頁
。
早
稲
田
大
学
講
述
、
明
治
三
九
年
度
、
二

(
第
二
編
、
和
仏
法
律
学
校
講
述
、
明
治
三
六
年
度
)

に
お
い
て
は
判
決
の
実
体
的

「
民
事
訴
訟
法
原
論
」

確
定
力
の
主
観
的
範
囲
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
な
く
、

(
上
巻
、
明
治
大
学
出
版
部
、
明
治
四
O
年
)
に
お
い
て
は
判
決
の

確
定
力
の
主
観
的
範
囲
に
言
及
し
た
が
、
当
事
者
の
承
継
人
へ
の
そ
の
延
長
に
は
触
れ
ず
、
明
治
四
二
年
の
そ
の
訂
正
増
補
第
三
版
に
お
い

て
は
じ
め
て
、
「
判
決
ノ
確
定
カ
ハ
当
事
者
ノ
一
般
承
継
人
ニ
及
ホ
ス
ハ
当
然
ナ
リ
然
レ
ト
モ
判
決
ア
リ
タ
ル
訴
訟
物
ノ
特
定
承
継
人
ニ
対

シ
テ
ハ
法
律
ニ
特
別
ノ
明
文
ア
ル
場
合
一
一
非
サ
レ
ハ
其
効
力
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
」
と
書
い
た
(
四
五
四
頁
〉
。
以
後
岩
田
一
郎
に
お
い
て
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は
こ
の
点
に
関
す
る
進
展
は
な
い
(
訂
正
改
版
第
六
版
、
大
正
二
年
、
四
五
二
頁
を
み
よ
。
)
。
松
岡
義
正
は
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
執
行
文

を
付
与
し
う
べ
き
承
継
人
の
範
囲
に
つ
き
、
も
っ
と
も
詳
細
に
叙
述
を
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
松
岡
義
正
が
「
民
事
訴

論

(
自
第
六
編
至
第
八
一
縮
、
法
政
大
学
講
述
、
明
治
三
七
年
度
)
に
お
い
て
、

「
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
条
ハ
訴
訟
ニ
参
輿
ス
ル
コ
ト
ナ
ク

訟
法
」

シ
テ
判
決
ノ
執
行
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ヲ
受
ク
ル
人
ノ
限
界
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
随
テ
判
決
カ
当
事
者
以
外
ノ
人
一
一
対
シ
確
定
カ
ヲ
有
ス
ル

ヤ
ノ
問
題
一
一
付
キ
何
等
ノ
関
係
ナ
シ
換
言
ス
レ
ハ
判
決
ノ
執
行
カ
ト
其
確
定
力
(
実
体
的
)
ト
其
範
囲
ヲ
同
シ
ウ
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
(
二
五

o
l
二
五
一
一
良
〉
と
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
を
惹
く
。

2 

判
決
の
執
行
力
と
の
関
係
に
お
け
る
承
継
人
に
つ
い
て

民
訴
五
一
九
条
は
、
債
権
者
に
つ
い
て
は
「
承
継
人
」
の
た
め
に
、
債
務
者
に
つ
い
て
は
「
一
般
ノ
承
継
人
」
に
対
し
て
、

執
行
カ
あ
る
正
本
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
。
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
債
権
者
は
債
務
名
義
を
有
す
る
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
給
付

請
求
を
認
容
さ
れ
た
勝
訴
者
で
あ
る
。
債
務
者
は
給
付
義
務
あ
り
と
さ
れ
た
敗
訴
者
で
あ
る
。
給
付
請
求
棄
却
判
決
は
民
訴
五
一
九
条
が
か

(
イ
)

か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
債
権
者
の
「
承
継
人
」
が
特
定
承
継
人
(
特
定
債
権
の
承
継
人
)
を
含
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
立
法
の
経
緯
か
ら

も
、
明
ら
か
で
、
学
説
に
お
い
て
も
、
当
初
か
ら
、
争
い
が
な
い
と
み
て
よ
い
。
債
務
者
の
「
一
般
ノ
承
継
人
」
が
絶
対
に
特
定
承
継
人
を

排
除
す
る
趣
旨
な
の
か
そ
れ
と
も
通
例
を
例
示
し
た
に
止
ま
る
か
は
見
解
が
分
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
よ
り
後
は
、

給
付
を
判
決
で
命
ぜ
ら
れ
た
債
務
者
の
「
承
継
人
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
基
準
に
関
す
る
学
説
を
中
心
と
し
て
そ
の
発
展
を
追
跡
し
た
い

と
思
う
。(ロ

〉

明
治
民
訴
の
立
案
に
法
律
取
調
報
告
委
員
と
し
て
参
画
し
た
本
多
康
直
と
今
村
信
行
は
明
治
民
訴
法
公
布
後
直

明
治
期

ち
に
「
民
事
訴
訟
法
註
解
全
十
二
冊
」
を
共
著
と
し
て
公
刊
し
た
(
第
一
冊
は
明
治
二
三
年
八
月
一
一
、
目
、
第
一
二
冊
は
明
治
三

O
年
二
月
二
一
日
刊

行
)
。
そ
の
第
五
一
九
条
の
註
解
(
第
八
冊
、
明
治
二
六
年
一
月

}
O
日
刊
、
一
五
八
一
頁
)

ご
般
ノ
承
継
人
」

は、

債
務
者
に
つ
い
て
は
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限
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

「
債
務
者
ニ
特
別
ノ
承
継
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
主
カ
生
存
ス
ル
ト
キ
ハ
通
例
共
モ
ノ
ニ
対
シ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
可
キ
途
ア
リ
テ
特
別
ノ
承
継
人
(
譲

受
人
)
ニ
対
シ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
ノ
必
要
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
或
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
民
法
上
特
別
ノ
承
継
人
ハ
前
主
ノ
債
務
ヲ
曲
折
済
ス
ル
ノ
義
務
ナ
キ
ヲ

ト
之
ア
ル
可
ク
又
前
主
ノ
死
亡
後
ハ
其
一
般
ノ
承
継
人
ニ
対
シ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
ヲ
通
例
ト
ス
ル
カ
故
本
篠
ニ
於
テ
ハ
一
般
ノ
承
継
人
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ

強
制
執
行
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
規
定
ヲ
設
ケ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
是
ヲ
以
テ
寓
一
債
務
者
ノ
特
別
ノ
承
継
人
ニ
対
シ
義
務
ヲ
負
ハ
シ
ム
可
キ
特
種
ノ
権
利
ア
リ
テ

之
ニ
対
シ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
ノ
必
要
ア
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
新
ニ
訴
ヲ
起
サ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
」

「
民
事
訴
訟
法
論
綱
」

条
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
承
継
人
を
債
権
者
の
そ
れ
と
区
別
し
て
一
般
の
承
継
人
に
限
っ
た
理
由
を
、

法
典
調
査
委
員
で
あ
っ
た
高
木
豊
三
は
、

(
下
第
五
版
明
治
三
一
年
i
初
版
は
明
治
二
九
年
)
に
お
い
て
、
第
五
一
九

「
凡
ソ
債
権
ハ
特
別
ノ
名
義
ヲ
以
テ

他
人
ニ
承
継
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
債
務
ニ
至
テ
ハ
一
般
ノ
承
継
人
ノ
外
法
律
上
当
然
ニ
承
継
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
乃
チ
此
区
別
ヲ
設

ク
ル
所
以
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
(
九
七
五
九
七
六
頁
〉
。

亀
山
貞
義
(
前
掲
〉
の
第
五
一
九
条
の
義
解
に
お
い
て
は
、
承
継
人
に
「
特
定
ノ
承
継
人
ト
一
般
ノ
承
継
人
ト
ノ
区
別
ア
リ
」
と
し
て
そ

の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
が
、
債
務
者
の
特
定
承
継
人
に
対
し
執
行
力
あ
る
正
本
を
付
与
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
明
ら
か
な
叙
述
は
存
し
な

い
(
八
五
|
八
七
頁
)
。
今
村
信
行
は
「
民
事
訴
訟
法
正
解
」

(
強
制
執
行
、
公
一
不
催
止
口
、
仲
裁
手
続
、
再
版
、
明
治
三
六
年
)

に
お
い
て
、
債

務
者
の
承
継
の
場
合
に
は
一
般
の
承
継
人
に
限
っ
た
理
由
を
、

「
是
レ
権
利
ハ
一
般
ノ
承
継
及
ヒ
特
別
ノ
承
継
ヲ
以
テ
移
転
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
モ
義
務
ニ
至
リ
テ
ハ
相
続
ノ
如
ク
包
括
シ
テ
権
利
義
務
ヲ
承
継
ス
ル
場
合
ノ
外
ハ
単
ニ
義
務
ノ
ミ
特
別
ニ
承
継
ス
ル
カ
如
キ
ハ
極
メ
テ
変

例
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
直
チ
ニ
之
一
一
対
シ
テ
執
行
ヲ
許
サ
サ
ル
ノ
趣
旨
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
説
明
し
た

(
六
二
頁
)
。
こ
の
変
例

論
は
、
板
倉
松
太
郎
の
攻
撃
を
受
け
た
。
板
倉
は
「
民
事
訴
訟
法
」

(
第
六
編
以
下
、
明
治
三
八
年
度
法
政
大
学
講
述
)

に
お
い
て
、
変
例
で
あ

る
こ
と
は
、
債
権
者
の
特
定
承
継
人
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の
特
定
承
継
を
除
外
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
、
次
の
よ
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説

う
に
自
分
の
説
明
を
展
開
し
た

(
三
五
頁
〉
。

論

「
予
ノ
信
ス
ル
所
ニ
依
レ
ハ
原
則
ト
シ
テ
ハ
判
決
ノ
効
力
ハ
特
定
承
継
人
ノ
為
ニ
又
ハ
特
定
承
継
人
ニ
対
シ
テ
及
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
如
何
ト
ナ
レ
ハ

権
利
又
ハ
義
務
ノ
特
定
承
継
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
権
譲
渡
債
務
引
受
ノ
場
合
ヲ
除
キ
其
権
利
又
ハ
義
務
ハ
其
性
質
ヲ
変
ス
換
一
言
ス
レ
ハ
民
法
ノ
規
定
ニ

依
テ
更
改
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
故
ニ
承
継
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
承
継
人
ノ
有
ス
ル
権
利
及
承
継
人
ニ
対
シ
テ
有
ス
ル
権
利
ハ
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
前
ノ
権
利
ト
同

一
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
然
ラ
ハ
前
ノ
権
利
ニ
付
テ
得
タ
ル
執
行
名
義
ヲ
以
テ
後
ノ
権
利
ニ
付
テ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
故
ニ
原
則
ト
シ

テ
特
定
承
継
ア
ル
場
合
ニ
ハ
執
行
名
義
ヲ
以
テ
効
力
ヲ
失
フ
ト
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
唯
法
律
ハ
一
ノ
便
宜
規
定
ト
シ
テ
権
利
者
ニ
特
定
承
継
ア
リ
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
既
ニ
生
シ
タ
ル
執
行
名
義
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
ヲ
許
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
」

当
時
す
で
に
「
確
定
カ
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ト
執
行
カ
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ト
ハ
同
て
一
論
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
原
則
ト
シ
テ
執
行
力
ハ

確
定
カ
ヲ
生
ス
ル
ニ
依
テ
始
テ
生
ス
ル
ナ
リ
」
(
板
倉
前
掲
明
治
三
八
年
度
三
一
一
貝
)
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
し
て
み
れ
ば
既
判
力

が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
な
い
者
に
は
執
行
力
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
承
継
人
に
執
行
正
本
を
付
与
し
う
る
と
す
る
の
は
、
債
務
名
義
を

あ
ら
た
に
得
る
こ
と
を
省
く
「
一
ノ
便
宜
」

が
同
一
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
れ
が
訴
訟
に
よ
ら
な
く
て
も
証
明
書
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
場
合
(
第
五
一
九
条
一
項
但
書
)
に
限
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
相
続
、
債
権
譲
渡
の
ほ
か
に
、
債
務
引
受
も
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
、
板
倉
は

(
板
倉
前
掲
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
便
宜
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
前
主
の
地
位
と
承
継
人
の
地
位

「
唯
債
務
引
受
ノ
特
定
承
継
ノ
場
合
ニ
於
テ
前
債
務
者
一
一
対
ス
ル
執
行
名
義
ヲ
此
特
定
承
継
人
一
一
対
シ
効
力
ア
ラ
シ
ム
ル
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
サ

リ
シ
ハ
不
備
ナ
リ
」
と
指
摘
し
た
〔

ο
E古川
凶

HOE-E
官
邸
の
影
響
か
|
|
筆
者
〕
。

松
岡
義
正
も
、
明
治
期
に
は
、

「
債
務
者
一
一
特
定
承
継
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
承
継
人
ニ
対
ス
ル
強
制
執
行
ノ
為
一
一
ス
ル
執
行
文

一
方
で
、

ヲ
付
興
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
何
ト
ナ
レ
パ
強
制
執
行
ハ
被
承
継
人
一
一
対
シ
テ
開
始
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
(
特
定
承
継
人
ハ
権
利
ヲ
承
継

シ
義
務
ヲ
承
継
セ
ス
)
故
ニ
債
権
者
カ
斯
ル
承
継
人
ニ
対
シ
強
制
執
行
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
セ
ハ
先
ツ
訴
ヲ
提
起
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」

と
芳
え
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fこ

〈
前
掲
明
治
三
七
年
度
二
五
五
頁
、
特
定
承
継
人
ハ
義
務
ヲ
承
継
セ
ス
と
い
う
の
は
、
高
木
豊
三
前
掲
と
同
じ
思
想
型
か
ど
う
か
)
。

で
は
、

し
か
し
、
他
方

「
然
レ
ト
モ
権
利
拘
束
発
生
後
債
務
者
ノ
承
継
人
ト
為
リ
タ
ル
者
例
へ
ハ
訴
訟
物
ヲ
譲
受
ケ
タ
ル
特
定
承
継
人
若
ク
ハ
訴
訟
物
ノ
占

有
者
例
へ
ハ
受
寄
者
、
賃
借
人
ニ
対
シ
テ
ハ
独
逸
民
事
訴
訟
法
一
一
於
ケ
ル
カ
如
ク
特
一
一
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九

条
第
一
項
ノ
執
行
文
ヲ
以
テ
強
制
執
行
ヲ
開
始
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
立
法
上
正
当
ト
ス
蓋
シ
這
ハ
費
用
、
労
力
ノ
節
略
ヲ
主
眼

(
二
五
五
i
二
五
六
頁
。
係
争
物
の
譲
渡
に
言
及
し

ト
ス
ル
民
事
訴
訟
法
ノ
原
則
ニ
適
ス
レ
ハ
ナ
リ
(
改
正
案
第
六
四
四
条
)
」
と
述
べ
て
い
る

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

て
い
る
1

1
筆
者
)
。

ち
な
み
に
、
松
岡
は
、
こ
の
頃
、
「
訴
訟
代
理
人
ニ
依
リ
テ
訴
訟
ヲ
為
ス
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
当
事
者
死
亡
ノ
為
メ
ニ
生
シ
タ
ル
承
継
ノ
有
無
ヲ
調
査
ス

ル
コ
ト
ナ
ク
判
決
ヲ
一
言
渡
ス
コ
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
ハ
第
一
八
三
条
〕
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
一
般
的
に
、
「
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
条
ニ
ハ
判
決
言
渡

以
前
ニ
於
ケ
ル
当
事
者
ノ
承
継
ヲ
包
含
セ
ス
ト
断
言
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
騎
テ
訴
ノ
提
起
後
当
事
者
ノ
承
継
ア
リ
タ
ル
以
上
ハ
訴
訟
ノ
繋
属
中
ニ
生
シ
タ

ル
ト
共
終
局
後
ニ
生
シ
タ
ル
ト
又
強
制
執
行
開
始
前
ニ
生
シ
タ
ル
ト
強
制
執
行
続
行
中
ニ
生
シ
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
強
制
執
行
ノ
為
メ
ニ
民
事
訴
訟
法
第

五
百
十
九
条
第
一
項
ニ
規
定
シ
タ
ル
執
行
文
ヲ
必
要
ト
ス
ト
謂
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
(
前
掲
明
治
三
七
年
度
二
五

O
頁
)
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
た

〔
ガ
ウ
プ
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
可

そ
こ
で
、
債
務
引
受
と
係
争
物
の
譲
渡
の
場
合
に
、
引
受
人
・
譲
受
人
が
「
承
継
人
」
に
当
る
か
否
か
の
基
準
を
そ
の
後
の
学
説
は
ど
う

芳
え
た
か
を
中
心
に
し
て
調
べ
を
進
め
よ
う
。

判
決
の
既
判
力
及
び
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
の
承
継
人
へ
の
延
長
の
学
理
的
な
ま
た
は
具
体
的
な
研
究
は
著
書

の
多
く
の
扱
う
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
手
許
で
筆
者
が
閲
覧
で
き
る
著
書
の
中
で
は
、
後
述
の
松
岡
義
正
「
強
制
執
行
要
論
」
ハ
上
巻
大

正
一
三
年
〉
を
除
く
な
ら
ば
、
板
倉
松
太
郎
「
強
制
執
行
法
義
海
」
(
大
正
四
年
)
に
、
執
行
名
義
は
「
債
務
者
ノ
特
定
承
継
人
一
一
対
シ
テ
ハ

直
チ
ニ
強
力
ヲ
及
ホ
ス
ヲ
得
ス
故
ニ
特
定
物
ノ
引
渡
ヲ
命
シ
タ
ル
判
決
ニ
基
キ
其
債
務
者
ノ
賃
借
入
ニ
対
シ
テ
同
一
ノ
物
件
ノ
引
渡
ヲ
求
ム

(

ハ

)

大
正
期
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説

ル
為
メ
ニ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
ヲ
得
ス
(
第
五
六
七
条
参
照
)
」
と
具
体
例
が
一
つ
だ
け
挙
げ
ら
れ
て
お
り
〈
二
四
七
頁
)
、
佐
伯
兼
次
郎
「
民
事

訴
訟
法
通
義
」

(
改
訂
第
五
版
、
大
正
六
年
l
初
版
明
治
四
二
年
)
が
、
第
五
一
九
条
の
存
在
理
由
を
、
裁
判
が
当
事
者
に
し
か
対
抗
し
え
な
い

論

「
然
レ
ド
モ
裁
判
ニ
依
リ
テ
確
定
シ
タ
ル
権
利
関
係
ト
雄
モ
移
転
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
権
利
関
係
ニ
付
キ
承
継
ア

リ
タ
ル
場
合
ニ
執
行
ヲ
為
ス
ヘ
キ
方
法
ヲ
設
ク
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
債
権
者
ハ
為
メ
ニ
不
測
ノ
損
害
ヲ
被
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
法
律
ハ
本
条
ノ
如
キ

規
定
ヲ
設
ケ
テ
共
承
継
人
ノ
為
メ
ニ
モ
執
行
文
ヲ
付
興
ス
ル
コ
ト
ト
為
シ
タ
ル
ナ
リ
」
と
説
明
し
、
債
務
の
承
継
が
一
般
承
継
に
限
ら
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
債
務
の
承
継
は
「
普
通
ニ
ハ
一
般
ノ
承
継
人
ニ
限
ル
へ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
ハ
五
七
七
頁
〉
。
つ

ま
り
、
債
務
の
特
定
承
継
人
を
除
外
す
る
学
理
上
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
と
を
踏
ま
え
て
、

こ
の
承
継
人
問
題
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
雑
本
朗
造
の
論
述
が
光
っ
て
お
り
、
松
岡
義
正
の
論
述

ミ
目
、
、
0

・
刀
お
竹
刀
し

堆
本
朗
造
は
、
大
判
大
正
八
・
ニ
・
六
(
前
掲
)
を
批
評
す
る
機
会
に
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
を
詳
細
に
論
じ
た
(
法
学
論
叢
三
巻
二
号
一

O
二
1

一
三
ハ
頁
、
大
正
九
年
〉
。
主
と
し
て
、
出
色

ZFm
の

宅

2
8
5
ι
z
z
o
r
t
a耳
切

m
m
R
E
E
m
仏

2
H
N
2
z
m
w
S
F
5
2
に
依
存
し

て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
要
之
、
確
定
判
決
の
既
判
力
は
単
に

(
l
〉
訴
訟
の
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
更
に
(

2

)

該
確
定
判
決
あ
り
た
る
後
に
、
(
イ
)
該
判
決
を
以
て

裁
判
せ
ら
れ
た
る
法
律
関
係
従
て
権
利
を
一
般
承
継
又
は
特
別
承
継
に
因
り
て
承
継
し
た
る
第
三
者
、
並
に
(
ロ
)
該
判
決
を
以
て
裁
判
せ
ら
れ
た
る

債
務
若
く
は
義
務
を
一
般
承
継
若
く
は
特
別
承
継
に
因
り
て
承
継
し
た
る
第
三
者
に
及
ぶ
も
の
な
り
。
殊
に
(
ハ
)
一
定
の
義
務
若
く
は
債
務
が
一
定

の
財
産
に
対
す
る
所
有
権
又
は
占
有
の
取
得
に
伴
ふ
場
合
に
は
、
該
財
産
の
所
有
権
若
く
は
占
有
を
承
継
す
る
も
の
は
当
然
共
財
産
の
負
担
た
る
義
務

若
く
は
債
務
を
承
継
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
確
定
判
決
を
以
て
一
定
の
財
産
の
所
有
者
又
は
占
有
者
が
、
其
資
格
に
於
て
義
務
若
く
は
負
担
を
負
ふ

こ
と
を
認
め
た
る
場
合
に
は
、
該
判
決
の
既
判
力
は
其
所
有
者
又
は
占
有
者
よ
り
該
財
産
の
所
有
権
若
く
は
占
有
を
承
継
し
、
従
て
共
義
務
若
く
は
負

担
又
は
債
務
を
承
継
し
た
る
第
三
者
に
及
ぶ
も
の
な
り
。
」
ハ
一
二
四
頁
〉
。
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「
判
決
は
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
て
為
さ
る
る
も
の
に
し
て
、
判
決
が
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
て
其
の
効
力
を
生
ず
る
は

固
よ
り
当
然
」
で
あ
る
と
い
う
論
理
に
拠
り
、
民
訴
第
二
四
四
条
(
判
決
ハ
其
主
文
-
一
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
確
定
力
ヲ
有
ス
〉

雑
本
は
ま
ず
、

は
訴
訟
の
当
事

者
に
対
し
て
既
判
力
が
生
ず
る
こ
と
を
も
定
め
た
も
の
と
解
し
た
(
-
-
五
頁
。
前
掲
の
江
木
表
解
釈
と
異
な
る
〉
。

ロ頭弁論絡結後の承継人の基準に関する学説の展開について

つ
い
で
、
既
判
力
の
主
観

的
範
囲
の
拡
張
の
根
拠
を
「
実
体
私
法
上
の
従
属
的
関
係
」
に
求
め
た
(
一
一
二
頁
〉
。
こ
の
論
理
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
「
確
定
判
決

あ
り
た
る
後
に
、
該
判
決
を
以
て
存
夜
若
く
は
不
存
在
を
確
認
せ
ら
れ
た
る
法
律
関
係
〈
従
て
又
権
利
)
を
一
般
承
継
又
は
特
別
承
継
に
依

り
て
承
継
し
た
る
第
三
者
の
如
き
は
、
訴
訟
当
事
者
と
の
聞
に
私
法
上
の
従
属
関
係
の
存
す
る
こ
と
顕
著
な
る
も
の
な
る
が
故
に
、
斯
る
第

三
者
に
劃
し
て
は
既
判
カ
の
拡
張
を
認
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」
(
一
一
二
頁
)
と
説
明
し
、
い
わ
ゆ
る
従
属
関
係
の
実
体
と
し
て
は
、
特
定
承

継
人
は
「
私
法
上
被
承
継
人
が
有
し
た
る
と
同
一
ハ
E
S
H
U
S
)
の
権
利
を
有
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
ハ
一
一
一
一
一
頁
〉
。
雑

本
は
こ
の
結
論
の
実
定
法
整
合
性
を
、
民
訴
五
一
九
条
の
規
定
の
存
在
の
中
に
、
「
爾
〈
執
行
力
の
拡
張
を
認
む
る
は
、
其
前
提
と
し
て
執

行
す
べ
き
請
求
権
の
存
在
を
認
む
る
判
決
の
既
判
カ
の
拡
張
を
認
む
る
に
因
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」

て
、
見
出
し
て
い
る
』
(
二
五
|
二
六
頁
)
。
い
わ
ゆ
る
義
務
承
継
に
つ
い
て
は
、

と
い
う
論
理
を
媒
介
と
し

一
般
承
継
人
に
既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
根
拠
を
、

「
有
く
も
確
定
判
決
を
以
て
訴
訟
の
当
事
者
が
債
務
を
負
ふ
こ
と
が
確
定
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、

一
般
承
継
人
は
該
債
務
を
包
含
す

は、る
財
産
若
く
は
之
を
負
担
す
る
財
産
を
承
継
し
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
該
債
務
の
存
在
を
法
律
上
有
効
に
争
ふ
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
解

さ
ざ
る
べ
か
ら
ず

(ZAw--当
H
m
2
Z尖
S
F
2叶
回
目
・

0
・
)
」
(
一
二
O
頁
)
と
説
明
し
、
民
訴
五
一
九
条
の
規
定
を
前
同
様
の
目
的
で
援

用
し
た
。

さ
て
、
民
訴
五
一
九
条
の
規
定
に
調
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
ど
う
か
。
債
務
の
引
受
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
引
受
人
に
既
判
力
が
及
ぶ
根

拠
を
、
雑
本
は
、
「
債
務
関
係
の
消
極
的
主
体
の
変
更
に
拘
は
ら
ず
債
務
関
係
は
共
同
了
を
失
は
ざ
る
」
ハ
一
二
三
頁
)
こ
と
に
求
め
て
い

る
。
雑
本
の
前
掲
結
論
の
(
ハ
)
は
、
具
体
例
と
し
て
は
、
「
地
役
権
、
相
隣
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
又
は
質
権
若
く
は
抵
当
等
を
負
担

雑
本
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説

せ
る
財
産
の
所
有
権
」
を
承
継
し
た
者
ま
た
は
財
産
の
占
有
者
が
「
物
的
請
求
権
に
対
す
る
義
務
」
を
そ
の
資
格
に
お
い
て
負
担
す
る
場
合

論

に
こ
の
占
有
者
か
ら
そ
の
財
産
の
占
有
を
承
継
し
た
者
を
念
頭
に
お
い
た
叙
述
で
あ
る
(
三
二
頁
)
。
前
者
に
既
判
力
が
及
ぶ
根
拠
を
、
雑

本
は
、
「
財
産
の
所
有
権
を
承
継
し
た
る
者
は
、
共
財
産
の
負
担
を
も
承
継
す
る
も
の
」
と
い
う
実
体
私
法
上
の
関
係
に
、
求
め
て
い
る
。

後
者
に
既
判
力
が
及
ぶ
根
拠
を
、
雑
本
は
、
財
産
の
占
有
者
が
負
担
す
る
「
物
的
請
求
権
に
対
す
る
義
務
の
如
き
は
、
其
財
産
に
対
す
る
占

有
の
承
継
に
伴
ひ
て
移
転
す
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
(
一
一
二
頁
)
と
い
う
実
体
私
法
上
の
関
係
に
求
め
て
い
る
。

右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
雑
本
朗
造
は
、
民
訴
五
一
九
条
の
規
定
を
も
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
が
拡
張
せ
ら
れ
る

べ
き
こ
と
を
解
釈
と
し
て
確
定
し
、
そ
の
範
囲
を
、
民
訴
五
一
九
条
の
定
め
る
範
囲
を
超
え
て
認
め
た
。
か
く
し
て
、
既
判
力
の
主
観
的
範

囲
の
拡
張
は
、
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
の
拡
張
が
既
判
力
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
権
利
義
務
の
実
体
法
上
の
承
継
原
因
事
実
(
相
続
と
か
債
権
譲

渡
と
か
)

の
認
定
か
ら
直
接
に
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
判
断
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
よ
う
な
限
定
に
縛
ら

れ
る
こ
と
な
く
芳
え
ら
れ
る
道
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
維
本
は
、
訴
訟
係
属
発
生
後
に
訴
訟
物
た
る
権
利
の
譲
渡
が
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
前
主
を
当
事
者
と
し
て
確
定
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
追
行
権
な
き
者
が
続
行
し
た
訴
訟
の
確
定
判
決
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
確
定
判
決
の
既
判
力
に
譲
受
人
が
服
す
べ
き
理
由
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る

(
譲
渡
人
勝
訴
の
場
合
に
も
同
じ
と
考
え
て
い
る
。

松
岡
(
前
掲
大
正
二
ニ
年
一
九
六
頁
)
は
、
譲
渡
人
勝
訴
の
債
務
名
義
で
も
っ
て
譲
受
人
の
た
め
に
執
行
力
あ
る
正
本
を
付
与
し
う
る
と
す
る
〉
。

こ
う
し
て
、
雑
木
は
、
所
有
権
の
負
担
が
物
権
で
あ
る
場
合
及
び
物
の
占
有
者
に
対
す
る
請
求
権
が
物
的
請
求
権
で
あ
る
場
合
に
、
既
判

カ
の
主
観
的
範
囲
の
拡
張
を
認
め
た
が
、
そ
れ
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
。

加
藤
正
治
は
大
判
大
正
一

0
・
六
・
七
(
録
二
七
輯
ご
ハ
巻
一

O
七
一
頁
)

の
判
例
批
評
の
機
会
に
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
に
つ
い
て
の

般
論
を
一
一
頁
に
わ
た
り
展
開
し
た
(
法
協
四
二
巻
七
号
一
二
二
九
頁
大
正
一
三
年
。
民
事
訴
訟
法
判
例
批
評
集
第
一
巻
二
九
七
頁
所
収
〉
O
E
m
-
-玄関

と
雑
本
(
前
掲
)

を
参
照
し
、
大
部
分
に
お
い
て
こ
れ
ら
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
問
題
点
を
明
確
に
す
る
の
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
加
藤
理
解
の
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部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

「
例
へ
ハ
地
役
権
、
隣
地
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
、
抵
当
権
又
ハ
賃
借
権
ノ
存
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
不
動
産
所
有
権
ヲ
取
得
セ
ル
者
ハ
共

ノ
負
担
ノ
状
態
ニ
於
テ
之
ヲ
取
得
承
継
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
負
担
ノ
存
在
ニ
付
旧
所
有
者
ト
権
利
者
ト
ノ
問
ニ
於
テ
既
ニ
確
定
剣
決
ア
リ
タ
ル
場
合

エ
於
テ
ハ
新
所
有
者
ハ
其
ノ
負
担
存
在
ノ
既
剣
カ
ニ
服
従
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
」
(
一
二
三
三
頁
〉
。
「
例
ヘ
ハ
占
有
者
ニ
対
ス
ル
物
的
請
求
権
♀

zm，

F
Z
〉
ロ
名
E
n
F
n
)

ヲ
確
定
セ
ル
確
定
剣
決
ノ
存
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
占
有
権
ヲ
承
継
シ
タ
ル
者
ハ
自
ラ
其
ノ
物
的
請
求
権
ヲ
モ
承
継
シ
其
ノ
剣
決

/
既
創
刊
カ
ニ
服
従
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
(
一
二
三
三
頁
〉
。

な
お
動
産
負
担
の
例
と
し
て
「
未
払
込
金
積
ア
ル
株
式
ヲ
取
得
セ
ル
者
ハ
其
ノ
払
込
ノ
義
務
ヲ
当
然
承
継
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
義
務
存
在
ノ
既
剣
カ
ニ

当
然
服
従
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
い
う
例
を
あ
げ
て
い
る
の
が
眼
を
惹
く
(
一
二
三
三
頁
)

0

ハ
上
巻
、
大
正
二
二
年
)
に
お
い
て
、
民
訴
五
一
九
条
の
承
継
人
に
つ
き
一
二
二
買
に
わ
た
り
説
明
し
て
い

松
岡
義
正
は
「
強
制
執
行
要
論
」

る
〈
一
八
五
二
二
ハ
頁
)
。
類
書
の
中
で
は
説
明
が
最
も
具
体
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
解
釈
論
を
、
雑
本
を
超
え
て
、
進
展
さ
せ
た
か
と
い

う
と
、
眼
立
つ
も
の
は
大
き
く
な
い
。
雑
本
の
影
響
か
、

ヘ
ル
ピ
ヒ
の
影
響
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
松
岡
は
、
債
務
の
特
定
承
継
の
場
合

「
従
前
ノ
債
務
者
ニ
対
シ
執
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
」
と
い
う
持
論
を
維
持
し
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
、
特
定
承
継
人
に
対

し
て
は
、
執
行
す
る
実
益
が
な
い
か
ら
執
行
正
本
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
と
結
論
し
つ
つ
も
(
二

O
七
頁
〉
、
「
然

レ
ト
モ
剣
決
カ
債
務
者
ノ
特
別
承
継
人
ニ
対
シ
テ
モ
効
カ
ヲ
有
ス
従
テ
執
行
カ
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
例
外
ト
シ
テ
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
傑

第
一
項
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
斯
ル
承
継
人
ニ
対
ス
ル
執
行
力
ア
ル
正
本
ノ
付
輿
ヲ
受
ケ
以
テ
之
ニ
対
シ
執
行
ヲ
開
始
シ
又
ハ
之
ヲ
続
行
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
へ
シ
」
(
二

O
八
頁
)
と
し
て
、
例
外
の
具
体
例
と
し
て
、
債
務
の
引
受
と
係
争
物
の
譲
渡
と
占
有
の
承
継
と
営
業
の
譲
渡
を
挙
げ
た
。

に
つ
い
て
は
、

債
務
引
受
人
に
対
し
て
執
行
正
本
を
付
与
し
う
べ
き
根
拠
を
松
岡
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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説

「
確
定
剣
決
ニ
因
リ
確
定
シ
タ
ル
債
務
ノ
移
転
的
引
受
人
ハ
斯
ル
剣
決
ノ
効
力
ヲ
受
ク
蓋
シ
斯
ル
剣
、
決
ノ
効
力
ト
斯
ル
債
務
ト
ハ
不
可
分
的
関
係
ヲ
有

ス
レ
ハ
ナ
リ
若
シ
然
ラ
ス
ト
セ
ハ
執
行
上
ノ
満
足
ヲ
享
有
セ
ン
ト
ス
ル
債
権
者
ハ
斯
ル
債
務
者
ニ
対
シ
新
ニ
訴
ヲ
提
起
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
結
果
ト
シ

テ
訴
訟
経
済
ノ
原
則
二
反
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
債
権
者
ノ
意
思
-
一
反
ス
又
引
受
人
ハ
斯
ル
状
態
ニ
在
ル
債
務
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
剣
決
ノ
効
力

ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
モ
其
意
思
ニ
反
ス
ト
云
フ
へ
カ
ラ
ス
」
竺
二

O
頁
〉
〔
「
不
可
分
的
関
係
」
と
「
斯
ル
状
態
ニ
在
ル
」
債
務
と
い
う
概
念
は
な
お
説

明
を
要
し
よ
う
|
|
筆
者
〕
。

2命

係
争
物
の
譲
受
人
に
対
し
て
執
行
正
本
を
付
与
し
う
べ
き
こ
と
を
松
岡
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
債
務
名
義
ニ
表
示
セ
ラ
レ
タ
ル
債
務
者
カ
係
争
物
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
係
争
物
一
一
付
物
権
的
請
求
権
ヲ
有
ス
ル
債
権
者
ハ
譲
受

人
ヲ
債
務
者
ノ
特
別
承
継
人
ト
シ
テ
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
条
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
執
行
力
ア
ル
正
本
ノ
付
輿
ヲ
受
ケ
以
テ
之
ニ
対
シ
執
行
ヲ
開
始
シ
又

ハ
之
ヲ
続
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
二
一
一
一
貝
。
雑
本
同
様
、
物
権
的
請
求
権
を
有
す
る
債
権
者
に
限
定
す
る
)
。
と
こ
ろ
で
、
「
係
争
物
ト
ハ
物
ニ
対

ス
ル
占
有
権
、
所
有
権
等
ノ
如
キ
物
権
、
物
ニ
対
ス
ル
永
小
作
権
、
地
上
権
、
質
権
、
抵
当
権
等
ノ
如
キ
定
限
物
権
及
物
ノ
占
有
者
ニ
対
シ
其
ノ
資
格

ニ
於
テ
有
ス
ル
債
権
力
訴
訟
ノ
直
接
ノ
目
的
ト
為
ル
ノ
謂
ナ
リ
」
(
一
二
三
頁
)
。
「
故
ニ
物
ニ
関
ス
ル
単
純
ナ
ル
債
権
ハ
債
権
者
カ
民
法
ノ
規
定
ニ
従

ヒ
直
接
ニ
譲
受
人
-
一
対
シ
テ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
ト
雄
モ
係
争
物
タ
ル
権
利
ニ
適
セ
ス
例
ヘ
ハ
債
権
者
カ
債
務
者
ニ
対
シ
提
起
シ
タ
ル
取
消
ノ
訴

(
民
四
二
四
〉
ニ
基
キ
物
ノ
返
還
ヲ
命
シ
タ
ル
剣
決
ハ
訴
ノ
提
起
後
債
務
者
ヨ
リ
物
ヲ
譲
受
ケ
タ
ル
者
ニ
対
シ
執
行
力
ヲ
有
セ
サ
ル
カ
如
シ
」
(
二
一

三
頁
、
こ
の
例
は
適
切
で
あ
っ
た
か

?
)
o
松
岡
は
、
譲
渡
の
対
象
物
と
物
権
的
請
求
権
の
対
象
物
と
を
と
も
に
「
係
争
物
」
と
よ
ん
で
い
る
。
他
方

で
、
前
者
を
「
係
争
物
タ
ル
権
利
」
と
よ
び
、
後
者
を
有
体
物
・
無
体
物
の
ご
と
き
「
物
」
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
物
に
つ
い
て
物
権
的
請
求
権

を
有
す
る
債
権
者
が
、
い
わ
ゆ
る
譲
受
人
に
対
し
、
執
行
正
本
を
求
め
う
る
条
件
と
し
て
、
「
第
一
ニ
物
ノ
譲
渡
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
し
、
「
第
二

ニ
譲
渡
セ
ラ
レ
タ
ル
物
ハ
係
争
物

2
2
5
g
B
U
Z
Fロ
m
g
g
ω
R
Z
)
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
し
て
い
る
。

松
岡
は
、
「
第
三
一
一
物
ノ
譲
渡
ハ
訴
ノ
提
起
後
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
(
一
二
三
頁
)
と
し
て
、
訴
え
の
提
起
前
の
譲
渡
と
は
区
別
し
た
が
、
確
定
判

決
の
(
標
準
時
の
)
後
の
譲
渡
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
松
岡
は
、
「
第
四
ニ
物
ノ
譲
受
人
カ
民
法
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
善
意
ノ
譲
受
人
ト
シ
テ
保
護

ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
(
良
一
九
二
)
」
と
指
摘
し
て
い
る
つ
二
四
頁
〉
。
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占
有
の
承
継
人
に
対
し
て
執
行
正
本
を
付
与
し
う
べ
き
こ
と
に
つ
き
松
岡
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

ま
ず
結
論
と
し
て
、
「
債
務
名
義
ニ
表
示
セ
ラ
レ
タ
ル
債
務
者
又
ハ
其
ノ
承
継
人
カ
係
争
物
ノ
占
有
ヲ
他
人
一
一
移
転
シ
自
己
カ
間
接
占
有
者
ト
為
リ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
〈
占
有
ノ
承
継
)
其
ノ
係
争
物
ニ
付
物
権
的
請
求
権
ヲ
有
ス
ル
債
権
者
ハ
占
有
ノ
移
転
ヲ
受
ケ
タ
ル
直
接
占
有
者
即
チ
占
有
承
継

人ハ回目白即時

N
E号
室
m
R
)
ニ
対
シ
民
事
訴
訟
法
第
五
百
十
九
条
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
執
行
力
ア
ル
正
本
ノ
付
輿
ヲ
受
ケ
執
行
ヲ
開
始
シ
又
ハ
之
ヲ
続
行
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
(
一
二
四
頁
)
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
を
、
「
斯
ル
占
有
者
ハ
之
ヲ
係
争
物
ノ
特
別
承
継
人
ト
問
視
ス
ル
ヲ
僚
理
上
正
当
ト
ス
葦
シ
斯
ル

占
有
者
ノ
占
有
権
ハ
当
事
者
又
ハ
共
ノ
承
継
人
ノ
権
利
ニ
基
因
ス
ル
ヲ
以
テ
斯
ル
占
有
者
カ
訴
ノ
提
起
後
ニ
当
事
者
又
ハ
其
ノ
承
継
人
ヨ
リ
占
有
ヲ
取

得
シ
タ
ル
以
上
ハ
訴
ノ
提
起
後
係
争
物
ニ
付
営
事
者
ヨ
リ
権
利
ヲ
譲
受
ケ
タ
ル
特
別
承
継
人
ト
同
シ
ク
剣
決
ノ
効
力
及
執
行
カ
ヲ
受
ク
ル
ヲ
当
然
ト
ス

レ
ハ
ナ
リ
」
(
一
二
四
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

例
と
し
て
、
「
債
務
者
又
ハ
其
ノ
承
継
人
カ
係
争
物
ノ
間
接
占
有
者
ト
為
リ
又
占
有
承
継
人
カ
係
争
物
ノ
質
権
者
、
賃
借
入
、
受
寄
者
等
ノ
如
キ
直

接
占
有
者
ト
為
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
(
一
二
五
百
九
)
と
述
べ
、
「
占
有
輔
助
者
(
回
刊
号
N
岳

g
R
)
」
を
除
外
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
賃
借
入
-
一
対
シ
明
渡
ヲ
命
シ
タ
ル
剣
決
ニ
付
テ
ハ
債
権
者
一
一
於
テ
訴
ノ
提
起
後
係
争
物
ノ
転
借
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
」
執
行
正
本
を
付
与
し
う
る

と
し
て
い
る
つ
二
五
頁
)
。
な
お
、
「
占
有
承
継
人
カ
民
法
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
善
意
ノ
直
接
占
有
者
ト
シ
テ
保
護
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
」
士
一
一
五
頁
〉
と
い
う
指
摘
を
、
占
有
の
承
継
に
つ
い
て
も
、
し
て
い
る
。

営
業
の
譲
受
人
に
対
し
て
執
行
正
本
を
付
与
し
う
べ
き
根
拠
を
、
松
岡
は
、

「
営
業
ノ
譲
渡
ハ
商
人
ノ
営
業
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
権
利
及
義

務
ノ
一
括
処
分
一
一
シ
テ
譲
受
人
ハ
権
利
ヲ
取
得
シ
又
義
務
ヲ
引
受
ク
ル
ニ
他
ナ
ラ
ス
故
一
一
譲
受
人
ハ
営
業
上
ノ
債
務
ニ
関
シ
移
転
的
債
務
ノ

引
受
ケ
タ
ル
ノ
要
件
ヲ
備
フ
ル
限
リ
ハ
(
(
一
一
)
特
別
ノ
承
継
参
照
〉
譲
渡
人
ノ
営
業
上
ノ
債
務
ニ
付
テ
ノ
特
別
承
継
人
ナ
リ
」
と
説
明
し

て
い
る
(
二
一
五
官
民
)
。

附
こ
こ
で
花
岡
敏
夫
「
え
す
と
っ
ぺ
る
ノ
法
理
ヨ
リ
観
タ
ル
剣
決
ノ
既
知
力
」
大
正
五
年
が
、
記
録
禁
反
言
の
効
力
が
当
事
者
の
承
継
人
に
及

ぶ
か
の
問
題
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
(
一
三
四
|
一
四
四
頁
)
。
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説

明
治
民
訴
の
学
説
の
限
界

3 以
上
に
お
い
て
一
瞥
し
た
と
こ
ろ
の
、
明
治
民
訴
に
お
け
る
「
承
継
人
」
該
当
性
の
基
準
に
関
す
る
学
説
は
、
確
定
判
決
の
主
文
に
お
い

論

て
そ
の
存
否
の
判
断
が
宣
言
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
権
利
ま
た
は
義
務
に
私
法
上
の
承
継
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
論
ず
る
に
止
ま
ら
ず
、
物
権

が
そ
の
上
に
存
す
る
不
動
産
の
所
有
権
の
承
継
が
あ
っ
た
場
合
、
所
有
者
が
そ
の
動
産
に
つ
き
(
た
と
え
ば
金
銭
支
払
い
の
)
債
務
を
負
う
動

産
(
た
と
え
ば
株
金
未
払
込
の
株
式
)
の
所
有
権
の
承
継
が
あ
っ
た
場
合
、
財
産
の
占
有
者
が
占
有
物
に
つ
き
物
的
請
求
権
を
満
足
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
占
有
権
の
承
継
が
あ
っ
た
場
合
を
論
じ
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
き
、
承
継
人
該
当
性
の
根
拠
を
、
実
体
私
法
上
、
不

動
産
所
有
権
が
「
負
担
仲
」
で
あ
る
こ
と
、
動
産
所
有
権
が
「
債
務
仲
」
で
あ
る
こ
と
、
占
有
権
の
目
的
物
た
る
財
物
が
「
骨
骨
的
請
恥
骨

の
目
的
物
」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
形
で
説
明
し
た
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
、
土
地
所
有
者
に
対
し
て
収
去
す
べ
き
地
上
建
物
の
所
有
権
の

譲
受
人
、
あ
る
い
は
土
地
賃
借
入
に
対
し
て
収
去
す
べ
き
地
上
建
物
の
所
有
権
の
譲
受
人
、
な
い
し
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
収
去
す
べ

き
建
物
の
賃
借
入
な
ど
に
右
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
、

い
ず
れ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
ま
で
は
芳
え
が
及
ん
で
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
明
治
民
訴
の
学
説
が
対
象
と
し
た
事
例
と
承
継
人
該
当
性
の
根
拠
の
説
明
と
に
限
界
が
存
し
た
。
し
か
も
、

実
体
私
法
上
の
密
着
性
か
ら
す
る
同
一
視
と
い
う
評
価
に
、
処
分
権
主
義
・
弁
論
主
義
に
起
因
す
る
判
決
効
の
相
対
性
(
当
事
者
に
の
み
生
ず

か
ら
す
る
訴
訟
法
上
の
異
別
視
と
い
う
評
価
か
ら
の
吟
味
を
加
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
承
継
人
該
当
の
結
果
の

る
原
則
)

根
拠
を
、
評
価
判
断
を
媒
介
と
し
て
、
分
類
し
て
説
明
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
論
理
的
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

イ
ツ
的
法
実
証
主
義
的
説
明
手
法
を
直
輸
入
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
〕
。
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第
二
章

大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号

大
正
民
訴
二

O
一
条
の
成
立

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

1 

大
正
八
年
に
司
法
省
に
設
け
ら
れ
た
民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
は
、
大
正
一
二
年
二
月
一
三
日
の
第
三
七
回
会
議
に
お
い
て
、

起
草
委
員
会
提
出
の
民
事
訴
訟
法
案
の
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
を
規
定
し
た
条
文
を
審
議
し
た
(
同
委
員
会
速
記
録
〉
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

条
文
で
あ
る
。

第
三
百
二
十
四
条
確
定
判
決
ハ
当
事
者
、
口
頭
弁
論
終
結
後
ノ
承
継
人
又
ハ
其
者
ノ
為
メ
請
求
ノ
目
的
物
ヲ
占
有
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
其
効
カ
ヲ
生
ス

前
項
ノ
規
定
ハ
仮
執
行
ノ
宣
言
一
一
付
キ
之
ヲ
準
用
ス

起
草
委
員
の
一
人
で
あ
る
松
岡
義
正
が
右
条
文
の
設
置
理
由
を
「
矢
張
り
外
国
に
も
あ
る
通
り
共
範
囲
と
い
ふ
も
の
は
明
か
に
し
て
置
い

た
方
が
実
際
上
宜
し
い
と
云
ふ
所
か
ら
し
て
」
新
設
し
た
と
説
明
し
た
。

「
口
頭
弁
論
終
結
後
」
の
承
継
人
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
我
々
の
芳
と
し
ま
し
て
は
訴
の
提
起
後
口
頭
弁
論
の
終
結
迄
に
訴
訟
の
目
的
た
る
権
利
の
承
継
が
あ
っ
た
な
ら
ば
之
は
前
の
訴
訟
を
進
行

す
る
の
で
な
く
し
て
訴
訟
参
加
の
手
続
に
依
っ
て
其
者
が
訴
訟
を
引
受
け
て
き
う
し
て
進
行
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
訴
の
提
起
後
口
頭
弁
論
の
終
結
前
に
於
け
る
承
継
人
を
設
に
挙
げ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
」
と
説
明
し
た
(
七
二
三
頁
)
。
承
継
人
の

範
囲
に
つ
い
て
は
、
岩
田
宙
遣
が
「
此
承
継
人
と
云
ふ
の
は
特
別
承
継
人
だ
け
の
意
味
で
あ
り
ま
す
か
」
と
質
問
し
、
松
岡
義
正
が
「
之

は
一
般
承
継
人
も
総
て
這
入
っ
て
居
る
訳
で
あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
に
止
ま
っ
て
い
る
〈
七
二
五
頁
〉
。
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説

右
調
査
委
員
会
は
大
正
二
一
年
五
月
一
日
に
最
終
条
文
の
審
議
を
終
え
た
。
そ
の
後
、
起
草
委
員
会
が
、
調
査
委
員
会
の
審
議
の
結

果
を
踏
ま
え
て
、
修
正
案
を
起
草
し
た
。
第
三
二
四
条
は
、
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

2 

論

第
三
百
二
十
四
条
確
定
判
決
ハ
当
事
者
、
口
頭
弁
論
終
結
後
ノ
承
継
人
又
ハ
其
者
ノ
為
メ
請
求
ノ
目
的
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
其
効
力
ヲ
有
ス

他
人
ノ
為
原
告
又
ハ
被
告
ト
為
リ
タ
ル
者
一
一
対
ス
ル
確
定
判
決
ハ
共
ノ
他
人
一
一
対
シ
テ
モ
効
力
ヲ
有
ス

前
二
項
ノ
規
定
ハ
仮
執
行
ノ
宣
言
ニ
付
キ
之
ヲ
準
用
ス

起
草
委
員
の
手
に
成
る
修
正
案
は
大
正
一
四
年
四
月
二
三
日
か
ら
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
審
議
に
お
い
て
議
論
が
あ

っ
た
条
文
は
、
再
度
起
草
委
員
か
ら
修
正
案
が
出
て
、
こ
れ
が
審
議
さ
れ
た
。
だ
が
、
第
三
二
四
条
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
な

わ
れ
た
記
録
が
な
い
(
速
記
録
、
一
八
三
|
一
八
四
頁
)
。
調
査
委
員
会
は
大
正
一
四
年
二
一
月
一
七
日
の
第
六

O
回
総
会
で
民
事
訴
訟
法
改
正

案
を
議
決
し
た
。
こ
れ
が
、
民
事
訴
訟
法
中
改
正
法
律
案
と
し
て
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
条
文
の
整
理
が
行
な
わ
れ
、
右
第
三
二

四
条
は
、
文
言
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
法
律
案
第
二

O
一
条
と
な
っ
た
。
政
府
の
、
第
二

O
一
条
の
、
提
案
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
理
由
〕
本
条
ハ
判
決
ノ
効
力
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
者
ノ
範
商
ヲ
定
ム
即
チ
所
謂
既
判
力
ノ
主
観
的
限
界
ヲ
規
定
ス
此
ノ
点
目
一
関
シ
現
行
法
ハ
強
制
執
行

ノ
手
続
ヲ
定
ム
ル
第
五
百
十
九
条
ニ
於
テ
僅
カ
ニ
其
ノ
趣
旨
ヲ
窺
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
エ
止
マ
リ
規
定
頗
ル
不
備
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
条
ノ
原
則
ヲ
定
メ
同
時
ニ

現
行
法
ノ
趣
旨
ヲ
補
充
シ
タ
リ

又
第
二
項
ハ
他
人
ノ
為
メ
エ
訴
訟
ノ
当
事
者
ト
為
リ
タ
ル
者
(
第
四
十
七
条
、
第
八
十
六
条
参
照
)
ニ
対
ス
ル
判
決
ハ
其
ノ
他
人
ニ
対
シ
テ
モ
効
力

ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
エ
シ
テ
斯
ル
訴
訟
ノ
性
質
上
蓋
シ
当
然
ノ
コ
ト
ナ
リ
(
司
法
省
編
纂
民
事
訴
訟
法
中
改
正
法
律
案
理
白
書
、

大
正
一
五
年
、
一

O
九
頁
)
。

3 

右
法
律
案
は
、
ま
ず
、
貴
族
院
特
別
委
員
会
で
審
議
さ
れ
、
こ
れ
が
終
っ
て
か
ら
、
衆
議
院
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
(
法
曹
会
、
第
五
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十
一
帝
国
議
会
民
事
訴
訟
法
改
正
法
律
案
委
員
会
速
記
録
(
抄
〉
、
昭
和
四
年
〉
。

貴
族
院
特
別
委
員
会
は
ま
ず
小
委
員
会
を
つ
く
り
ま
ず
そ
こ
で
審
議
し
た
。
小
委
員
会
で
は
ま
ず
政
府
委
員
の
池
田
寅
二
郎
が
型
ど
お
り

の
提
案
理
由
を
述
べ
た
後
、
承
継
人
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
三
吾
が
、
請
求
の
目
的
物
の
所
持
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
或
は
信
託
会
社
と
か

倉
庫
会
社
と
か
或
は
又
代
理
人
と
か
さ
う
云
ふ
や
う
な
委
託
を
受
け
て
、
其
物
の
占
有
を
し
て
居
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
か
」
と
確
か

め
、
池
田
が
「
左
様
で
あ
り
ま
す
」
と
答
え
る
と
、
す
か
さ
ず
佐
竹
は
「
さ
う
致
し
ま
す
る
と
、
他
の
原
因
に
依
っ
て
其
目
的
物
の
所
有
権

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

を
取
得
し
た
も
の
に
は
、
若
し
そ
れ
が
適
法
な
理
由
で
あ
れ
ば
及
ば
ぬ
訳
で
あ
り
ま
す
か
」
と
間
い
、
こ
れ
に
池
田
が
「
そ
れ
は
承
継
人
と

云
ふ
中
に
這
入
る
積
り
で
あ
り
ま
す
」
と
答
え
て
、
重
心
が
承
継
人
に
移
り
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
に
な
っ
た
。

O
佐
竹
三
五
日
君
承
継
人
と
云
へ
ば
譲
渡
し
と
か
或
は
相
続
と
か
云
ふ
、
さ
う
云
ふ
所
謂
承
継
的
取
得
者
の
場
合
で
あ
っ
て
、
原
始
的
に
其
権
利
を
取

得
し
た
も
の
を
此
中
に
含
ま
な
い
と
云
ふ
、
斯
ふ
云
ふ
承
継
人
と
云
ふ
こ
と
の
意
味
が
厳
格
な
る
共
権
利
が
其
人
か
ら
し
て
移
転
さ
れ
た
人
と
云
ふ
も

の
と
限
る
意
味
で
あ
り
ま
す
か
〔
原
始
取
得
者
を
含
ま
な
い
こ
と
が
す
で
に
考
え
ら
れ
て
い
た

l
l筆
者
〕

O
政
府
委
員
(
池
田
寅
二
郎
君
〉
先
づ
さ
う
云
ふ
こ
と
に
相
成
る
こ
と
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す

O
佐
竹
三
吾
君
さ
う
す
る
と
実
際
共
物
の
所
有
権
に
付
て
争
ひ
が
あ
っ
た
時
に
は
、
共
物
を
以
て
例
へ
ば
所
謂
物
的
効
果
と
し
て
誰
に
で
も
及
ぶ
と

云
ふ
さ
う
云
ふ
広
い
意
味
ち
ゃ
な
い
の
で
す
ね

O
政
府
委
員
(
池
田
寅
二
郎
君
)
此
口
頭
弁
論
終
結
後
に
其
物
の
権
利
を
譲
り
受
け
た
と
云
ふ
こ
と
が
該
に
あ
り
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
に
も
此
判
決
は

及
ぶ
と
、
併
な
が
ら
共
譲
り
受
け
た
者
が
自
己
の
固
有
の
権
利
に
基
き
ま
し
て
、
此
債
権
者
が
郎
ち
原
止
ρ
側
に
対
す
る
何
か
抗
弁
が
あ
り
ま
す
れ
ば
、

そ
れ
は
執
行
に
対
す
る
異
議
の
訴
へ
で
あ
る
、
と
斯
ふ
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
〔
固
有
の
権
利
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
考
え
ら
れ
て
い
た
1
1
1

筆
者
〕

こ
の
程
度
の
や
り
と
り
以
外
に
、
承
継
人
の
範
囲
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
や
り
と
り
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
右
第
二

O
一
条
は
こ

う
し
て
小
委
員
会
に
お
い
て
は
修
正
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
親
委
員
会
に
お
い
て
も
原
案
の
ま
ま
可
決
さ
れ
た
。
衆
議
院
特
別
委
員
会
に
お
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説

い
て
も
、
小
委
員
会
を
つ
く
っ
て
、
ま
ず
そ
こ
で
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
小
委
員
会
は
懇
談
会
と
し
て
審
議
し
、
速
記
は
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
、
そ
こ
で
ど
ん
な
論
議
が
あ
っ
た
か
を
知
る
資
料
が
手
に
入
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
第
二

O
一
条
の
原
案
は
衆
議
院
特
別

論

委
員
会
に
お
い
て
も
可
決
さ
れ
た
(
八
六

O
頁
〉
。

4 

大
正
民
訴
二

O
一
条
の
新
設
に
伴
い
、
既
判
力
が
拡
張
し
て
及
ぶ
者
に
対
し
て
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨
を
明
示
す
る

四
九
七
条
ノ
二
が
新
設
さ
れ
た
。
立
法
に
参
与
し
た
者
の
一
人
で
あ
る
加
藤
正
治
は
、

「
改
正
民
事
訴
訟
案
概
説
」
(
昭
和
一
二
年
。
こ
れ
は
、

法
協
四
四
巻
二
号
三
号
五
号
に
掲
載
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
)
に
お
い
て
、
二

O
一
条
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
二
次
は
著
し
き
改
正
で
あ
る
が
、
確
定
判
決
の
所
謂
主
観
的
効
力
の
問
題
で
あ
る
。
主
観
的
効
力
と
し
て
判
決
は
ど
う
い
ふ
人
々
達
の
聞
に
効

カ
が
及
ぶ
か
と
云
ふ
問
題
、
此
の
問
題
に
付
て
は
従
来
は
無
論
学
説
に
任
し
て
居
っ
た
の
で
明
文
は
な
か
っ
た
。
即
ち
従
来
は
当
事
者
に
の
み
及
ぶ
と

云
ふ
様
に
先
づ
説
か
れ
で
あ
っ
た
。
然
る
に
新
法
は
明
文
を
以
て
此
の
点
を
瞭
っ
き
り
さ
せ
、
且
つ
確
定
カ
の
及
ぶ
範
闘
を
拡
張
さ
せ
た
。
新
法
第
二

O
一
条
が
そ
れ
で
あ
る
。
之
に
依
れ
ば
確
定
判
決
は
当
事
者
の
外
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
又
は
其
の
者
の
為
め
、
誇
求
の
目
的
物
を
所
持
す
る
者

に
対
し
其
の
効
力
を
有
す
と
し
、
請
求
の
目
的
物
を
占
有
し
て
居
る
者
に
対
し
て
も
ず
ん
ず
ん
強
制
執
行
も
し
て
行
け
る
と
云
ふ
こ
と
に
し
た
。
従
来

は
判
決
は
確
定
し
て
も
請
求
の
目
的
物
を
他
人
に
渡
し
所
持
せ
し
む
る
と
い
ふ
と
、
直
ぐ
強
制
執
行
が
出
来
な
く
な
っ
て
困
る
と
云
ふ
状
態
に
在
る
。

の
て
新
法
は
承
継
人
に
対
し
て
は
無
論
だ
し
、
又
目
的
物
を
所
持
し
て
居
る
者
に
対
し
て
も
確
定
判
決
は
効
力
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
、
強
制
執
行

が
出
来
る
こ
と
に
し
た
(
六
一
|
六
二
頁
〉
。

こ
の
叙
述
は
二

O
一
条
第
一
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
四
九
七
条
の
こ
の
立
法
趣
旨
を
も
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
司
法
省
民

事
局
長
長
島
毅
と
司
法
書
記
官
森
田
豊
次
郎
の
共
著
「
改
正
民
事
訴
訟
法
解
釈
」
は
逐
条
解
釈
な
の
で
、
ニ

O
一
条
と
四
九
七
条
の
こ
と
が

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

(
第
二

O
一
条
に
つ
い
て
)
本
条
ハ
新
設
ノ
規
定
ナ
リ
。
判
決
ノ
既
判
力
カ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ニ
及
フ
カ
ノ
問
題
ヲ
解
決
ス
。
口
頭
弁
論
終
結
後
ノ
承
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口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

継
人
ノ
中
ニ
ハ
一
般
承
継
人
ハ
勿
論
、
請
求
ノ
目
的
ノ
特
定
承
継
人
ヲ
モ
包
含
ス
。
:
:
:
〔
中
略
〕
。
当
事
者
(
弁
論
終
結
後
ノ
承
継
人
ヲ
含
ム
)
等

ノ
為
ニ
請
求
ノ
目
的
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
ハ
口
頭
弁
論
/
終
結
前
ヨ
リ
所
持
ヲ
始
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
雄
モ
判
決
ノ
効
力
ヲ
受
ク
、
目
的
物
ノ
受
寄
者
ノ
如

シ
。
善
意
ニ
テ
請
求
ノ
目
的
物
ヲ
賃
借
セ
ル
モ
ノ
ハ
当
事
者
ノ
為
ニ
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ス
。
然
レ
ト
モ
執
行
ヲ
免
ル
ル
為
当
事
者
カ
第
三
者
-
一

目
的
物
ヲ
賃
貸
シ
其
ノ
者
カ
此
ノ
事
実
ヲ
知
リ
テ
賃
借
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
共
ノ
第
三
者
ハ
当
事
者
ノ
為
ニ
目
的
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
ト
解
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
へ
シ
。
蓋
シ
善
意
ノ
賃
借
入
ハ
自
己
ノ
為
ニ
物
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
ヱ
シ
テ
前
述
悪
意
ノ
賃
借
入
ハ
当
事
者
ノ
為
ニ
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
ト
解
シ
得
へ

シ
0

・
:
:
〔
以
下
略
〕
(
二
二
九
|
二
三

O
頁)。

(
第
四
九
七
条
ノ
二
に
つ
い
て
〉
判
決
カ
之
ニ
表
示
セ
ラ
レ
タ
ル
当
事
者
以
外
ノ
者
ノ
為
ニ
効
力
ヲ
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
此
等
ノ
者
ハ
其
ノ
判
決

ニ
基
キ
テ
強
制
執
行
ヲ
為
シ
得
へ
グ
又
判
決
カ
之
ニ
表
示
シ
タ
ル
当
事
者
以
外
ノ
者
ニ
対
シ
効
力
ヲ
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
判
決
ハ
此
等
ノ
者
ニ

対
シ
執
行
シ
得
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
本
条
ハ
其
ノ
趣
旨
ヲ
明
白
ニ
ス
ル
ト
同
時
ニ
其
ノ
執
行
力
ア
ル
正
本
ノ
付
与
ニ
関
ス
ル
手
続
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ

リ
。
・
・
・
〔
以
下
略
〕
(
四
六
七
頁
)
。

執
行
力
の
拡
張
は
給
付
を
命
ず
る
判
決
に
つ
き
芳
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
執
行
力
が
拡
張
す
べ
き
場
合
を
、
給
付
判
決
の

既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
場
合
に
依
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
二

O
一
条
の
「
承
継
人
」
に
、
判
決
に
表
示
し
た
債
務
者
の
特
定
承
継

人
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
五
一
九
条
に
い
う
「
債
務
者
ノ
一
般
ノ
承
継
人
」
は
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
と
な
っ
た

〈
兼
子
}
判
例
研
究
五
巻
}
号
-
一
一
頁
参
照
〉
。

承

継

人

の

範

囲

に

関

す

る

戦

前

の

判

例

承
継
人
の
範
囲
に
関
す
る
判
例
で
あ
っ
て
、
大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号
の
施
行
以
後
新
憲
法
制
定
ま
で
に
公
刊
誌
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
は
多
く
な
く
、
手
許
の
資
料
で
数
え
る
と
二

O
例
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
三
つ
の
型
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
そ
の

1 
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説

存
否
が
確
定
さ
れ
た
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
事
例
、
②
土
地
所
有
者
に
対
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
が
確
定
さ
れ
た
者
か
ら
建
物
所
有
権
が

論

譲
渡
さ
れ
た
事
例
、
③
抹
消
の
当
否
が
確
定
さ
れ
た
登
記
の
登
記
名
義
人
か
ら
登
記
さ
れ
た
権
利
を
譲
り
受
け
登
記
を
経
た
事
例
で
あ
る
。

(
イ
〉
金
銭
債
権
者
の
債
務
者
に
対
す
る
金
銭
給
付
請
求
の
訴
え
に
お
い

2

そ
の
存
在
が
確
定
さ
れ
た
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
事
例

て
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
基
準
時
後
に
原
告
か
ら
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
対
し
て
債
権

を
主
張
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
原
告
の
「
承
継
人
」
に
あ
た
る
、
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
る
(
東
京
控
判
昭
和
一
一
・
一
一
・
五
新
聞
四
O

九
七
号
一
一
一
良
、
名
古
屋
地
判
昭
和
一
四
・
ニ
・
二
八
新
聞
四
四
二
六
号
七
頁
。
明
治
民
訴
期
の
大
審
院
判
例
の
線
上
に
あ
る
)
。

(
ロ
)
石
炭
採
掘
権
上

に
抵
当
権
を
有
す
る
債
権
者
二
名
の
う
ち
一
方
が
他
方
に
対
し
て
起
こ
し
た
抵
当
権
無
効
確
認
及
び
自
己
の
抵
当
権
の
優
先
の
確
認
の
訴
え

に
お
い
て
謂
和
棄
静
の
確
定
判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
基
準
時
後
に
原
告
か
ら
原
告
の
債
権
・
抵
当
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
相
手
方

の
「
抵
当
権
ヲ
否
認
シ
自
己
ノ
抵
当
権
ノ
之
一
一
優
先
ス
ル
趣
旨
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
」
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
原
告
の
承
継
人
に
あ
た

る
、
と
い
う
判
例
(
大
決
昭
和
七
・
九
・
一

O
新
聞
三
四
六
O
号
一
五
頁
)
は
(
イ
)
の
判
例
の
亜
型
で
あ
ろ
う
。
(
ハ
)
金
銭
債
権
の
譲
受
人

の
債
務
者
に
対
す
る
金
銭
給
付
静
が
の
訴
え
に
お
い
て
請
求
砂
野
か
静
書
な
い
し
請
求
来
都
か
砂
定
判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
基
準
時

後
に
債
権
譲
渡
の
解
除
が
あ
っ
て
債
権
が
復
帰
し
た
譲
渡
人
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
原
告
の
承
継
人
に
あ
た
る
と
す
る
判
例
(
請
求
放
棄
事
例
は

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
請
求
棄
却
事
例
は
大

大
判
昭
和
プ
九
・

2
7
一
四
民
集
二
一
ニ
巻
五
号
一
五
五
頁
l
こ
の
判
例
は
承
継
人
と
「
同
視
ス
へ
キ
モ
ノ
」

判
昭
和
一
九
・
一
二
・
二
七
民
集
二
三
巻
二

O
号
六
三
九
頁
|
こ
の
判
例
は
、
債
権
譲
渡
契
約
に
よ
っ
て
「
右
債
権
ニ
関
シ
訴
訟
当
事
者
タ
ル
ヘ
キ
法
律
上

ノ
地
位
カ
一
旦
譲
受
人
ニ
移
転
シ
譲
受
人
ニ
於
テ
既
ニ
確
定
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
実
ノ
効
果
ヲ
全
然
消
滅
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
解
し
な
い
と
、

ル
合
意
解
除
ニ
依
リ
テ
自
己
ニ
不
利
益
ナ
ル
判
決
ノ
既
判
カ
ヲ
容
易
ニ
免
ル
ル
ヲ
得
ル
カ
如
キ
不
当
ノ
結
果
ヲ
生
ス
レ
ハ
ナ
リ
」
と
い
っ
て
い
る
)
は
、
(
イ
〉

の
判
例
の
延
長
で
あ
ろ
う
。

3 

土
地
所
有
者
に
対
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
が
確
定
さ
れ
た
者
か
ら
建
物
所
有
権
が
譲
渡
さ
れ
た
事
例
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(
イ
)
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
建
物
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
建
物
の
承
継
取
得
に
よ
り

件
私
掛
か
小
和
ト
承
払
附
す
る
か
ら
承
継
人
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
る
〈
東
京
地
決
昭
和
六
・
六
・
二
九
新
聞
三
二
八
四
号
四
一
貝
l
こ
の
判

例
は
、
本
来
の
承
継
人
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
建
物
所
有
と
そ
の
敷
地
の
使
用
と
は
不
可
分
離
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
承
継
人
に
準
じ
て
取
扱
う
の
が

相
当
で
あ
る
と
評
価
を
加
え
る
。
東
京
地
決
昭
和
八
・
コ
了
九
評
論
二
三
巻
民
訴
二
二
八
頁
|
こ
の
判
例
は
建
物
譲
受
の
仮
登
記
が
基
準
時
前
で
あ
っ
て

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

も
本
登
記
が
基
準
時
後
で
あ
る
と
き
は
承
継
人
に
あ
た
る
と
し
た
。
横
浜
地
決
昭
和
一
一
・
六
・
二
四
新
聞
四

O
一
ニ
七
号
五
頁
l
こ
の
判
例
も
本
登
記
が
基

準
時
後
で
あ
る
と
き
に
は
承
継
人
に
あ
た
る
と
し
た
。
東
京
控
決
昭
和
九
・
一
一
・
六
評
論
二
四
巻
民
訴
一
二
五
頁
|
こ
の
判
例
は
、
建
物
譲
受
人
の
判
決
に

(
ロ
〉
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
義
務
を
定
め
た
掛
朴
い
み
和
併
に
基
づ
く
右
義
務

つ
い
て
の
「
善
意
悪
意
ヲ
間
ハ
サ
ル
モ
ノ
」
と
い
っ
て
い
る
d
。

の
発
生
後
に
建
物
の
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
承
継
人
に
当
る
と
す
る
判
例
(
東
京
控
決
昭
和
八
・
一
一
・
一
六
新
聞
三
六
五
九
号
五
頁
)

(
イ
)
の
判
例
の
亜
型
で
あ
ろ
う
。
(
ハ
)
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
義
務
者
か
ら
建
物
の
占
有
を
承

継
し
て
居
住
し
た
者
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
係
争
敷
地
を
も
占
有
し
た
点
に
お
い
て
承
継
人
に
当
る
と
し
た
判
例
(
東
京
控
決
昭
和
八
・
六
・
ニ

四
新
聞
三
五
八
号
七
頁
!
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
義
務
者
と
判
決
前
か
ら
同
居
し
て
い
た
長
男
を
、
義
務
者
が
判
決
の
任
意
の
履
行
と
し
て
家
屋
か
ら
退
去

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
務
者
か
ら
家
屋
の
占
有
を
承
継
し
た
も
の
と
し
た
)

は
(
イ
)
の
判
例
の
、
建
物
所
有
の
承
継
事
例
か
ら
建
物
占
有
の
承

継
事
例
へ
の
展
開
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
す
べ
て
請
求
認
容
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
請
求
棄
却
事
例
を
一
件
見
つ
け
た
。
土
地
所
有
者
が
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
訴
え

に
お
い
て
被
告
の
法
定
地
上
権
を
認
め
ら
れ
て
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
を
蒙
っ
た
場
合
に
、
そ
の
基
準
時
後
に
該
土
地
の
所
有
権
を
譲
り
受

け
た
者
に
つ
い
て
、
こ
の
者
は
相
手
方
の
「
法
定
地
上
権
設
定
ノ
事
実
ヲ
否
認
シ
得
サ
ル
」
者
と
い
う
意
味
で
、
承
継
人
に
当
る
と
し
た
判

例
が
あ
る
〈
朝
高
院
判
昭
和
五
・
五
・
三

O
判
例
体
系
二
二

1
3巻
一
二
ハ
ニ
の
五
頁
!
こ
の
判
例
は
、
法
定
地
上
権
は
し
か
し
そ
の
登
記
な
く
し
て
は
土

地
の
譲
受
人
に
対
抗
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
〉
。

は
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説。

3
に
お
け
る
土
地
所
有
者
が
土
地
賃
借
入
で
あ
る
事
例

大
決
昭
和
五
・
四
・
二
四
〈
民
集
九
巻
四
一
五
頁
〉
は
、
土
地
賃
借
入
と
地
上
建
物
所
有
者
の
聞
に
成
立
し
た
裁
判
上
の
和
解
に
基
づ
く
建

3 
α 

E命

物
収
去
土
地
明
渡
義
務
の
発
生
後
に
右
建
物
の
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
を
、
こ
れ
に
よ
り
係
争
地
に
対
す
る
占
有
を
承
継
し
た
も
の
と
し

て
、
承
継
人
に
当
る
と
し
た
。
こ
の
判
例
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
承
継
人
の
延
長
の
基
準
に
関
す
る
学
説
の
進
展
を
促
し
た
こ
と
に
な
っ

fこ
4 

抹
消
の
当
否
が
確
定
さ
れ
た
登
記
の
登
記
名
義
人
か
ら
登
記
さ
れ
た
権
利
を
譲
り
受
け
て
登
記
を
経
た
事
例

不
動
産
所
有
者
が
抵
当
権
設
定
登
記
名
義
を
有
す
る
者
に
対
し
起
こ
し
た
登
記
持
消
講
和
を
認
争
す
る
確
定
判
決
の
基
準
時

(
イ
)

後
に
右
抵
当
権
を
譲
り
受
け
た
者
を
承
継
人
に
当
る
と
し
た
判
例
が
あ
る
〔
朝
高
院
決
昭
和
四
・
一
一
・
二
八
評
論
一
九
巻
民
訴
七
六
頁
i
こ
の
判

例
は
、

A
名
義
の
抵
当
権
登
記
の
抹
消
を
命
ず
る
確
定
判
決
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
抹
消
が
さ
れ
な
い
う
ち
に
名
義
が
A
か
ら
B
に
移
転
し
、
移
転
後
に
お
A

名
義
が
抹
消
さ
れ
、

B
か
ら
抵
当
権
を
譲
り
受
け
た
C
が
所
有
者
に
対
し
抵
当
権
の
登
記
を
訴
求
し
た
の
に
対
し
、
C
は
承
継
人
に
あ
た
り
抵
当
権
を
主
張

(

ロ

)

所
有
者
が
抵
当
権
設
定
登
記
名
義
を
有
す
る
者
に
対
し
起
こ
し
た
抵
当
権
不
存
在
確
認
及

し
え
な
い
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
)
。

び
登
記
抹
消
の
請
求
を
棄
却
す
る
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
右
抵
当
権
及
び
そ
の
被
担
保
債
権
譲
受
け
の
附
記
登
記
を
経
た
(
譲
受
自
体
は
基

準
時
前
)

者
を
承
継
人
に
当
る
と
し
た
判
例

土

地

所

(
大
判
昭
和
一
七
・
五
・
二
六
民
集
二
一
巻
一
一
号
五
九
二
頁
)

が

あ

る

。

(

ハ

)

有
者
が
所
有
権
移
転
登
記
に
よ
り
登
記
名
義
を
有
す
る
者
に
対
し
登
記
原
因
の
無
効
を
理
由
に
起
こ
し
た
抹
消
請
求
を
棄
却
す
る
確
定
判
決

の
基
準
時
後
に
、
右
登
記
名
義
人
か
ら
所
有
権
を
譲
り
受
け
て
そ
の
登
記
を
経
た
者
は
、
原
告
と
右
登
記
名
義
人
の
聞
の
登
記
の
無
効
を
理

由
と
し
て
右
登
記
名
義
人
と
新
登
記
名
義
人
と
の
聞
の
登
記
も
ま
た
無
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

承
継
人
に
当
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
(
朝
高
院
判
昭
和
一
八
・
五
・
一
四
判
例
体
系
二
二
|

3
巻
一
一
六
二
の
六
頁
l
こ
の
判
例
は
、
抹
消
請
求
を
所
有

権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
読
求
と
解
し
、
承
継
人
に
当
る
と
解
す
る
理
由
を
、
「
逐
次
ノ
登
記
ハ
各
所
有
名
義
者
ヲ
呉
ニ
シ
個
別
的
ニ
抹
消
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
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リ
ト
雄
モ
真
ノ
所
有
権
者
ニ
対
シ
テ
ハ
各
所
有
名
義
者
ハ
何
レ
モ
同
-
ノ
地
位
ニ
立
チ
一
様
ニ
所
有
権
ノ
行
使
ヲ
妨
ケ
サ
ル
義
務
ヲ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ

結
局
訴
訟
ノ
目
的
ハ
同
一
ナ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
レ
ハ
ナ
リ
」
と
説
明
し
た
)
。
こ
の
判
例
の
思
想
型
は
(
ロ
)
の
そ
れ
と
同
じ
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。

(

ニ

)

(
ハ
)
の
型
の
事
案
で
登
記
名
義
人
か
ら
の
所
有
権
の
譲
受
け
と
譲
受
人
へ
の
移
転
登
記
が
訴
訟
係
属
中
に
存
し
た
事

例
に
お
い
て
、
譲
受
人
に
対
し
て
訴
訟
引
受
の
申
立
が
で
き
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
〈
大
判
昭
和
一
一
・
九
・
二
六
民
集
一
五
巻
二

O
号
一
七
四
一

頁〉。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

以
上
は
す
べ
て
、
登
記
抹
消
請
求
の
事
案
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
移
転
登
記
請
求
の
事
例
を
一
件
見
つ
け
た
。
所
有
権
の
移
転
登
記
を
な

す
こ
と
を
定
め
た
裁
判
上
の
和
解
の
調
書
成
立
後
に
義
務
者
が
第
三
者
に
所
有
権
を
譲
渡
し
そ
の
移
転
登
記
を
経
た
事
例
に
つ
い
て
、
譲
受

人
を
承
継
人
に
当
ら
な
い
と
し
た
判
例
が
あ
る

ハ
朝
高
院
判
昭
和
一
一
・
一
一
-
-
七
判
例
体
系
二
二

1
3
巻
一
二
ハ
一
一
の
一
二
頁
!
こ
の
判
例
は
、

そ
の
理
由
を
「
甲
カ
売
買
ニ
因
リ
テ
乙
ニ
負
担
セ
ル
不
動
産
ノ
移
転
登
記
義
務
ハ
甲
ヨ
リ
当
該
不
動
産
ヲ
貿
受
ケ
タ
ル
丙
ニ
於
テ
承
継
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
丙
カ

乙
ノ
登
記
欠
依
ヲ
主
張
ス
ル
ニ
付
正
当
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ル
第
三
者
タ
ル
地
位
ハ
丙
カ
甲
ト
ノ
売
買
契
約
ニ
因
テ
始
メ
テ
取
得
セ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
」
べ
き
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
〉
。承

継
人
の
基
準
に
関
す
る
戦
前
の
学
説

大
正
一
五
年
民
訴
法
二

O
一
条
の
制
定
に
よ
り
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
承
継
に
因
る
拡
張
は
明
文
の
規
定
を
も
ち
、

そ
の
射
程

1 
が
抽
象
的
で
は
あ
る
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
細
目
的
な
論
議
は
民
訴
五
一
九
条
に
つ
い
て
よ
り
も
民
訴
二

O
一
条
に
つ
い
て
の
論

議
に
比
重
が
移
っ
た
。
し
か
し
、
民
訴
二

O
一
条
が
も
と
も
と
当
時
の
学
説
(
維
本
、
加
藤
〉
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
大
正
一
五
年

民
訴
法
施
行
の
直
前
直
後
に
お
け
る
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
概
念
の
範
囲
は
矯
本
・
加
藤
の
線
を
出
て
い
な
い
(
た
と
え
ば
、
菊
弁
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説

維
大
「
民
事
訴
訟
法
」
現
代
法
律
学
全
集
第
三
八
巻
昭
和
六
年
三
九
七
頁
、
細
野
長
良
「
民
事
訴
訟
法
要
義
」
第
四
巻
昭
和
九
年
二

O
一

二

O
七
頁
〉
。

た
だ
、
係
争
物
の
譲
受
人
は
物
権
的
請
求
権
の
目
的
物
件
の
所
有
権
の
譲
受
人
で
あ
る
場
合
に
承
継
人
に
当
る
と
い
う
維
本
・
加
藤
解
釈
の

反
対
解
釈
と
し
て
、
「
債
権
的
請
求
例
へ
パ
土
地
一
一
対
ス
ル
賃
貸
借
終
了
ヲ
原
因
ト
シ
テ
家
屋
ヲ
収
去
シ
テ
其
ノ
土
地
ノ
明
渡
ヲ
求
ム
ル
場

合
ニ
於
テ
債
務
者
ガ
共
家
屋
ノ
所
有
権
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
シ
タ
ル
ガ
為
土
地
ノ
占
有
ヲ
喪
ヒ
タ
ル
場
合
ニ
承
継
人
一
一
対
シ
執
行
シ
得
ル
カ
ト
謂

フ
ニ
消
極
ニ
解
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
ル
」
と
い
う
解
釈
が
明
示
さ
れ
て
い
る
〈
前
野
順
一
「
新
民
事
訴
訟
法
強
制
執
行
手
続
」
昭
和
六
年
一
一
一
一
貝
)
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
大
決
昭
和
五
・
四
・
二
四
が
現
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
土
地
賃
借
入
に
対
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
義
務
を
負

論

う
者
か
ら
建
物
の
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
が
民
訴
二

O
一
条
に
い
う
承
継
人
に
当
る
か
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
逆
に
い
え
ば
、
判
例
が
存
し
な
い
と
き
に
は
、
よ
り
細
目
的
な
論
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
、
き
っ
か

け
と
な
っ
た
判
例
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
展
開
さ
れ
た
学
説
の
発
展
を
追
跡
し
て
み
る
。

附
大
正
一
五
年
民
訴
施
行
直
前
の
文
献
の
中
に
は
、
判
決
の
既
判
力
は
特
定
承
継
人
に
は
及
ば
ず
と
す
る
も
の
(
早
川
瀬
三
郎
「
民
事
訴
訟
法

論
」
全
再
版
大
正
一
三
年
四
一
一
一
貝
、
文
信
社
編
輯
部
編
「
民
事
訴
訟
法
便
覧
」
上
巻
八
版
大
正
一
四
年
二
四

O
頁
)
、
特
定
承
継
人
は
債
権
者
の
承

継
人
に
限
る
と
す
る
も
の
(
前
田
直
之
助
「
民
事
訴
訟
法
講
義
」
第
六
編
五
版
大
正
一
五
年
八

O
頁
)
、
特
定
承
継
人
に
は
債
務
引
受
人
を
も
含
む
と

す
る
も
の
(
日
本
法
律
研
究
会
「
民
事
訴
訟
法
通
論
」
中
編
大
正
一
五
年
二
七
一
頁
、
勅
使
河
原
直
三
郎
「
改
正
民
事
訴
訟
法
概
論
」
昭
和
三
年
一
一
一
一

八
頁
、
岩
本
勇
次
郎
・
三
ケ
尻
好
人
「
新
民
事
訴
訟
法
要
論
」
下
巻
昭
和
三
年
一

O
八
三
頁
、
菰
測
清
雄
「
改
正
民
事
訴
訟
法
註
解
」
昭
和
四
年
二
七

七
頁
〉
、
一
定
の
場
合
に
お
け
る
係
争
物
の
譲
受
人
も
承
継
人
に
あ
た
る
と
す
る
も
の
(
勅
使
河
原
前
掲
、
菰
淵
前
掲
〉
が
あ
る
。

大
決
昭
和
五
・
四
・
二
四
の
原
審
は
、
建
物
譲
受
人
を
「
家
屋
明
渡
義
務
ノ
特
別
承
継
人
ナ
リ
ト
解
シ
難
」
い
と
し
た
。
大
審
院

は
、
係
争
地
に
対
す
る
前
主
の
占
有
を
承
継
し
た
か
ら
承
継
人
に
当
る
と
し
た
。
こ
の
大
決
の
結
論
は
学
説
(
兼
子
一
批
評
法
協
四
九
巻
九
号
一

七
O
三
頁
昭
和
六
年
、
山
田
正
三
批
評
法
学
論
叢
二
四
巻
四
号
一
五
四
賀
昭
和
六
年
〉
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
。
学
説
は
、
雑
木
・
加
藤
の
路
線
上
に
あ

2 
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っ
て
、
右
事
案
を
、
係
争
物
の
占
有
の
承
継
で
あ
っ
て
、
係
争
物
が
物
権
的
請
求
権
の
目
的
物
で
あ
る
事
例
に
属
す
る
と
見
た
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
兼
子
一
は
「
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
義
務
は
、
該
妨
害
物
自
体
に
国
士
一
周
し
た
も
の
」
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
、

「
該
妨
害
物
件
に
対
す
る
権
利
が
第
三
者
に
譲
渡
せ
ら
れ
た
時
は
、
該
第
三
者
は
、
之
に
伴
う
て
収
去
義
務
の
負
担
者
と
し
て
の
地
位
を
前

主
か
ら
承
継
」
す
る
と
い
う
実
体
の
承
継
を
承
継
人
該
当
性
の
根
拠
と
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
之
に
関
す
る
訴
訟
状
態
上
の
利
益
不
利
益

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

又
は
判
決
の
既
判
力
執
行
力
を
受
く
べ
き
が
当
然
で
あ
る
」
と
結
論
し
た
。
こ
の
限
り
で
は
、
雑
本
・
加
藤
の
線
の
上
で
の
議
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
既
判
力
あ
る
判
断
の
あ
る
こ
と
が
実
体
法
上
の
収
去
義
務
の
負
担
の
固
着
に
な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ

の
点
に
、
兼
子
一
が
、
初
め
て
、
言
及
し
た
。
日
く
、
「
単
に
実
体
法
的
に
の
み
芳
へ
れ
ば
此
の
場
合
第
三
者
は
妨
害
物
件
の
取
得
者
と
し

て
新
に
独
立
に
収
去
義
務
の
負
担
者
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
前
主
の
義
務
を
承
継
す
る
と
芳
へ
る
必
要
は
な
い
様
で
あ
る
が
、
訴
訟
状
態
の

芳
慮
を
実
体
上
の
法
律
関
係
に
反
映
せ
し
め
る
時
は
、
訴
訟
上
の
利
益
負
担
を
一
括
し
て
実
体
法
上
の
地
位
と
芳
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、
此
の

場
合
も
義
務
の
承
継
あ
り
と
解
ず
べ
き
で
あ
る
よ
既
判
力
を
実
体
法
律
関
係
に
反
映
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
既
判
力
は
当
事
者
限
り
と
い
う

原
則
が
破
ら
れ
る
の
か
否
か
の
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
但
し
第
三
者
が
妨
害
物
に
対
す
る
権
利
を
前
主
と
別
個
独
立
の
権
原

に
基
き
取
得
せ
る
場
合
は
承
継
人
で
は
な
い
」
と
い
う
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。

大
決
昭
和
九
・
一

0
・
四
(
民
集
二
ニ
巻
一
一
一
号
一
八
六
四
頁
)
は
、
延
滞
賃
料
を
期
限
ま
で
に
支
払
わ
な
い
と
き
は
建
物
収
去
土
地
明

渡
の
執
行
が
で
き
る
と
の
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
後
に
、
地
上
建
物
及
び
土
地
賃
借
権
の
譲
渡
が
あ
り
、
譲
受
人
が
賃
借
権
の
譲
渡
の

3 
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
間
に
、
譲
渡
人
が
延
滞
賃
料
を
期
限
ま
で
に
支
払
わ
な
か
っ
た
の
で
、
明
渡
執
行
の
承
継
執
行
文
が
譲
受
人
に
対
し
て

付
与
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
譲
受
人
を
敷
地
の
占
有
権
を
承
継
し
た
こ
と
を
根
拠
に
し
て
承
継
人
に
当
る
と
し
た
。
こ
の
判
例
の
川
島
武
宜

評
釈
(
判
例
民
事
法
昭
和
九
年
度
一
三
二
事
件
〉
は
、
地
上
物
件
譲
受
人
は
土
地
賃
貸
人
の
承
諾
を
条
件
と
す
る
土
地
賃
借
権
譲
受
人
で
あ
り
、

土
地
賃
借
権
譲
渡
人
の
地
位
の
承
継
者
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
二

O
一
条
の
承
継
人
に
当
る
と
す
る
判
旨

し
た
が
っ
て
、
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説

の
結
論
を
支
持
し
た
。
こ
れ
は
土
地
賃
借
入
の
義
務
に
着
眼
し
て
そ
の
承
継
を
も
っ
て
承
継
人
該
当
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

事
案
を
債
務
引
受
の
型
に
依
っ
て
思
芳
す
る
型
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
右
大
決
は
、
事
案
を
大
決
昭
和
五
・
四
・

論

二
四
の
事
例
の
応
用
型
と
見
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
延
滞
賃
料
の
履
行
遅
滞
が
譲
渡
後
に
生
じ
た
ケ
1

ス
に
譲
渡
前
に
生
じ
た
場
合
の
効

果
を
応
用
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
抹
消
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
登
記
の
名
義
が
登
記
さ
れ
た
権
利
の
譲
渡
に
伴
い
移
転
し
た
場
合
に
新
名
義
人
が
承
継
人
に

該
当
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
大
判
昭
和
一
一
・
九
・
二
六
と
前
掲
大
判
昭
和
一
七
・
五
・
二
六
と
の
判
例
批
評
の
中
に
見

4 
ら
れ
る
学
説
が
学
説
史
の
素
材
と
な
る
。

(
イ
)

大
判
昭
和
一
一
・
九
・
二
六
の
事
案
の
問
題
点
は
、
訴
訟
係
属
中
の
係
争
物
の
譲
受
人
に
訴
訟
引
受
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い

う
に
あ
っ
た
が
、

口
頭
弁
論
終
結
後
な
ら
ば
承
継
人
に
当
る
か
と
い
う
問
題
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
芳
え
ら
れ
た
。
兼
子
一
は
、
判

例
批
評
(
判
例
民
事
法
昭
和
一
一
年
度
一
一
八
事
件
)
に
お
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
本
訴
は
不
動
産
の
所
有
権
に
基
き
登
記
簿
上
之
と
桐
容
れ
ね
所
有
名
義
人
に
対
し
其
の
名
義
の
返
還
を
請
求
す
る
訴
で
、
そ
れ
が
登
記
の
技
術
上

か
ら
抹
消
請
求
と
い
ふ
外
形
を
採
っ
て
現
は
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
一
一
種
の
物
上
返
還
請
求
権
の
主
張
で
あ
る
。
故
に
該
不
動
産
に
関
す
る
登
記
名
義

が
係
争
物
を
為
す
も
の
で
、
訴
訟
係
属
中
に
第
三
者
が
被
告
か
ら
移
転
登
記
を
受
け
れ
ば
(
所
有
権
取
得
登
記
の
み
な
ら
ず
、
他
物
権
の
設
定
登
記
の

場
合
も
含
ま
れ
る
〉
係
争
物
の
譲
受
人
と
し
て
之
を
し
て
被
告
の
地
位
を
承
継
せ
し
め
る
為
、
之
に
対
し
て
訴
訟
引
受
を
許
す
の
が
当
然
で
あ
る
。
」

「
若
し
本
件
移
転
登
記
が
口
頭
弁
論
終
結
後
に
為
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
」
右
の
い
み
の
係
争
物
の
譲
受
人
「
に
対
す
る
執
行
文
の
付
与
を
受
け
て
(
間

四
九
七
条
ノ
ニ
・
五
一
九
条
)
登
記
官
署
に
提
出
し
て
移
転
登
記
の
抹
消
を
求
め
得
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

つ
ま
り
、
兼
子
一
は
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
請
求
中
に
被
告
か
ら
妨
害
建
物
を
譲
り
受
け
た
例
と
同
例
で
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ

る。
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大
判
昭
和
一
七
・
五
・
二
六
の
事
案
は
、
抵
当
権
の
登
記
抹
消
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
の
基
準
時
前
に
抵
当
権
の
譲
渡
が
あ

り
基
準
時
後
に
抵
当
権
の
譲
渡
の
附
記
登
記
が
あ
っ
た
事
案
で
、
判
決
は
、
抵
当
権
の
譲
受
人
を
承
継
人
に
当
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ロ
)

右
の
場
合
に
抵
当
権
の
譲
受
人
が
承
継
人
に
当
る
と
の
結
論
を
学
説
は
支
持
し
た
〈
菊
井
維
大
法
協
六
O
巻
一
二
号
一
六
六
頁
昭
和
一
七
年
、
山

木
戸
克
己
民
商
工
ハ
巻
五
号
二
一
一
頁
昭
和
一
七
年
、
河
本
書
輿
之
日
本
法
学
八
巻
一
一
号
五
五
頁
昭
和
一
七
年
)
。
あ
る
者
は
支
持
理
由
を
譲
渡
人
勝

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

訴
の
判
決
は
抹
消
の
理
由
な
き
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
譲
受
人
の
た
め
に
も
効
力
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
述
べ
た

前
掲
)
。
抹
消
請
求
認
容
の
場
合
に
抵
当
権
の
譲
受
人
が
承
継
人
に
当
る
こ
と
と
均
一
に
す
べ
き
で
あ
る
と
も
説
か
れ
た
(
河
本
前
掲
)
。
抵
当

権
の
承
継
と
抹
消
義
務
の
承
継
と
は
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
を
自
覚
し
た
も
の
が
あ
っ
た
(
山
木
戸
前
掲
〉
。
山
木
戸
前
掲
は
右
事
案
の
登
記
抹

消
請
求
権
に
所
有
権
妨
害
排
除
の
物
権
的
請
求
権
の
性
質
を
認
め
、
登
記
名
義
取
得
者
が
独
自
に
登
記
抹
消
義
務
を
負
う
こ
と
を
認
め
つ

つ
、
妨
害
排
除
朴
争
に
つ
い
で
ひ
承
継
を
観
念
し
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
右
登
記
名
義
取
得
者
の
承
継
人
該
当
性
を
承
認
す
る
(
兼
子
説
と

(
菊
井

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
少
し
異
な
る
。
ま
た
、
抵
当
権
譲
受
を
捨
象
し
て
、
抵
当
権
登
記
名
義
の
取
得
の
み
に
着
服
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
〉
。

(

ハ

)

大
判
昭
和
一
七
・
五
・
二
六
の
事
案
に
お
け
る
争
点
は
、
し
か
し
、
承
継
の
基
準
時
を
抵
当
権
譲
渡
時
と
見
る
か
譲
受
抵
当

権
登
記
時
と
見
る
か
に
あ
っ
た
。
右
判
決
は
後
者
で
あ
る
と
し
、
学
説
(
前
掲
の
三
者
)
は
こ
れ
を
支
持
し
た
。
か
く
て
、

口
頭
弁
論
終
結
前

に
抵
当
権
の
譲
渡
が
あ
り
、
終
結
後
に
抵
当
権
移
転
の
登
記
(
附
記
登
記
〉
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
判
例
学
説
と
も
に
、
抵
当
権
譲
受
人
を
終

結
後
の
承
継
人
と
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
終
結
前
に
は
登
記
な
く
し
て
は
(
土
地
所
有
者
の
申
立
に
よ
る
訴
訟
引
受
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
)
抵

当
権
の
譲
受
け
を
主
張
し
て
訴
訟
に
参
加
・
承
継
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
〈
河
本
前
掲
〉
。
し
か
し
、
譲
受
人
と
し
て

実
質
的
に
被
告
た
る
べ
き
も
の
が
、
登
記
が
な
い
と
い
う
一
事
で
、
抹
消
請
求
訴
訟
に
お
い
て
自
分
の
権
利
を
防
禦
す
る
機
会
が
得
ら
れ
な

口
頭
弁
論
終
結
と
な
り
、
そ
の
後
に
登
記
し
て
も
も
は
や
防
禦
の
機
会
は
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
に
、
登
記
が
抵
当
権
の
発
生
要
件

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
抵
当
権
の
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
間
で
争
い
が
な
い
抵
当
権
譲
渡
を
訴
訟
の
相
手
方
に
主
張
で
き
な
い
と
す
る
理
由
の

い
ま
ま
、
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説

説
明
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

論

山
田
正
三
法
学
論
議
四
八
巻
二
号
一
二
九
頁
昭
和
一
八
年
二
月
は
、
民
訴
二

O
一
条
一
項
の
承
継
は
民
法
上
に
お
け
る
承
継
で
あ
る
と
し
、
山
木
戸

民
商
一
六
巻
五
号
二
一
五
頁
が
承
継
の
観
念
を
も
っ
て
訴
訟
法
独
自
の
立
場
よ
り
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
な
す
が
ご
と
き
は
亦
誤
り
な
り
と
断
じ
、

大
判
昭
和
一
七
・
五
・
二
六
の
事
案
に
お
け
る
訴
訟
係
属
中
の
抵
当
権
の
譲
受
人
は
、
譲
渡
後
の
譲
渡
人
は
名
は
抵
当
権
者
と
し
て
訴
訟
の
当
事
者
で

あ
る
が
実
は
訴
外
譲
受
人
の
た
め
訴
訟
の
当
事
者
と
し
て
訴
訟
を
な
す
権
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
訴
二

O
一
条
二
項
に
い
う
「
他
人
」
に

該
当
し
、
譲
渡
人
の
勝
訴
敗
訴
を
間
わ
ず
、
抵
当
権
移
転
登
記
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
判
決
の
効
力
を
及
ぼ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
大

審
院
の
理
由
づ
け
に
反
対
し
た
。
ち
な
み
に
山
田
前
掲
は
抵
当
権
の
譲
受
人
が
登
記
を
得
な
く
て
も
こ
の
者
に
民
訴
七
四
条
の
引
受
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
た
。

債
権
譲
渡
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
譲
受
人
を
当
事
者
と
し
当
該
債
権
の
存
否
が
既
判
力
を
も
っ
て
裁
判
さ
れ
た
訴
訟
の
口
頭
弁
論
終

結
後
に
該
債
権
の
譲
渡
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
譲
渡
人
は
承
継
人
に
当
る
か
が
論
ぜ
ら
れ
た
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
判
例
は
、
大
判
昭

和
一
九
・
コ
了
二
七
(
前
掲
)
で
あ
る
。
判
決
は
、
請
求
棄
却
の
判
決
の
基
準
時
後
に
、
原
告
で
あ
っ
た
債
権
譲
受
人
と
債
権
譲
渡
の
合

意
解
除
を
し
た
譲
渡
人
は
承
継
人
に
当
る
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
前
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
(
二
、

2
、
(
ハ
)
)
。

5 つ
ま
り
、
実
体
法
上
遡
及
効
あ
る
解
除
の
効
果
も
確
定
判
決
の
効
力
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
ま
で
は
至
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
判
決

の
結
論
は
学
説
の
支
持
を
得
た
(
菊
井
維
大
判
例
民
事
法
昭
和
一
九
年
度
五
三
事
件
、
中
田
淳
一
民
商
法
雑
誌
二
三
巻
一
号
昭
和
二
三
年
四
二
〉
頁
。

中
田
淳
一
は
、
確
定
判
決
の
効
力
が
消
滅
し
な
い
理
由
を
既
判
力
の
存
在
理
由
が
法
的
安
定
に
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る

が
、
承
継
人
該
当
性
に
つ
い
て
は
、

「
既
判
力
の
標
準
時
点
後
に
訴
訟
物
に
つ
い
て
当
事
者
た
る
適
格
(
訴
訟
追
行
権
)
の
承
継
」
と
い
う

「
民
事
訴
訟
法
講
義
案
」
(
昭
和
一

O
年
二
九
六
頁
)
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
一
般
基
準
を
述
べ
る
に
止
ま
り
、
判
旨
全
く
正
当

で
多
く
の
註
釈
を
必
要
と
し
な
い
と
の
べ
て
い
る
が
、
菊
井
維
大
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

ふ
う
に
兼
子
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債
権
譲
渡
契
約
解
除
の
遡
及
的
効
果
は
「
譲
渡
契
約
が
も
っ
て
い
た
法
律
要
件
と
し
て
の
意
味
を
失
は
れ
る
に
止
ま
り
、
契
約
そ
の
も
の
又
そ
れ
に

伴
ふ
債
権
の
移
転
と
一
挙
に
抹
殺
し
、
す
べ
て
な
か
り
し
も
の
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
一
旦
譲
受
人
に
移
転
し
た
債
権
が
移
転
し
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
な
く
、
当
然
に
譲
渡
人
に
「
復
帰
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
債
権
の
復
帰
は
債
権
の
移
転
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、

承
継
の
場
合
に
準
じ
て
考
へ
る
こ
と
も
筋
違
ひ
と
は
言
へ
な
い
」
「
譲
受
人
と
し
て
の
行
為
は
有
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
(
民
五
四
五
条
一
項
参

照
)
、
譲
受
人
が
確
定
判
決
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
効
果
も
亦
消
滅
す
べ
き
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
「
逆
に
譲
受
人
に
有
利
な
判
決
で
あ
っ
た

場
合
に
」
こ
れ
を
利
用
で
き
な
く
な
る
の
は
正
当
で
な
い
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

債
権
譲
渡
契
約
に
つ
い
て
も
、
そ
の
解
除
に
よ
り
債
権
が
復
帰
す
る
の
は
解
除
時
か
解
除
通
知
時
か
の
問
題
が
あ
る
。
大
判
昭
和
-
九
・

三
・
一
四
(
民
集
二
三
巻
五
号
一
五
五
頁
〉
は
、
債
権
譲
渡
契
約
の
解
除
が
請
求
の
放
棄
前
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
通
知
が
請
求
の
放
棄
後
で
あ
っ

た
と
き
は
、
債
権
が
復
帰
す
る
譲
渡
人
は
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
と
な
る
と
し
た
。
こ
の
結
論
は
、
菊
井
評
釈
(
判
例
民
事
法
昭
和
一
九

年
度
一

O
事
件
〉
の
支
持
を
受
け
た
。

確
認
訴
訟
の
当
事
者
の
承
継
人
に
つ
い
て
は
、
大
判
昭
和
一
七
・
五
・
ニ
六
(
前
掲
)
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
抵
当
権
の
譲
受
人
を

抵
当
権
不
存
在
確
認
請
求
棄
却
の
判
決
に
つ
き
、
被
告
の
承
継
人
に
当
る
と
し
た
。
こ
の
結
論
は
前
記
の
よ
う
に
学
説
の
支
持
を
受
け
た
。

6 
し
か
し
、
山
木
戸
前
掲
の
み
が
、
実
体
法
上
の
地
位
の
承
継
に
訴
訟
上
当
事
者
聞
に
存
し
た
訴
訟
状
態
(
既
判
力
も
含
む
〉
の
承
継
を
伴
わ
せ

る
の
が
民
訴
ニ

O
一
条
の
立
法
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
理
由
づ
け
を
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
が
「
便
宜
且
つ
必
要
で
あ
る
」
と
み
ら
れ

う
る
と
い
う
根
拠
し
か
挙
げ
て
い
な
い
。

7 

こ
れ
を
要
す
る
に
、
承
継
人
該
当
の
基
準
に
関
す
る
戦
前
の
学
説
は
、
雑
本
・
加
藤
の
路
線
上
に
止
ま
っ
た
も
の
で
、
わ
ず
か
に
兼

子
一
が
既
判
力
H
権
利
・
義
務
の
実
在
化
の
思
想
を
基
盤
と
し
て
、
既
判
力
を
含
め
て
実
体
上
の
地
位
を
観
念
し
、
そ
の
承
継
を
も
っ
て
承

継
人
該
当
の
基
準
と
し
た
の
が
際
立
っ
て
い
る
。
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説

付
記
物
上
請
求
権
に
基
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
の
義
務
者
か
ら
建
物
所
有
権
を
譲
り
受
け
る
な
ど
し
て
建
物
を
占
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
土

地
を
占
有
す
る
に
至
っ
た
者
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
根
拠
を
、
阿
部
剛
一
は
前
主
と
「
同
一
ノ
地
位
」
に
立
つ
と
い
い
(
「
民
事
訴
訟

法
二

O
一
条
一
項
の
承
継
人
に
つ
い
て
」
司
法
協
会
雑
誌
九
巻
一

O
号
昭
和
五
年
|
中
島
憲
二
「
実
例
手
続
強
制
執
行
法
綜
撹
続
編
上
巻
昭
和
八
年
か

ら
の
孫
引
)
、
野
間
繁
は
前
主
か
ら
「
占
有
承
継
の
結
果
其
の
義
務
を
負
担
し
た
」
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
(
「
所
謂
承
継
人
に
関
す
る
若
干
の
考
察

付
法
律
論
叢
一
四
巻
八
号
昭
和
一

O
年
)
。
な
お
、
阿
部
前
掲
は
、
目
的
家
屋
を
買
い
受
け
た
買
主
が
売
主
に
対
し
売
買
契
約
に
よ
る
家
屋
明
渡
義
務

の
履
行
を
求
め
勝
訴
し
た
の
ち
売
主
が
第
三
者
に
売
却
し
て
明
け
渡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
第
三
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
(
岩

松
三
郎
・
兼
子
一
一
編
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
六
巻
六
二
頁
か
ら
の
孫
引
)
。

特
異
な
の
は
、
宮
崎
澄
夫
が
、
右
の
如
き
建
物
の
土
地
占
有
者
を
、
「
請
求
ノ
目
的
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
」
に
当
る
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
「
既

判
力
の
主
観
的
範
囲
に
就
て
」
訴
訟
法
学
会
編
「
訴
訟
法
学
の
諸
問
題
」
第
一
輯
昭
和
二
二
年
)
。
官
同
根
義
三
郎
「
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
」
法
学
志

林
四
三
巻
二
号
一
一
一
貝
昭
和
一
六
年
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
簡
略
の
紹
介
で
あ
る
。

論

第
三
章

昭
和
二
二
年
法
律
第
六
一
号

昭
和
一
二
年
憲
法
の
制
定
に
基
い
て
、
多
く
の
法
律
が
改
正
さ
れ
た
。
民
事
訴
訟
法
も
、
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
一
号
に
よ
り
改
正
さ
れ

た
。
し
か
し
、
第
二

O
一
条
と
第
四
九
七
条
ノ
二
と
第
五
一
九
条
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
た
条
文
の
中
に
入
っ
た
。

学

説

史

の

資

料

の

概

観

学
説
史
の
資
料
の
主
な
も
の
は
概
説
書
と
論
文
で
あ
る
。
裁
判
官
の
学
理
上
の
見
解
も
学
説
の
一
種
と
筆
者
は
見
る
か
ら
、
裁
判
理
由
を

も
学
説
史
の
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
判
例
批
評
は
学
説
の
反
映
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
学
説
史
の
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
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に
す
る
。

既
判
力
の
主
観
的
範
囲
に
か
か
わ
り
を
も
っ
論
文
・
解
説
・
判
例
批
評
の
類
い
は
、
戦
後
は
、

た
。
そ
れ
ま
で
は
、
概
説
書
に
依
存
す
る
ほ
か
は
な
い
。
概
説
書
に
つ
い
て
は
、
一
二
ヶ
月
章
「
民
事
訴
訟
法
」

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
基
準
に
関
す
る
学
説
の
曲
り
角
を
予
言
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

一
九
五
五
年
あ
た
り
か
ら
急
に
出
は
じ
め

(
一
九
五
九
年
)
を
期
を
画

ず
る
も
の
と
扱
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

る
。
そ
こ
で
三
ヶ
月
章
以
前
の
概
説
書
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
み
る
。
そ
れ
は
、
論
文
等
が
現
わ
れ
な
い
間
隙
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

戦
後
十
年
ほ
ど
に
世
に
出
た
概
説
書
で
手
許
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
初
版
の
発
行
年
月
順
に
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

者
が
初
版
の
す
べ
て
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
)
。

①
加
藤
正
治
「
民
事
訴
訟
法
要
論
」
(
一
九
四
六
年
八
月
)
、
②
長
尾
章
「
新
民
事
訴
訟
法
概
論
」
(
一
九
四
九
年
一
月
〉
、
③
小
野
木
常
「
民
事
訴
訟

法
及
調
停
法
講
義
」
ハ
一
九
四
九
年
一
月
)
、
@
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
バ
ご
(
一
九
四
九
年
三
月
)
、
⑤
河
本
喜
輿
之
「
新
訂
民
事
訴
訟
法
提
要
」
(
一

九
四
九
年
三
月
〉
、
⑥
小
野
木
常
「
民
事
訴
訟
法
」
(
一
九
四
九
年
九
月
)
、
⑦
野
間
繁
「
民
事
訴
訟
法
学
概
説
」
(
一
九
五

O
年
二
月
)
、
⑨
中
村
宗
雄

「
訂
正
民
事
訴
訟
法
下
巻
」
(
一
九
五

O
年
四
月
)
⑨
菊
井
維
大
「
民
事
訴
訟
法
伺
」
(
一
九
五

O
年
二
月
)
、
⑬
小
野
木
常
「
民
事
訴
訟
法
講
義
」
(
一

九
五
一
年
八
月
)
、
⑪
兼
子
一
「
条
解
民
事
訴
訟
法
E
」
(
一
九
五
一
年
一

O
月
〉
、
⑩
前
野
順
一
「
改
正
強
制
執
行
法
総
論
第
」
〈
一
九
五
二
年
〉
、
⑬

兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
体
系
」
(
一
九
五
四
年
六
月
)
、
⑬
山
木
戸
克
己
「
民
事
訴
訟
法
講
義
」
(
一
九
五
四
年
七
月
)
、
@
菊
井
維
大
「
民
事
訴
訟
法

講
義
」
(
一
九
五
五
年
一
一
月
)
、
⑬
染
野
義
信
「
民
事
訴
訟
法
原
論
」
(
一
九
五
七
年
〉
、
⑪
野
間
繁
「
民
事
訴
訟
法
要
論
」
(
一
九
五
八
年
)
。
中

回
淳
一
「
民
事
訴
訟
法
講
義
上
巻
」
(
一
九
五
四
年
)
は
手
許
に
な
く
参
照
し
な
か
っ
た
。

概
説
書
は
そ
の
性
格
上
ま
と
め
を
記
述
す
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
に
列
、
挙
し
た
概
説
書
の
な
か
で
、

口
頭
弁
論
終
結

後
に
お
け
る
所
謂
係
争
物
の
譲
渡
の
場
合
に
つ
い
て
、
譲
受
人
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
基
準
を
ま
と
め
て
記
述
し
た
も
の
は

数
少
な
い
。
な
に
か
を
承
継
し
た
者
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
「
承
継
人
」
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
な
に
を
こ
の
「
な
に
か
」
と
芳
え
た 筆
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説

か
。
大
別
す
る
と
、
笑
体
法
上
の
地
位
と
と
ら
え
る
も
の
と
訴
訟
法
上
の
地
位
と
と
ら
え
る
も
の
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
前
者
に
属
す

る
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
「
前
主
の
法
律
上
の
地
位
」
(
①
)
、
「
紛
争
の
対
象
た
る
利
益
即
ち
訴
訟
物
で
あ
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
地

「
紛
争
の
対
象
た
る
権
利
関
係
の
主
体
た
る
地
位
」
(
⑮
)
で
あ
り
。
、
後
者
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、

論

位
」
(
⑬
)
、

「
当
事
者
た
る

地
位
、
正
確
に
は
、
訴
訟
追
行
権
の
承
継
」
(
③
⑥
〉
、
「
訴
訟
物
に
関
す
る
当
事
者
の
地
位
」
(
④
〉
、
「
訴
訟
の
目
的
に
関
す
る
当
事
者
の
地

位
」
(
⑦
⑪
)
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
し
か
し
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
と
め
る
た
め
に
、

「
地
位
」
と
い
う
表
現
を
し
た
の
で
あ
る

に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
区
別
ま
で
を
も
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

論
文
・
解
説
・
判
例
評
釈
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
総
括
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
目
録
を
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
を
扱
う

文
献
に
引
用
さ
れ
る
も
の
を
拾
っ
て
、
作
成
し
、
発
表
年
月
順
に
並
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
な
か
に

は
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
つ
い
て
直
接
に
は
触
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

①
伊
東
乾
「
既
判
力
の
範
囲
」
民
事
訴
訟
法
講
座
第
三
巻
七
一
一
ニ
頁
一
九
五
五
年
四
月
、
②
兼
子
一
判
例
研
究
五
巻
一
号
一

O
八
頁
一
九
五
五
年
六
月

(
判
例
⑪
の
批
評
)
、
③
中
田
淳
一
民
商
三
三
巻
一
号
一
九
五
六
年
五
月
(
判
例
⑫
の
批
評
)
、
④
中
田
淳
一
判
評
五
号
〈
判
時
七
六
号
〉
一
九
五
六
年

六
月
(
大
阪
地
判
昭
三

0
・
八
・
二
四
下
民
集
六
巻
八
号
一
六
九
二
頁
l
判
例
⑫
と
同
型
の
事
件
に
つ
き
反
射
効
を
認
め
た
判
例
!
の
批
評
〉
、
⑤
三

宅
多
大
法
曹
時
報
八
巻
一

O
号
一
九
五
六
年
一

O
月
(
判
例
⑫
の
解
説
〉
、
⑥
沢
田
直
也
氏
商
三
五
巻
二
号
一
二
三
頁
一
九
五
七
年
五
月
(
判
例
⑫
の
批

評
)
、
⑦
兼
子
一
法
協
七
四
巻
五
・
六
号
八
七
頁
一
九
五
八
年
七
月
(
判
例
⑫
の
批
評
)
、
③
山
木
戸
克
己
「
訴
訟
物
た
る
実
体
法
上
の
関
係
の
承
継
」

法
七
一
ニ

O
号
四
四
頁
一
九
五
八
年
九
月
、
⑨
三
ヶ
月
章
「
訴
訟
物
を
め
ぐ
る
戦
後
の
判
例
の
動
向
と
そ
の
問
題
」
民
訴
雑
誌
五
号
一
五
七
頁
(
と
く
に

二
二
五
頁
)
一
九
五
八
年
、
⑬
新
堂
幸
司
「
訴
訟
物
の
再
構
成
」
(
コ
了
完
)
法
協
七
五
巻
五
号
四
二
頁
一
九
五
九
年
一
月
、
⑪
上
回
徹
一
郎
「
形
式

的
当
事
者
概
念
と
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
理
論
」
法
と
政
治
一

O
巻
一
号
一
九
五
九
年
三
月
、
⑫
上
回
徹
一
郎
法
と
政
治
一

O
巻
二
号
一
九
五
九
年

六
月
(
判
例
③
の
批
評
〉
、
⑬
上
回
徹
一
郎
「
原
始
取
得
と
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
拡
張
の
限
界
」
法
と
政
治
一

O
巻
三
号
一
九
五
九
年
一

O
月
、
⑬

木
川
統
一
郎
新
報
六
六
巻
一
二
号
一
九
五
九
年
二
一
月
(
判
例
⑫
の
批
評
)
、
⑬
鈴
木
正
裕
「
既
判
力
の
拡
張
と
反
射
的
効
果
」
神
法
九
巻
四
号
一
九

六
O
年
三
月
間
一

O
巻
一
号
一
九
六
O
年
六
月
、
⑬
吉
村
徳
重
「
既
判
力
拡
張
に
お
け
る
依
存
関
係
」
法
政
研
究
九
二
六
巻
四
号
一
九
六

O
年
三
月
間
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口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

二
七
巻
一
号
一
九
六

0
年
同
二
八
巻
一
号
一
九
六
一
年
九
月
、
⑫
小
山
昇
「
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
つ
い
て
」
北
大
法
学
会
論
集
一

O
巻
合
併

号
一
九
六

O
年
三
月
、
⑬
吉
村
徳
重
「
既
判
力
拡
張
と
執
行
力
拡
張
」
法
政
研
究
二
七
巻
二
・
三
・
四
号
一
九
六
一
年
、
⑬
倉
田
卓
次
法
曹
時
報
一
三

巻
五
号
八

O
百
二
九
六
一
年
五
月
(
判
例
⑬
の
批
評
)
、
⑫
三
ヶ
月
章
「
特
定
物
引
渡
訴
訟
に
お
け
る
占
有
承
継
人
の
地
位
」
法
曹
時
報
一
三
巻
六
号
一

九
六
一
年
六
月
、
⑫
村
松
俊
夫
「
訴
訟
と
執
行
か
ら
み
た
占
有
の
承
継
L

新
報
六
八
巻
七
号
一
九
六
一
年
七
月
、
⑫
新
堂
幸
司
「
既
判
力
・
執
行
カ
を

受
け
る
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
と
は
い
か
な
る
範
囲
の
も
の
か
」
法
学
教
室
1
一
九
六
一
年
七
月
、
⑫
中
野
貞
一
郎
民
商
四
五
巻
三
号
一
九
六
一

年
て
一
一
月
(
判
例
⑭
の
批
評
)
、
⑫
平
良
「
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
」
綜
法
五
一
号
}
九
六
二
年
(
筆
者
未
見
)
、
@
上
回
徹
一
郎
「
条
件
附
譲
渡
と
訴

訟
追
行
権
l
判
決
効
拡
張
の
限
界
」
法
と
政
治
一
二
巻
四
号
一
九
六
二
年
一
月
同
一
三
巻
四
号
一
九
六
三
年
一
月
、
⑫
中
田
淳
一
「
既
判
力
(
執
行

力
)
の
主
観
的
範
囲
」
民
事
訴
訟
法
演
習
I
一
九
六
三
年
四
月
、
@
内
藤
正
久
「
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の
被
告
適
格
」
兼
子
一
一
編
実
例
法
学
全
集
民
事

訴
訟
法
上
巻
一

O
三
頁
一
九
六
三
年
一
一
月
、
@
「
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
」
岩
松
三
郎
・
兼
子
一
編
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
六
巻
五
四
頁
一

九
六
三
年
一
二
月
、
⑫
白
川
和
雄
「
既
判
力
・
執
行
力
を
受
け
る
『
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
』
の
範
囲
」
ジ
ュ
リ
三

O
O号
学
説
展
望
一
九
六
四

年
六
月
、
⑧
江
藤
品
川
泰
判
例
百
選
第
二
版
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
尚
2
一
九
六
五
年
三
月
(
大
決
昭
五
・
四
・
二
四
民
集
九
巻
六
号
四
一
五
頁
の
解
説
)
、

@
上
回
徹
一
郎
「
条
件
附
譲
渡
と
既
判
カ
拡
張
」
民
商
五
二
巻
三
号
一
九
六
五
年
六
月
、
@
江
藤
品
川
泰
判
評
一

O
O号
(
判
時
四
七
四
号
)
一
九
六
七

年
四
月
(
判
例
⑫
の
批
評
)
、
⑬
荒
島
正
「
承
継
執
行
文
付
与
に
お
け
る
問
題
点
」
(
全
国
書
協
会
報
二
四
号
一
九
六
八
年
(
筆
者
未
見
)
@
江
藤
紛
泰

「
既
判
力
概
念
の
展
開
」
法
セ
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
市
民
と
国
家
」
の
う
ち
、
一
四
四
号
一
九
六
八
年
三
月
一
四
六
号
同
五
月
一
四
八
号
同
七
月
一

五
O
号
同
九
月
一
五
三
号
同
一
二
月
一
五
四
号
一
九
六
九
年
一
月
一
五
五
号
同
二
月
一
五
六
号
同
三
月
、
⑧
中
務
俊
岡
田
・
川
村
俊
雄
「
口
頭
弁
論
終
結

後
の
承
継
人
と
判
決
の
効
力
」
実
務
民
事
訴
訟
講
座

E
五
一
頁
一
九
六
九
年
六
月
、
⑨
谷
口
安
平
「
判
決
効
の
拡
張
と
当
事
者
適
格
」
中
田
淳
一
還
暦

記
念
民
事
訴
訟
の
理
論
下
巻
一
九
七

O
年
一

O
月
、
⑨
上
回
徹
一
郎
ジ
ュ
リ
四
八
二
号
昭
和
四
五
年
度
重
要
判
例
解
説
一
九
七
一
年
六
月
(
判
例
⑬
の

解
説
)
、
@
新
堂
幸
司
「
訴
訟
当
事
者
か
ら
登
記
を
得
た
者
の
地
位

i
争
点
効
の
主
観
的
範
囲
に
関
す
る
試
論
(
そ
の
二
〉
を
か
ね
て
」
判
評
一
五
二

号
(
判
時
六
回

O
号
)
-
九
七
一
年
一

O
月
判
評
一
五
三
号
(
判
時
六
四
三
号
)
問
}
一
月
、
@
吉
村
徳
重
判
評
一
五
三
号
(
判
時
六
四
三
号
)
一
九

七
一
年
一
一
月
(
判
例
③
の
批
評
)
、
@
上
回
徹
一
郎
判
タ
二
七

O
号
九
O
頁
一
九
七
二
年
二
月
(
判
例
⑨
の
批
評
)
、
@
新
堂
幸
司
続
民
事
訴
訟
法
判

例
百
選
〔
位
〕
一
九
七
二
年
ゴ
一
月
(
判
例
@
の
解
説
〉
、
⑫
上
回
徹
一
郎
続
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
別
〕
一
九
七
二
年
三
月
(
判
例
⑫
の
解
説
〉
、
⑬

上
回
徹
一
郎
(
判
決
効
の
主
観
的
拡
大
に
お
け
る
法
的
安
定
と
手
続
権
保
障
と
の
緊
張
関
係
と
調
和
点
|
既
判
力
と
反
射
効
・
参
加
的
効
力
」
判
タ
二

八
一
号
一
九
七
二
年
一
一
月
、
@
よ
回
徹
一
郎
「
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
理
論
の
再
構
成
」
民
訴
雑
誌
二

O
号
一
九
七
四
年
。
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説

戦

後

判

例

の

E命

1 

不
動
産
の
明
渡

①
建
物
賃
借
入
に
(
賃
貸
借
契
約
解
除
に
基
づ
き
)
建
物
明
渡
を
命
じ
た
確
定
判
決
の
標
準
時
後
に
該
建
物

を
転
借
し
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
る
(
大
阪
高
判
昭
三
九
・
一
・
コ
二
下
民
集
一
五
巻
一
号
一
七
二
頁
〉
。
そ
の
基
準
は
建
物
の
「
占
有
の
承

継
」
で
あ
る
。
そ
の
転
借
権
を
も
っ
て
当
然
に
は
建
物
賃
貸
人
(
案
件
で
は
、
建
物
所
有
者
で
あ
る
こ
と
は
主
張
も
判
断
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
〉
に

(
イ
)

建
物
の
明
渡

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
転
借
入
は
、

「
実
体
法
上
の
占
有
承
継
」
に
よ
り
「
債
務
名
義
の
義
務
者
の
地
位
の
訴
訟
法
的
承

継
人
と
も
な
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
「
義
務
者
の
地
位
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
き
、
右
判
決
は
興
味
あ
る
思
想
を
展
開
し
て

い
る
の
で
、
要
約
し
て
紹
介
し
て
お
く
。

給
付
判
決
の
給
付
命
令
に
よ
り

A
義
務
者
に
対
し
て
強
制
す
る
新
た
な
国
家
権
力
に
基
く
訴
訟
法
的
(
公
法
的
)
義
務
V
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
設
定

さ
れ
た
義
務
は

A
そ
の
原
因
と
な
っ
た
債
権
的
又
は
物
権
的
の
実
体
法
上
の
権
利
義
務
を
素
材
と
し
て
こ
れ
を
捨
象
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
実

体
上
の
権
利
義
務
は
、
こ
こ
で
は
公
法
上
の
権
限
(
執
行
権
限
)
、
公
法
上
の
義
務
(
執
行
受
忍
義
務
)
と
な
V
る
。
特
定
物
の
占
有
の
移
転
を
命
ず

る
債
務
名
義
あ
る
場
合
の

A
義
務
者
の
地
位
は
、
そ
の
者
が
「
そ
の
特
定
の
占
有
目
的
物
の
占
有
に
関
し
て
」
義
務
を
負
担
し
た
地
位
と
解
す
る
を
相

当
と
す
る

o
V
だ
か
ら
、
占
有
の
承
継
人
は
こ
の
負
担
を
も
承
継
す
る
。
し
か
し
、

A
第
三
者
に
対
抗
し
得
ぺ
き
権
利
を
取
得
し
た
占
有
承
継
人
の
利

益
を
信
一
目
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
V

②
和
解
調
書
上
の
無
断
転
貸
・
解
除
な
ど
を
条
件
と
す
る
建
物
明
渡
義
務
が
無
断
転
貸
・
解
除
に
よ
り
確
定
的
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
建

物
転
借
入
は

に
当
る
〈
東
京
高
判
昭
四
八
・
囚
・
}
八
下
民
集
二
四
巻
一
-
|
四
合
併
号
一
一
一
三
頁
〉
。

明
渡
請
求
権
は
債
権
的
請
求
権

「
承
継
人
」
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で
あ
る
が
、
権
利
者
が
建
物
の
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
は
入
物
権
的
請
求
権
の
性
質
も
兼
有

V
し
A
現
在
の
占
有
者
が
右
物
権
的
請
求
権
に

対
す
る
責
任
者
と
し
て
の
適
格
を
有
す
る
者
と
し
て
明
渡
義
務
を
承
継
し
て
い
る

V
と
説
明
す
る

〔
兼
子
説
に
属
す
る
も
の

l
l筆
者
〕
。

③
和
解
調
書
上
の
賃
料
不
払
を
条
件
と
す
る
建
物
明
渡
義
務
が
条
件
成
就
し
て
確
定
的
と
な
っ
た
後
に
建
物
明
渡
義
務
者
た
る
賃
借
人
か

ら
建
物
を
転
借
し
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
る

(
大
阪
高
決
昭
三
四
・
六
・
一
二
下
民
集
一

O
巻
六
号
一
二
三

O
頁
、
建
物
賃
貸
人
は
建
物
所
有
者
で

あ
っ
た
0

)

。
転
借
入
は
賃
借
入
の

「
明
渡
義
務
を
荷
っ
た
占
有
を
特
定
承
継
し
た
も
の
」

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
④
和
解
調
書
上
の

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

条
件
付
建
物
明
渡
義
務
を
負
う
建
物
賃
借
入
か
ら
条
件
成
就
前
に
該
建
物
を
転
借
し
た
者
は
そ
の
後
条
件
が
成
就
し
た
と
き
は
「
承
継
人
」

に
当
る
(
京
都
地
決
昭
四
七
・
了
一

O
判
タ
二
七
五
号
二
二
九
頁
、
建
物
賃
貸
人
は
建
物
所
有
者
で
あ
っ
た
。
)
。
転
借
入
に
対
す
る
執
行
力
の
拡
張
を
否

定
し
て
こ
れ
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
な
い
と
い
う
に
止
ま
っ
て
い
る
。
⑤
確
定
判
決
に
よ
り
建
物
所
有
者
に
建
物
を
明
渡
す

こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
建
物
占
有
者
が
建
物
か
ら
退
去
し
た
後
に
該
建
物
を
占
有
し
た
者
は
、
債
務
者
と
意
思
の
連
絡
な
く
し
て
占
有
を
取
得

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
〈
東
京
高
決
昭
四
四
・
コ
一
・
二
二
判
タ
二
三
八
号
二
二
コ
一
一
呉
〉

〔
村
松
⑫
と
反
対
の
考
え
で
あ
る
〕
。

し
た
と
き
は
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
判
例
は
、
建
物
所
有
者
の
明
渡
請
求
に
つ
い
て
は
、
明
渡
し
の
「
目
的
物
」
た
る
建
物
の
「
占
有
」
に
「
承
継
」
が

あ
る
場
合
に
、
占
有
承
継
人
に
「
明
渡
義
務
の
承
継
」
を
実
質
的
に
認
め
て
い
る
〔
兼
子
説
の
拡
張
的
な
影
響
と
見
ら
れ
る
〕
。

(

ロ

)

土
地
の
明
渡

土
地
明
渡
は
地
上
建
物
収
去
土
地
明
渡
と
い
う
場
合
が
多
い
。

A 

判
決
に
よ
り
土
地
所
有
者
に
明
け
渡
す
べ
き
場
合

地
上
建
物
の
所
有
権
の
承
継
取
得
の
場
合

⑥
建
物
収
去
土
地
明
渡
が
土
地
賃
貸
借
契
約
終
了
を
理
由
と
す
る
と
き
で
も
、
競
落
に
よ
り
建
物
を
取
得
し
て
「
土
地
の
占
有
を
承
継
し

(
東
京
高
決
昭
四
一
・
四
・
一
二
下
民
集
一
七
巻
二
了
四
合
併
号
二
三
六
頁
、
土
品
川
賃
貸
人
は
土
地
所
有
者
で
あ
っ

(

i

)

 

た
」
者
は
「
承
継
人
」
に
当
る

た
。
〉
。
⑦
賃
貸
借
終
了
を
原
因
と
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
を
命
ず
る
判
決
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
該
建
物
の
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
経
た
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説

旦
顕
弁
論
終
結
前
に
停
止
条
件
付
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
と
は
い

者
は
、

え
な
い
(
甲
府
地
都
留
支
判
昭
四
一
・
一
一
・
二
五
下
民
集
一
七
巻
一
一
・
一
二
合
併
号
一
一
七
五
頁
、
土
地
賃
貸
人
は
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
。
)
。
対
抗

論

カ
自
体
は
本
登
記
の
時
か
ら
生
ず
る
と
い
う
の
が
近
時
の
多
数
有
力
説
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑧
建
物
所
有
権
の
移
転
が
(
停
止
条
件

付
き
で
な
く
)
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
の
訴
え
の
提
起
前
に
存
し
、
そ
の
登
記
が
右
請
求
の
認
諾
調
書
成
立
後
に
な
さ
れ
た
と
き
は
、
こ

の
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
東
京
地
判
昭
四
六
・
一

0
・
一
四
判
時
六
五
六
号
七
六
頁
)
。
問
題
た
る
べ
き
「
土
地
の
占
有
の
承
継
」
は
、

土
地
「
所
有
権
の
移
転
の
時
期
」
を
も
っ
て
判
断
す
べ
き
で
、
対
抗
要
件
の
有
無
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
判
例
⑦
に
お
い
て

は
、
代
物
弁
済
契
約
の
完
結
時
と
口
頭
弁
論
終
結
時
と
が
同
じ
頃
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
判
例
⑥
に
よ
れ
ば
、
収
去
明
渡
請
求
の
訴
え
の

被
告
適
格
は
未
だ
登
記
な
き
建
物
譲
受
人
に
本
来
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
⑨
(
土
地
所
有
権
に
基
づ
く
)
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
を
認
容

し
た
確
定
判
決
の
基
準
時
前
に
該
建
物
の
所
有
権
を
譲
り
受
け
仮
登
記
を
経
た
者
は
、
基
準
時
後
に
本
登
記
を
し
た
と
き
で
も
、
「
承
継

人
」
に
当
ら
な
い
(
最
判
昭
四
九
・
一

0
・
二
四
判
時
七
六
O
号
五
六
頁
)
。
建
物
譲
渡
人
は
「
所
有
権
を
侵
害
す
る
家
屋
を
所
有
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
土
地
を
占
拠
す
る
者
」
で
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
建
物
譲
渡
人
に
対
し
て
は
物
上
請
求
権
を
行
使
し
て
地
上
家
屋
の
収
去
を
求
め

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
右
基
準
時
前
に
譲
受
人
が
被
告
た
る
べ
き
者
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
判
例
⑨
は

第
一
小
法
廷
で
三
対
二
の
多
数
に
よ
り
決
せ
ら
れ
た
。
少
数
説
は
、
譲
渡
人
は
登
記
名
義
人
で
あ
る
間
は
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
義
務
を
負

い
得
ベ
き
者
で
あ
り
、
譲
受
人
は
基
準
時
後
に
「
確
定
判
決
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
承
継
し
た
も
の
」
と
し
て
、
収
去
明
渡

の
執
行
を
受
忍
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
っ
た

〔
む
し
ろ
、
多
数
説
の
物
上
請
求
権
訴
訟
の
当
事
者
適
格
論
か
ら
、
少
数
説
の
承
継
人

該
当
の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
え
る
〕
。
⑮
判
例
⑨
と
同
一
の
事
件
に
つ
き
、
建
物
の
所
有
権
の
移
転
の
時
は
代
金
完
済
の
時
と
す

る
旨
の
特
約
が
存
し
た
こ
と
と
代
金
完
済
が
基
準
時
後
で
あ
っ
た
こ
と
と
が
認
定
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、
所
有
権
取
得
が
基
準
時
後
で
あ
っ

た
と
き
は
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
譲
受
人
が
譲
渡
人
か
ら
承
継
し
、
建
物
譲
受
人
は
「
承
継
人
」
に
当
る
と
さ
れ
た
(
最
判
昭
五
二
・
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一
二
・
二
三
判
時
八
八
一
号
一

O
五
頁
、
第
二
小
法
廷
)
。

地
上
建
物
の
賃
借
権
の
承
継
取
得
の
場
合

⑪
建
物
収
去
土
地
明
渡
を
命
ず
る
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
右
建
物
を
賃
借
し
た
者
は
、
右
債
務
名
義
の
強
制
執
行
の
「
債
務
者
と
な

る
」
も
の
で
あ
る
〈
大
阪
高
判
昭
三
五
・
三
・
三
O
高
刑
集
三
ニ
巻
三
号
二
四
O
頁
、
土
地
賃
貸
人
は
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
。
〉
O

⑫
右
基
準
時
前
に
右

(一

U
〉

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

土
地
を
転
借
し
建
物
を
所
有
す
る
者
か
ら
転
借
権
・
建
物
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
も
し
く
は
建
物
を
賃
借
し
た
者
に
右
確
定
判
決
の
反
射

効
が
及
ぶ
と
す
る
法
理
上
の
根
拠
は
乏
し
い
〈
最
判
昭
コ
二
・
七
・
二
O
民
集
一

O
巻
八
号
九
六
五
頁
〉
。

⑬
土
地
賃
貸
借
終
了
を
理
由
と
す
る

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の
係
属
中
に
右
建
物
を
賃
借
し
た
者
は
、
民
訴
法
七
四
条
の
「
債
務
ヲ
承
継
シ
タ
ル
」
者
に
当
る

四
一
・
三
・
二
二
民
集
二
O
巻
三
号
四
八
四
頁
、
土
地
賃
貸
人
は
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た

01
こ
の
者
は

A
当
該
紛
争
の
主
体
た
る
地
位
を
土
地
賃
借

人
か
ら
承
継
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら

V
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
根
拠
は
、
建
物
所
有
者
は
建
物
収
去
義
務
を

負
い
、
収
去
義
務
は
「
建
物
か
ら
立
ち
退
く
義
務
」
を
包
含
し
、
収
去
義
務
の
存
否
に
関
す
る
紛
争
の
う
ち
建
物
か
ら
の
退
去
に
か
か
る
部

分
は
、
建
物
賃
借
入
が
建
物
及
び
建
物
敷
地
の
占
有
を
承
継
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
物
賃
借
入
の
土
地
所
有
者
に
対
す
る
退
去
義
務
の
存

否
に
関
す
る
紛
争
と
い
う
型
態
を
と
っ
て
、
土
地
所
有
者
と
建
物
質
借
入
の
聞
に
移
行
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
判
例
⑬
は
、
右
訴
訟
の
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
右
建
物
を
賃
借
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
承
継
執
行
文
に
よ
り
退
去
の

執
行
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
〔
兼
子
説
に
思
考
構
造
が
似
て
い
る
〕
。

(
最
判
昭

(
日
山
)

土
地
所
有
権
の
承
継
取
得
の
場
合

⑬
建
物
収
去
土
地
明
渡
を
命
ず
る
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
土
地
所
有
権
を
共
同
相
続
し
た
者
は
、
「
承
継
人
」
と
し
て
、
右
訴
訟
の
被

告
が
他
の
共
同
相
続
人
の
持
分
を
取
得
し
た
と
き
で
も
、
こ
の
者
に
対
し
て
右
判
決
の
執
行
が
で
き
る
(
最
判
昭
三
六
・
三
・
二
民
集
一
五
巻
三

号
三
三
七
頁
)
。
こ
の
者
は
、
共
有
権
者
で
あ
る
と
同
時
に
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
と
い
う
不
可
分
債
権
の
準
共
有
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
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説

両
権
利
は
こ
の
場
合
混
同
を
生
ぜ
ず
、
民
法
四
二
九
条
の
法
意
に
従
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑬
建
物
収
去
・
退
去
敷
地
明
渡
請
求
棄
却
の
確

定
判
決
(
土
地
転
借
権
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
)
の
基
準
時
後
に
敷
地
所
有
権
を
買
い
受
け
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
〈
東
京
地
判
昭
四

三
・
二
・
二
六
判
タ
二
一
二
号
一
八
五
頁
)
。
所
有
物
返
還
請
求
権
の
成
立
要
件
は
付
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
こ
と
、
円
円
相
手
方
が
物
を
占
有
す

る
こ
と
、
何
回
物
の
占
有
者
が
所
有
者
に
対
抗
で
き
る
占
有
権
原
を
有
し
な
い
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
、
敷
地
所
有
権
譲
受
人
は
、
付
の
要
件
を

論

ωの
要
件
に
変
動
が
な
く
、
同
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
土
地
賃
貸
借
関
係
は
対
人
的
な
債
権
関
係
で
あ
る
か
ら
、
土
地
譲
渡
人
と

賃
借
入
の
聞
と
は
別
個
に
土
地
譲
受
人
と
賃
借
入
の
聞
に
こ
の
要
件
の
存
否
が
紛
争
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
点
に
つ
い

承
継
し
、

て
は
右
確
定
判
決
は
解
決
基
準
に
な
ら
な
い
の
で
、
譲
渡
人
と
「
同
視
す
べ
き
地
位
」
を
承
継
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
〔
賃
借
権
が
譲
渡
人
に
は
対
抗
で
き
て
も
譲
受
人
に
は
対
抗
で
き
な
い
場
合
を
併
せ
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
1

1
筆
者
〕
。

和
解
・
調
停
の
調
書
上
土
地
所
有
者
に
明
け
渡
す
べ
き
場
合

和
解
調
書
・
調
停
調
書
上
の
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
は
期
限
付
ま
た
は
条
件
付
の
場
合
が
多
い
。

B 
(

i

)

 

地
上
建
物
の
所
有
権
の
承
継
取
得
の
場
合

⑬
土
地
所
有
者
と
土
地
賃
借
入
の
聞
の
和
解
調
書
に
定
め
る
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
期
限
経
過
後
に
該
建
物
を
譲
り
受
け
た
者
は
「
承

継
人
」
に
当
る
(
東
京
高
判
昭
二
八
・
七
・
一
四
東
高
民
時
報
四
巻
三
号
八
八
頁
〉
。
和
解
当
事
者
た
る
前
主
の
建
物
収
去
義
務
に
は
影
響
が
な

い
、
と
付
け
加
え
て
い
る
。
⑪
和
解
の
当
事
者
(
土
地
所
有
者
と
土
地
賃
借
入
で
あ
っ
た
ω

か
ら
地
上
建
物
の
所
有
権
並
び
に
土
地
賃
借
権
を
転

転
譲
り
受
け
た
者
が
土
地
賃
料
を
滞
納
し
て
明
渡
義
務
の
条
件
が
成
就
し
た
と
き
は
、
そ
の
一
昨
卦
が
い
建
物
を
賃
借
し
た
者
に
対
し
て
も
、

承
継
執
行
文
の
付
与
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
最
判
昭
二
六
・
四
・
一
三
民
集
五
巻
五
号
二
四
二
一
貝
)
。
右
建
物
賃
借
入
は
前
主
か
ら
建
物
を
賃

借
し
て
居
住
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
敷
地
を
占
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
敷
地
占
有
は
前
主
の
敷
地
占
有
に
基
き
取
得
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
種
の
承
継
で
あ
り
、
建
物
賃
借
入
が
和
解
調
書
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
は
な
い
、
と
い
う
の
で
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あ
る
。
条
件
成
就
前
の
承
継
で
も
「
承
継
人
」
に
当
る
と
し
た
点
が
眼
を
惹
く
。
⑮
土
地
所
有
者
と
土
地
賃
借
入
と
の
聞
の
建
物
収
去
土
地

明
渡
の
期
限
を
一
定
日
ま
で
猶
予
す
る
旨
を
定
め
た
調
停
調
書
の
成
立
後
期
限
到
来
前
に
建
物
が
競
落
さ
れ
、
こ
の
競
落
人
か
ら
建
物
を
買

い
受
け
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
横
浜
地
判
昭
三
六
・
三
・
一
一
三
下
民
集
一
二
巻
三
号
五
八
三
頁
〉
。

A
A
調
停
後
建
物
の
所
有
者
の
変
動

と
い
う
よ
う
な
新
た
な
事
実
関
係
が
生
じ
た
と
き
は
、
も
は
や
既
判
力
の
問
題
の
生
ず
る
余
地
な
く
建
物
の
新
所
有
者
と
土
地
所
有
者
と
の

法
律
関
係
は
、
建
物
の
旧
所
有
者
と
土
地
所
有
者
と
の
関
係
と
は
ま
た
別
個
に
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
然
同
一
関
係
が
引
き
つ
が

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

o
V
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑬
賃
料
不
払
・
解
除
と
い
う
調
停
調
書
上
の
収
去
明
渡
義
務
の
条
件
が
目
的
建
物

の
所
有
権
の
譲
渡
後
に
成
就
し
た
場
合
、
調
書
上
に
権
利
者
が
土
地
所
有
者
で
あ
る
旨
の
記
載
が
存
し
な
い
と
き
は
、
建
物
譲
受
人
は
「
承

継
人
」
に
当
ら
な
い
(
大
阪
地
判
昭
四
六
・
囚
・
二
三
判
タ
二
七
四
号
二
六
一
一
貝
)
。
明
渡
請
求
権
が
賃
貸
借
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
請
求
の
よ
う

な
債
権
的
請
求
権
で
あ
る
場
合
に
は
、
相
手
方
と
な
る
資
格
の
あ
る
の
は
賃
貸
借
の
借
主
に
限
ら
れ
、
借
主
が
現
在
目
的
物
を
占
有
し
て
い

る
か
否
か
は
関
係
は
な
い
の
で
、
建
物
譲
受
人
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
〔
中
田
@
と
同
じ
思
考
で
あ
る
〕
。
@
判
例
⑬
の
場

合
に
は
、
条
件
成
就
前
の
所
有
権
の
譲
受
け
で
あ
る
か
ら
、
調
停
調
書
執
行
力
発
生
前
の
承
継
の
問
題
で
あ
る
〈
大
阪
高
判
昭
四
六
・
一
一
・

三
O
判
時
六
六
一
号
五
三
頁
、
判
タ
二
七
七
号
一
五
九
頁
l
破
棄
差
戻
。
こ
の
判
決
は
い
う
。
調
停
調
書
の
場
合
に
は
そ
の
執
行
力
の
承
継
の
範
囲
の
判
定
の

た
め
に
訴
訟
物
的
基
準
を
用
い
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
適
当
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
も
、
請
求
権
が
物
権
的
か
債
権
的
か
で
区
別
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

り
、
入
給
付
命
令
の
も
つ
効
力
の
性
格
は
、
も
は
や
訴
訟
物
た
る
私
権
が
本
来
実
体
法
関
係
で
持
つ
効
力
と
は
同
視
し
得
る
も
の
で
は
な
い

o
V
Aす
で
に
そ
の

執
行
目
的
物
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
右
目
的
物
が
債
務
者
か
ら
離
脱
し
、
第
三
者
の
子
に
帰
し
た
と
き
で
も
、
な
お
そ
の
第
三
者
に
対
し

て
執
行
力
の
追
及
が
強
制
的
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
執
行
力
自
体
が
前
記
の
よ
う
に
私
権
そ
の
ま
ま
の
効
力
で
な
く
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
は

何
時
で
も
絶
対
関
係
へ
の
発
展
の
力
を
秘
め
た
も
の
と
見
ら
れ
得
る
以
上
、
と
の
追
及
効
に
も
、
一
種
の
絶
対
的
効
力
を
想
定
し
て
も
よ
く
、
第
三
者
が
こ

れ
を
免
れ
得
る
の
は
、
金
銭
や
動
産
等
の
場
合
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
原
始
的
権
利
取
得
を
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
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説

過
一
言
で
な
い

ovv
。
@
土
地
所
有
者
と
土
地
賃
借
入
の
聞
の
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
和
解
調
書
成
立
秘
の
明
渡
期
限
到
来
骨
の
建
物
譲
受
人

は
、
和
解
成
立
前
に
設
定
・
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
の
実
行
た
る
競
売
に
お
い
て
競
落
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
東

論

京
地
決
昭
四
七
・
一
・
二
五
判
タ
ニ
七
七
号
二
七
八
頁
)
。

A
A
競
落
人
は
、
建
物
所
有
者
と
し
て
土
地
所
有
者
の
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
を
争

う
こ
と
の
で
き
る
地
位
を
、
建
物
所
有
者
た
る
和
解
当
事
者
か
ら
、
該
所
有
権
の
取
得
と
と
も
に
「
承
継
」
し
た
わ
け
で
あ
る

V
が
他
面
抵

当
権
者
が
和
解
に
よ
り
対
抗
を
受
け
な
い
地
位
を
も
「
承
継
」
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

(一

U
)

地
上
建
物
の
賃
借
権
の
承
継
取
得
の
場
合

@
和
解
調
書
が
定
め
る
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
期
限
経
過
後
に
該
建
物
を
賃
借
し
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
た
る

「
占
有
を
承
継
」
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
@
土
地
所
有
者
と
土
地
賃
借
人
の
聞
の
調
停
調
書
が
定
め
る
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
期
限
経

過
前
調
書
成
立
後
に
建
物
質
借
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
調
停
成
立
前
に
調
停
当
事
者
か
ら
建
物
を
賃
借
し
て
い
た
者
か
ら
賃
借
権
を
譲
り

(
判
例
⑬
〉
。
建
物
の

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
ハ
札
幌
地
判
昭
三
九
・
一
一
了
一
八
判
タ
一
七
四
号
二
ハ
一
頁
。
こ
の
判
決
は
、
調
停
成
立

受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

後
に
建
物
の
占
有
を
債
務
者
か
ら
取
得
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

A
こ
れ
に
よ
り
そ
の
敷
地
の
占
有
を
も
債
務
者
か
ら
承
継
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
、
債
務
者
の
負
担
す
る
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
の
範
囲
内
で
の
債
務
名
義
の
効
力
を
受
け
、
占
有
建
物
か
ら
退
去
し
て
そ
の
敷
地
明
渡
義
務
を
債
権
者

に
対
し
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
V
と
述
べ
て
い
る
。
)
。

土
地
賃
借
入
に
明
け
渡
す
べ
き
場
合

@
建
物
収
去
転
借
土
地
明
渡
を
命
ず
る
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
転
借
入
か
ら
そ
の
所
有
す
る
地
上
建
物
を
譲
り
受
け
た
者
か
ら
該
建
物

を
譲
り
受
け
た
者
及
び
こ
の
者
か
ら
該
建
物
を
賃
借
し
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
大
阪
地
判
昭
四
七
・
九
・
一
一
判
時
七
O
一
号
九
三

頁
)
。
土
地
賃
借
入
の
土
地
明
渡
請
求
権
は
債
権
的
請
求
権
に
属
し
、
土
地
転
借
入
の
明
渡
義
務
は
土
地
借
主
た
る
地
位
に
伴
い
、
賃
貸
目

的
物
の
占
有
者
が
何
人
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
段
の
事
情
な
き
限
り
、
明
渡
請
求
の
被
告
適
格
は
賃
貸
借
契
約
の
借
主
に
限
ら
れ
、
転
借

C 
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人
は
土
地
借
主
た
る
地
位
を
建
物
譲
受
人
に
移
転
し
て
い
な
い
か
ら
、
土
地
の
占
有
を
移
転
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
建
物
譲
受
人
及
び

建
物
賃
借
入
に
既
判
力
が
当
然
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
(
そ
し
て
、
賃
借
入
は
土
地
所
有
者
に
代
位
し
て
所
有
権
に
基
づ

く
土
地
明
渡
請
求
を
土
地
転
借
入
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
)
。

2 

登
記
の
移
転
・
抹
消

(
イ
)

登
記
の
移
転

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

@
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
命
ず
る
確
定
判
決
の
基
準
時
前
に
目
的
不
動
産
を
買
い
受
け
基
準
時
後
に
所
有
権
移
転
登
記

を
経
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
る
ハ
京
都
地
判
昭
三
八
・
二
・
二
五
金
融
法
務
三
四
二
号
八
頁
〉
。
右
判
決
事
件
の
勝
訴
原
告
は
確
定
判
決
を
得
た
だ

け
で
は
登
記
と
同
じ
対
抗
力
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
二
重
売
買
の
後
の
買
受
人
は
右
判
決
の
基
準
時
に
は
登
記
を
得
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
そ
の
所
有
権
を
先
の
買
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
後
の
買
受
人
は
、
前
の
先
の
買
受
人
に
対

す
る
「
登
記
義
務
を
も
承
継
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
最
判
に
よ
れ
ば
、
⑧
右
の
如
き
場
合
に
お
い
て
は
、

A
A
ひ
っ

き
ょ
う
不
動
産
の
二
重
売
買
に
基
づ
く
紛
争
に
外
な
ら
ず

V
Aい
ず
れ
が
そ
の
所
有
権
取
得
を
相
手
方
に
対
抗
で
き
る
か
は
登
記
の
先
後
に

よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
る

V
(最
判
昭
四
一
・
六
・
二
判
時
四
六
四
号
二
五
頁
〉
。
@
所
有
権
移
転
登
記
請
求
認
諾
調
書
上
の
登
記
義
務
者
か
ら

相
続
に
よ
る
移
転
登
記
を
経
た
者
か
ら
買
受
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
を
得
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い

(
広
島
高
判
昭
三
二
・
九

八
判
時
-
三
四
号
二
三
頁
)
。
認
諾
調
書
上
の
登
記
権
利
者
は
登
記
な
く
し
て
は
右
買
受
人
に
対
し
て
対
抗
で
き
ず
、
登
記
権
利
者
か
ら
所
有

権
を
譲
り
受
け
た
者
も
、
登
記
を
経
ず
し
て
は
、
右
買
受
人
が
「
承
継
人
」
た
る
こ
と
を
主
張
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
@
買
戻
し
を

原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
命
ず
る
確
定
判
決
の
基
準
時
前
に
目
的
不
動
産
に
仮
差
押
え
の
登
記
が
あ
り
こ
れ
が
本
差
押
え
に
移
行
し

た
場
合
は
、
右
判
決
の
基
準
時
後
の
強
制
競
売
の
申
立
登
記
に
基
づ
く
強
制
競
売
の
手
続
に
お
い
て
目
的
不
動
産
を
競
落
し
登
記
を
得
た
者

で
も
、
そ
の
者
が
右
確
定
判
決
に
よ
る
移
転
登
記
義
務
者
で
あ
っ
て
も
、

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
東
京
高
判
昭
四
八
・
五
・
一
一
二
判
時
七
O
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説

八
号
三
入
頁
)
。
こ
の
者
は
移
転
登
記
義
務
を
承
継
す
る
も
の
で
は
な
く
、
買
戻
し
の
特
約
は
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
買
戻

論

し
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
は
仮
差
押
え
の
後
で
あ
っ
た
か
ら
、
右
確
定
判
決
に
よ
る
登
記
権
利
者
の
所
有
権
取
得
は
こ
の
者
に
対
抗
で
き
な

い
、
と
説
明
し
て
い
る
。
@
所
有
権
移
転
(
本
)
登
記
を
命
ず
る
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
目
的
不
動
産
を
被
告
か
ら
買
い
受
け
登
記
を
経

た
者
は
、
右
判
決
に
よ
る
登
記
権
利
者
が
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
有
し
て
い
た
と
き
で
も
、

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い

阪
高
判
昭
三
七
・
五
・
コ
二
下
民
集
一
三
巻
五
号
一
一
四
九
頁
)
。
第
一
の
譲
受
人
は
登
記
な
く
し
て
第
二
の
譲
受
人
に
そ
の
所
有
権
取
得
を
対
抗

で
き
な
い
か
ら
、
第
二
の
譲
受
人
は
第
一
の
譲
受
人
の
所
有
権
取
得
を
承
認
し
な
い
限
り
、
譲
渡
人
の
承
継
人
と
は
な
し
得
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
(
と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
決
は
、
仮
登
記
権
利
者
が
確
定
判
決
に
基
づ
き
本
登
記
を
市
請
す
る
に
つ
い
て
後
順
位
登
記
権
利
者
た
る
第
二
の
譲
受
人
に
対

し
同
意
を
命
ず
る
判
決
を
求
め
た
請
求
を
理
由
あ
り
と
認
め
て
い
る
〉
。
@
所
有
権
移
転
(
本
)
登
記
を
な
す
こ
と
を
定
め
た
和
解
調
書
成
立
後
に

目
的
不
動
産
に
つ
き
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
得
た
者
は
和
解
調
書
上
の
登
記
義
務
者
の
「
承
継
人
」
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
〈
京
都
地
決
昭
三
七
・
三
・
六
下
民
集
一
三
巻
三
号
三
六

O
頁
〉
。
こ
の
者
は
登
記
権
利
者
の
た
め
に
本
登
記
を
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は

な
く
、
右
本
登
記
に
つ
き
承
諾
を
与
え
る
義
務
を
負
う
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
登
記
義
務
に
つ
き
債
務
名
義
が
成
立
し
た
後
に
、
登
記

承
諾
義
務
が
発
生
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
義
務
の
本
質
は
仮
登
記

義
務
者
か
ら
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
の
登
記
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、

の
効
力
の
ゆ
え
に
中
間
処
分
が
排
除
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
も
の
即
ち
仮
登
記
を
本
登
記
に
改
め
る
際
に
障
害
と
な
る
自
己
の
権
利
を

排
除
す
べ
き
義
務
で
あ
っ
て
、
か
か
る
義
務
は
、
登
記
義
務
者
か
ら
所
有
権
移
転
登
記
を
受
け
た
者
に
は
、
あ
る
い
は
本
登
記
を
す
る
義

務
、
あ
る
い
は
自
分
の
登
記
を
抹
消
す
る
義
務
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
受
け
た
者
に
は
承
諾
義
務
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
@
代
物
弁
済
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
命
ず
る
確
定
判
決
に
基
づ
き
移
転
登
記

を
経
た
者
か
ら
目
的
不
動
産
を
買
い
受
け
て
登
記
を
得
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
〈
大
阪
高
判
昭
四
五
・
五
・
一
四
高
民
集
二
三
巻
二
号

二
五
九
頁
)
。
こ
の
者
は
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
を
承
継
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
(
そ
こ
で
、
確
定
判
決
に
よ
る
登
記
義
務
者 (大
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が
こ
の
者
に
対
し
て
こ
の
者
の
得
た
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
こ
と
は
、

右
確
定
判
決
の
既
判
カ
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
る
〉
。
@
売
買
を

原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
命
ず
る
確
定
判
決
が
あ
っ
た
訴
訟
の
基
準
時
前
に
登
記
義
務
者
か
ら
贈
与
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登

記
を
得
た
者
は
、
登
記
名
義
が
全
く
外
形
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
了
承
し
、
登
記
義
務
者
敗
訴
の
結
果
を
甘
受
す
る
つ
も
り
で
い
た
と

き
は
、
単
に
前
訴
の
当
事
者
の
た
め
に
登
記
名
義
人
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
請
求
の
目
的
物
の
所
持
者
に
準
じ
、
こ
れ
に
既
判
力
を
及

ぼ
す
類
推
解
釈
が
可
能
で
あ
る
〈
大
阪
高
判
昭
四
六
・
四
・
八
判
時
六
三
三
号
七
三
頁
。
既
判
力
を
及
ぼ
す
と
は
、
右
の
形
式
上
の
登
記
名
義
人
は
、
前

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

訴
の
当
事
者
間
の
売
買
を
否
定
し
て
、
確
定
判
決
に
よ
る
登
記
権
利
者
が
求
め
る
移
転
登
記
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
)

門
事
案
が
基
準
時
後
の
贈
与
で
あ
っ
た
場
合
に
、
や
は
り
、
請
求
の
目
的
物
の
所
持
者
に
準
じ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
承
継
人
」
に
当
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
か
〕
。

〈

ロ

)

登
記
の
抹
消

所
有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求
訴
訟
は
し
ば
し
ば
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
と
併
合
提
起
さ
れ
る
。
@
土
地
所
有
権
者
が
非
所
有
者
の
名
義
の

登
記
の
抹
消
を
求
め
る
請
求
を
認
容
し
た
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
該
土
地
を
登
記
名
義
人
か
ら
買
い
受
け
移
転
登
記
を
得
た
者
は
「
承
継

人
」
た
る
地
位
を
免
れ
な
い
(
大
阪
高
判
昭
四
七
・
八
・
二
下
民
二
三
巻
五
|
八
合
併
号
四
一
四
頁
〉
。

す
な
わ
ち
、

登
記
名
義
人
か
ら
移
転
を
受

け
た
登
記
を
抹
消
す
べ
き
義
務
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ハ
向
上
)
。
た
だ
し

A
承
継
の
原
因
と
な
っ
た
契
約
そ
の
他
法
律
関
係
変
動
の

原
因
事
実
の
実
体
法
的
性
質
上
、
第
三
者
と
し
て
、
被
承
継
人
の
有
し
な
い
独
自
の
地
位
を
取
得
す
る
関
係
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

独
自
の
地
位
に
も
と
づ
く
法
律
効
果
の
主
読
ま
で
も
既
判
力
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

V
(向
上
回
二
一
頁
。
事
案
に
つ
い
て
は
、

承
継
人
が
民
法
九
四
条
第
二
項
に
い
う
善
意
の
第
三
者
に
当
る
こ
と
を
主
張
し
て
既
判
力
を
免
れ
る
こ
と
を
認
め
た
〉
。
@
土
地
所
有
権
者
が
非
所
有
者

の
名
義
の
登
記
の
移
転
を
求
め
る
請
求
を
認
容
し
た
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
該
土
地
を
強
制
競
売
で
競
落
し
そ
の
登
記
を
経
た
者
は
、
非

所
有
者
の
登
記
名
義
が
通
謀
虚
偽
表
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
善
意
で
あ
っ
た
と
き
は
、

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
長
判
昭
四
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説

右
非
所
有
者
の
登
記
移
転
義
務
を
承
継
す
る
も
の
で

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
〈
事
案
に
つ
い
て
は
、
承
継
執
行
文
に
よ
り
執
行
さ
れ
た
移
転
登
記
を
無
効
と
し
、
善
意
取
得
者
の
真
正
の
名
義
回
復
の
た
め
の
普

八
・
六
・
二
一
民
集
二
七
巻
六
号
七
一
二
頁
〉
。

こ
の
者
は
実
体
法
上
所
有
権
を
取
得
し
、

論

意
取
得
者
へ
の
移
転
登
記
を
認
め
た
〉
。
@
新
築
建
物
所
有
者
が
建
物
保
存
登
記
の
名
義
を
貸
し
て
く
れ
た
者
の
名
義
の
保
存
登
記
の
抹
消
を
求

め
る
請
求
を
認
容
し
た
確
定
判
決
の
基
準
後
に
保
存
登
記
名
義
人
か
ら
該
建
物
を
買
い
受
け
所
有
権
移
転
の
登
記
を
得
た
者
は
、
保
存
登
記

名
義
人
が
無
権
利
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
菩
意
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
と
き
は
、

「
承
継
人
」
に
当
る
(
最
判
昭
五
四
・
一
・
三

O
判
時
九

八
号
六
七
頁
。
事
案
に
つ
い
て
は
、
承
継
執
行
文
の
付
与
を
受
け
て
承
継
人
名
義
の
登
記
を
抹
消
し
、
さ
ら
に
、
保
存
登
記
を
抹
消
し
て
も
、
直
接
に
真
の

権
刺
者
の
所
有
名
義
が
登
記
簿
上
実
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
真
正
の
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
詰
求
を
す

る
訴
え
の
利
益
は
右
確
定
判
決
の
存
在
に
よ
り
欠
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
)
。

3 

確
認
訴
訟
の
判
決

@
家
屋
登
記
名
義
人
に
対
す
る
家
屋
所
有
権
確
認
請
求
を
認
容
す
る
確
定
判
決
の
基
準
時
恥
に
該
家
屋
を
右
名
義
人
か
ら
代
物
弁
済
に
よ

り
取
得
し
基
準
時
後
に
所
有
権
移
転
登
記
を
得
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
る
(
大
阪
地
判
昭
四
一
・
四
・
二
七
判
タ
一
九
一
号
一
一
二
頁
〉
。
そ
の

意
味
は
、
前
主
敗
訴
の
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
、
既
判
力
を
是
認
す
る
ほ
か
な
く
、
自
己
の
所
有
権
を
右
判
決
を
得
た
原
告
に
対
し
て
主

張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
@
土
地
所
有
権
者
の
非
所
有
者
た
る
登
記
名
義
人
に
対
す
る
所
有
権
確
認
請
求
を
認
容
し

た
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
該
土
地
を
登
記
名
義
人
か
ら
買
い
受
け
移
転
登
記
を
得
た
者
は
「
承
継
人
」
た
る
地
位
を
免
れ
な
い

(
判
例
③

の
判
決
)
。
そ
の
意
味
は
、
こ
の
者
は
右
判
決
の
原
告
が
該
土
地
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
向
上
四

二
04宙
開
)
。
た
だ
し
、
自
己
の
独
自
の
地
位
に
も
と
づ
く
法
律
効
果
の
主
張
ま
で
も
既
判
力
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
(
向

上
四
二
一
頁
)
。
@
新
築
建
物
所
有
者
の
建
物
保
存
登
記
の
名
義
を
貸
し
て
く
れ
た
者
に
対
す
る
所
有
権
確
認
請
求
を
認
容
し
た
確
定
判
決
の

基
準
時
後
に
保
存
登
記
名
義
人
か
ら
該
建
物
を
買
い
受
け
所
有
権
移
転
の
登
記
を
得
た
者
は
、
保
存
登
記
名
義
人
が
無
権
利
者
で
あ
っ
た
こ
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と
に
つ
き
善
意
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
と
き
は
、

「
承
継
人
」
に
当
る
(
判
例
⑧
の
判
決
〉
。

4 

そ
の
他

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

債
権
譲
渡
・
債
務
引
受
⑮
約
束
手
形
金
七
五
万
円
を
支
払
う
こ
と
を
定
め
た
和
解
調
書
の
上
の
債
権
者
か
ら
該
債
権
を
譲

り
受
け
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
る
(
東
京
地
判
昭
四
0
・
三
・
二
九
判
時
四
一
四
号
四
O
頁
〉
。
承
継
執
行
文
を
得
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
債
務
者
に
対
し
給
付
の
訴
え
を
起
こ
す
利
益
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑩
売
掛
代
金
の
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
確
定
後
に
該
債

務
を
重
畳
的
に
引
き
受
け
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
長
崎
地
判
喧
三
・
一
一
了
三
判
時
二
三
号
二
四
頁
)
。
重
畳
的
債
務
引
受
は
基

本
債
務
を
承
継
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
イ
)

抵
当
権
の
負
担

が
な
さ
れ
た
後
に
目
的
不
動
産
に
つ
き
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
(
本
)
登
記
を
得
た
者
は
、
和
解
成
立
前
に
売
買
予
約
に
基
づ
く
所

(

ロ

)

⑪
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
即
決
和
解
に
基
づ
き
仮
登
記
仮
処
分
に
よ
る
抵
当
権
設
定
仮
登
記

有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
得
て
い
る
と
き
は
、
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
大
阪
地
決
昭
三
二
・
二
・
七
下
民
集
八
巻
二
号
二
三
五
頁
〉
。

民
法
一
七
七
条
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑫
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
即
決
和
解
に
基
づ
き
抵
当
権
の
仮
登
記
が
な
さ

れ
た
後
に
目
的
不
動
産
に
つ
き
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
(
本
)
登
記
を
得
た
者
は
、
抵
当
権
設
定
前
の
売
買
契
約
に
基
づ
く
所
有

権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
抵
当
権
仮
登
記
前
に
得
て
い
る
と
き
は
、

「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
大
阪
高
決
回
三
二
・
八
・
一
三
高
民
集

-
O巻
一
一
号
五
八
五
頁
、
下
民
集
八
巻
八
号
一
四
九
九
頁
〉
。

建
物
退
去
@
一
定
臼
ま
で
に
地
上
建
物
所
有
権
を
敷
地
所
有
者
に
移
転
し
建
物
か
ら
退
去
し
て
敷
地
を
明
け
渡
す
こ
と
を

定
め
た
和
解
調
書
の
成
立
後
期
限
到
来
前
に
建
物
所
有
者
に
金
員
を
貸
し
付
け
代
物
弁
済
予
約
を
し
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を

得
て
右
期
限
到
来
後
に
予
約
を
完
結
し
所
有
権
移
転
の
本
登
記
を
得
た
者
に
、

(

ハ

)

和
解
調
書
た
る
債
務
名
義
の
効
力
は
、

少
な
く
と
も
仮
登

記
に
よ
っ
て
す
で
に
そ
の
順
位
を
保
全
さ
れ
て
い
た
所
有
権
を
侵
害
す
る
限
度
に
お
い
て
は
、
及
ば
な
い
(
東
京
地
判
昭
四
0
・
九
・
二
七
下
民
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説

集
一
六
巻
九
号
一
四
四
九
頁
〉
。

論

⑭
貸
金
の
担
保
と
し
て
機
械
に
つ
き
代
物
弁
済
予
約
が
存
し
こ
れ
が
完
結
し
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
機
械
引
渡

請
求
を
認
容
す
る
確
定
判
決
の
訴
訟
の
以
前
に
、
右
訴
訟
の
被
告
に
該
機
械
を
売
っ
た
者
が
代
金
完
済
ま
で
所
有
権
を
留
保
し
て
お
り
、
代

金
が
完
済
さ
れ
な
い
の
で
右
判
決
の
基
準
時
後
に
右
機
械
を
引
き
上
げ
た
と
き
は
、
右
売
主
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
(
東
京
地
判
昭
四

(

ニ

〉

動
産
引
渡

五
-
一
・
八
判
時
五
九
二
号
七
九
頁
〉
。
機
械
の
所
有
権
は
売
主
に
あ
り
、
右
訴
訟
の
原
告
の
占
有
は
占
有
改
定
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
こ
の
者

に
即
時
取
得
は
成
立
せ
ず
、
こ
の
者
は
被
告
に
対
す
る
関
係
で
の
機
械
所
有
権
を
右
売
主
に
対
し
て
は
主
張
で
き
な
い
、

る。

と
い
う
の
で
あ

5 

ま
と
め

戦
後
の
判
例
は
そ
れ
自
体
判
例
研
究
の
対
象
に
す
る
に
値
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
こ
れ
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

「
承
継
人
」
に
当
る
か
否
か
が
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
た
場
合
に
、
承
継
人
に
当
る
と
主
張
さ
れ
た
者
が
、
原
始
取
得
と
か
、
物
権
変
動
の

対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
る
と
か
、
前
主
の
相
手
方
に
対
し
て
前
主
と
は
全
く
別
の
債
権
関
係
に
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
固
有

の
攻
撃
防
禦
の
方
法
を
有
す
る
か
否
か
、
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
が
着
目
す
べ
き
点
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど

め
る
。

戦

後

の

学

説

明
治
期
に
お
い
て
は
、
判
例
も
学
説
も
、
既
判
力
は
当
事
者
に
の
み
及
ぶ
の
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
(
例
え
ば
、
大
審
院
判
決

録
二
輯
三
巻
四
七
頁
、
同
三
輯
一
一
巻
二
二
頁
、
今
村
信
行
「
民
事
訴
訟
法
第
二
編
」
一
二
五
頁
、
岩
田
一
郎
「
民
事
訴
訟
法
原
論
」
四
四
二
頁
〉
。
例
外

1 
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口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

と
し
て
補
助
参
加
入
、
訴
訟
告
知
を
受
け
た
も
の
に
生
ず
る
こ
と
及
び
人
事
訴
訟
に
お
け
る
形
成
判
決
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
大
正
一
五
年

法
律
第
六
}
号
は
ニ

O
一
条
を
新
設
し
た
。
そ
こ
で
は
、
確
定
判
決
が
効
カ
を
有
す
る
人
的
範
囲
を
当
事
者
に
限
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、

人
的
範
囲
に
属
す
る
者
の
中
で
原
則
と
例
外
の
区
別
を
文
言
上
は
設
け
て
い
な
い
。
か
く
て
、
す
く
な
く
と
も
二

O
一
条
第
一
項
に
掲
げ
ら

れ
た
者
に
確
定
判
決
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
統
一
的
に
説
明
す
る
学
理
を
見
出
す
こ
と
が
課
題
と
な
る
運
命
に
あ
っ
た
。
よ
り

各
論
的
に
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
も
課
題
と
な
る
運
命
に
あ
っ
た
。
二

O
一
条
の
「
承
継
人
」
は
一
方
で
は
「
確
定
判
決
が
効
力
を
有
す
る
者
」

で
あ
り
他
方
で
は
「
そ
の
者
に
対
し
ま
た
は
そ
の
者
の
た
め
に
も
確
定
判
決
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
(
四
九
七
条
の
二
)
で
も
あ
る

(
イ
)
何
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
、

71' 、

(
ロ
)
い
か
な
る
根
拠
に
よ
り
、

(
ハ
)
い
か
な
る
意
味
で
、
既
判
力
に
拘
束
さ
れ
、
(
ニ
)

い
か
な
る
場
合
に
承
継
執
行
(
そ
の
者
に
対
す
る
ま
た
は
そ
の
者
の
た
め
に
す
る
執
行
|
以
下
同
じ
)
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
課
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
承
継
人
に
該
当
す
る
か
否
か
の
争
い
が
起
こ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

(
ホ
)
こ
の
争
い
は
何
者
の
起
訴
負
担
に
よ
り
裁
判
上
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
課
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
学
説
の
展
開
は
兼
子
説
の
検
討
か
ら
出
発
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
兼
子
説
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
戦
前
に
、
法
協

四
九
巻
九
号
及
び
判
例
民
事
法
昭
和
一
一
年
度
に
お
い
て
す
で
に
披
露
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
は
、
兼
子
②
(
前
掲
論
文
リ
ス
ト
の
中
の
第
二
番

2 
自
に
掲
げ
た
も
の
|
以
下
同
様
)

に
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
化
を
し
た
上
で
表
明
さ
れ
て
い
る
。
要
約
す
れ
ば
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求

認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
建
物
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
も
し
く
は
建
物
を
賃
借
し
た
者
は
、

(
ロ
)
妨
害
物
件
の
占
有
者
と
し
て
負
う
と
こ
ろ
の
収
去
明
渡
義
務
も
し
く
は
土
地
立
退
義
務
(
の
負
担
者
と
し
て
の
地
位
)
を
前
主
か
ら

承
継
す
る
が
ゆ
え
に
、
(
ハ
)
当
事
者
で
あ
っ
た
か
の
如
く
に
(
|
|
と
筆
者
は
解
す
る
)
、
(
二
)
妨
害
物
件
に
対
す
る
権
利
を
前
主
と
別

個
独
立
の
権
原
に
基
づ
き
取
得
し
た
場
合
を
除
き
、
既
判
力
・
執
行
力
を
受
け
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
土
地
占
有
の
承
継
が
土
地

(
イ
)
敷
地
占
有
の
承
継
に
よ
り
、
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説

明
波
立
退
義
務
の
承
継
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
義
務
は
、
該
妨
害
物
自
体
に
固
昔
一
周
し
た
も
の

と
し
て
、
該
物
件
に
対
し
現
在
支
配
権
(
所
有
権
な
い
し
占
有
権
)
を
有
す
る
者
が
こ
れ
を
負
う
か
ら
、
物
件
の
所
有
の
移
転
に
因
る
土
地

論

占
有
の
移
転
に
よ
り
収
去
明
渡
義
務
が
承
継
さ
れ
、
収
去
明
渡
義
務
は
土
地
立
退
義
務
を
包
含
す
る
か
ら
、
妨
害
物
件
の
賃
借
に
よ
り
妨
害

物
件
所
有
者
の
収
去
義
務
の
内
容
た
る
立
退
義
務
を
承
継
す
る
の
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
実
体
法
上
妨
害
物
件

の
取
得
者
も
し
く
は
占
有
者
と
し
て
独
自
に
負
う
も
の
で
、
承
継
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
問
し
て
、
訴
訟
状
態
の

芳
慮
を
実
体
上
の
法
律
関
係
に
反
映
さ
せ
る
と

(
既
判
力
は
訴
訟
状
態
が
結
晶
し
て
権
利
の
実
在
化
し
た
も
の

l
!こ
れ
が
兼
子
説
の
核
心
に
あ
る
と

筆
者
は
理
解
す
る
v
、
義
務
の
承
継
あ
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
自
答
す
る
。
そ
う
す
る
と
単
な
る
債
権
的
請
求
権
の
場
合
に
も
訴
訟
状
態
の

芳
慮
を
実
体
上
の
法
律
関
係
に
反
映
さ
せ
る
の
か
と
筆
者
は
聞
い
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
兼
子
説
は
こ
れ
は
物
権
的
請
求
権
と
同
一
に
論

じ
ら
れ
な
い
と
あ
ら
か
じ
め
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
和
解
調
書
に
よ
り
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
定
め
た
場
合
は
、
明
渡
請
求
権
が

物
権
的
か
債
権
的
か
は
調
書
上
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
該
義
務
が
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
と
い
え
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う

問
題
を
予
想
し
て
、
明
渡
請
求
権
者
が
所
有
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
明
渡
請
求
権
は
潜
在
的
に
は
物
権
的
な
性
質
を
も
兼
有
す
る
と
答
え
て

い
る
。兼

子
説
は
雑
本
・
加
藤
の
路
線
を
補
強
し
た
も
の
と
学
説
史
上
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
路
線
は
、
負
担
付
所
有
権
の
承
継
の

場
合
と
義
務
を
負
う
占
有
者
の
占
有
の
承
継
の
場
合
と
を
念
頭
に
置
き
、
承
継
は
負
担
も
し
く
は
義
務
を
伴
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

後
者
に
つ
い
て
は
占
有
者
が
「
占
有
」
者
と
い
う
資
格
に
お
い
て
負
担
す
る
義
務
は
占
有
の
承
継
に
伴
っ
て
移
転
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
義
務
の
例
と
し
て
物
権
的
請
求
権
に
対
す
る
義
務
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
。

右
の
義
務
は
占
有
者
と
い
う

資
格
に
お
い
て
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
主
か
ら
の
承
継
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
と
、
占
有
の
承
継
に

よ
り
、
当
事
者
で
な
か
っ
た
承
継
人
に
既
判
力
が
及
ぶ
の
を
ど
う
説
明
す
る
か
の
問
題
が
、
未
解
答
で
あ
っ
た
。
な
お
、
雑
本
に
お
い
て

そ
こ
で
は
、
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口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

は
、
当
事
者
と
第
三
者
の
聞
に
実
体
私
法
上
の
従
属
的
関
係
が
あ
る
場
合
に
訴
訟
法
上
既
判
力
の
拡
張
を
認
め
る
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
、

確
定
判
決
に
よ
り
存
否
が
確
認
さ
れ
た
権
利
・
法
律
関
係
を
一
般
承
継
ま
た
は
特
定
承
継
に
よ
り
承
継
し
た
第
三
者
は
訴
訟
当
事
者
と
の
聞

に
私
法
上
の
従
属
関
係
が
あ
る
か
ら
既
判
力
が
こ
の
者
に
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
「
従
属
関
係
」
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
建
物
占
有
の

承
継
に
止
ま
り
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
実
体
法
上
承
継
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
前
占
有
者
が
負
担
し
た
(
確
定
判
決
が
認

め
た
)
建
物
収
去
ま
た
は
立
退
土
地
明
渡
義
務
が
新
占
有
者
に
移
転
す
る
こ
と
の
根
拠
を
も
「
従
属
関
係
」
に
見
出
す
た
め
に
、
占
有
者
の

資
格
に
お
い
て
負
う
義
務
が
占
有
の
承
継
を
媒
介
と
し
て
承
継
さ
れ
る
と
思
考
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
拠
は
な
に
か
が
未
解
答
で
、

こ
れ
が
兼
子
説
に
お
け
る
自
問
自
答
を
惹
き
お
こ
し
た
。
兼
子
説
は
、
右
に
指
摘
し
た
未
解
答
の
問
題
に
、
既
判
力
は
訴
訟
物
た
る
権
利

(
義
務
)
・
法
律
関
係
の
実
在
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
・
義
務
の
実
体
私
法
上
の
承
継
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
権
利
・
義

務
の
存
在
に
つ
き
確
定
判
決
が
存
す
る
と
き
は
、
承
継
さ
れ
た
も
の
は
実
在
す
る
に
至
っ
た
権
利
・
義
務

(
H
既
判
力
)
で
あ
る
と
い
う
説
明

と
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
占
有
の
承
継
は
物
権
的
請
求
権
に
対
す
る
責
任
者

l
妨
害
排
除
請
求
に
関
す
る
訴
訟
及
び
執
行
は
妨
害
物
件
に

つ
き
現
在
所
有
権
な
い
し
占
有
権
を
存
ず
る
者
を
相
手
方
と
し
な
け
れ
ば
そ
の
日
的
を
達
し
え
な
い
か
ら
、
右
所
有
権
者
ま
た
は
占
有
権

者

l
の
適
格
の
承
継
〔
こ
れ
が
訴
訟
法
的
観
点
で
あ
る
か
は
い
ま
ひ
と
つ
明
ら
か
で
な
い
〕
で
あ
り
、
前
責
任
者
が
義
務
を
負
い
そ
の
義
務
が
既
判

力
に
よ
り
実
在
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
前
責
任
者
の
適
格
者
た
る
地
位
の
承
継
は
す
な
わ
ち
義
務

(
H
既
判
力
)
の
承
継
で
あ
る
と
い

う
説
明
に
よ
っ
て
、
答
え
た
も
の
と
わ
た
く
し
は
理
解
す
る
。
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
義
務
の
承
継
と
い
う
狭
義
の
「
従
属
関
係
」

が
存
し
な
い
右
設
例
の
ご
と
き
場
合
に
つ
き
、
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
責
任
者
の
地
位
の
承
継
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
、
「
従
属
関

係
」
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
ず
に
残
さ
れ
て
い
た
空
白
を
、
埋
め
た
。

〔
し
か
し
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
確
定
す
る
判
決
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
義
務
が
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
既
判
力

に
よ
り
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
承
継
さ
れ
た
責
任
者
の
地
位
が
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
義
務
の
義
務
者
の
地
位
で
あ
る
か
否
か
は
、
争
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説

い
の
対
象
と
し
て
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
争
い
は
、
な
に
も
の
の
起
訴
負
担
に
よ
り
、

分
配
の
も
と
で
、
解
決
さ
る
べ
き
か
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
を
兼
子
説
は
残
し
て
い
た
J

い
か
な
る
手
続
で
、
い
か
な
る
立
証
責
任
の

論

兼
子
説
は
、
追
従
者
(
例
、
伊
東
①
)
中
田
③
)
を
も
っ
た
が
、
山
木
戸
⑥
は
別
の
道
に
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
と
わ
た
く
し
は
位
置

づ
け
る
。
山
木
戸
③
は
兼
子
説
と
同
様
に
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
を
訴
訟
物
た
る
実
体
法
上
の
「
関
係
」
の
承
継
と
観
念
す
る
。
だ
が

「
関
係
」
の
内
容
が
兼
子
説
の
そ
れ
と
も
は
や
同
じ
で
は
な
い
。
土
地
所
有
権
妨
害
物
件
の
占
有
者
を
、
兼
子
説
は
、
物
権
的
請
求
権
に
対

す
る
骨
骨
争
と
と
ら
え
た
が
、
山
木
戸
⑧
は
物
権
的
請
求
を
争
う
小
「
昨
怯
に
あ
る
者
と
と
ら
え
て
い
る
。
兼
子
説
は
骨
骨
関
係
に
着
眼

し
、
山
木
戸
⑥
は
訴
訟
上
の
地
位
の
側
面
を
見
て
い
る
。
訴
訟
物
た
る
実
体
法
上
の
関
係
の
承
継
と
観
念
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
訴
訟
物
た

3 
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
当
事
者
適
格
の
承
継
と
、

い
わ
ば
純
訴
訟
法
的
に
、
観
念
し
て
い
る
。
こ
の
兼
子
説
と
の
ち
が
い
は
承
継
人
が
前

主
の
相
手
方
に
対
し
て
前
主
が
有
し
な
い
独
自
の
権
原
を
有
す
る
場
合
に
顕
わ
れ
る
。
兼
子
説
に
お
い
て
は
承
継
人
該
当
基
準
は
実
体
私
法

上
の
権
利
・
義
務
に
求
め
ら
れ
る
か
ら
右
の
場
合
に
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
山
木
戸
⑥
に
お
い
て
は
、
占
有
承
継
に

「
承
継
人
」
に
当
る
と
い
う
の
は
、
前
主
が
訴
訟

よ
り
当
事
者
適
格
承
継
が
存
す
る
か
ら
、

「
承
継
人
」
に
当
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

上
提
出
を
遮
断
さ
れ
る
攻
撃
防
禦
方
法
を
承
継
人
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
承
継
人
が
右
の

ご
と
き
独
自
の
権
原
を
有
す
る
と
き
は
、
承
継
人
は
前
主
の
相
手
方
が
承
継
人
に
対
し
て
主
張
す
る
承
継
を
理
由
と
す
る
|
権
利
を
独
自

に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
山
木
戸
⑥
は
右
の
独
自
の
権
原
の
主
張
の
許
容
の
根
拠
を
、
基
準
時
後
に
生
じ
た
事
実
に
基
づ
く

こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。

〔
な
お
、
山
木
戸
③
に
お
い
て
は
、
確
認
訴
訟
に
つ
き
、
所
有
権
確
認
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
敗
訴
の
被
告
か
ら
所
有
権
の
目
的
物

の
占
有
を
承
継
し
た
者
に
つ
き
同
じ
考
え
方
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
屋
明
渡
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
、
敗
訴
の
被
告
が
任
意
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に
家
屋
か
ら
退
去
し
た
後
に
、
無
断
で
該
家
屋
に
入
居
し
た
者
は
承
継
人
に
当
ら
な
い
と
し
て
、
菊
井
H
村
松
「
民
事
訴
訟
法
」
一
九
五
七
年
一
一
月

六
七
四
頁
と
反
対
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
山
木
戸
③
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
権
利
を
争
う
地
位
と
は
ど
う
い
う
地
位
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
残

っ
て
い
た
J

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

三
ヶ
月
⑨
及
び
そ
の
補
強
た
る
「
民
事
訴
訟
法
」
(
一
九
五
九
年
一
月
、
一
七
四
頁
)
も
兼
子
説
と
は
別
の
道
を
歩
む
。
三
ヶ
月
①
は
物

権
的
請
求
権
も
債
権
的
請
求
権
も
実
体
法
上
請
求
権
と
し
て
対
人
的
で
あ
り
性
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
、
兼
子
説
が
右
の

両
者
の
区
別
を
承
継
人
該
当
の
有
無
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
根
拠
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
承
継
人
該
当
根
拠
は
前
主
に
対
す
る
そ
の

相
手
方
の
請
求
権
の
実
体
法
的
性
質
に
依
存
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
山
木
戸
⑥
が
承
継
人
が
独
自
の
権
原
を
有
す

4 
る
例
と
し
て
取
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
、
承
継
人
が
占
有
を
承
継
し
た
け
れ
ど
も
即
時
取
得
が
成
立
す
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
山
木
戸
@
が

「
承
継
」
に
当
ら
ず
と
し
て
お
り
、
こ
の
限
り
で
は
、
実
体
法
上
の
関
係
を
承
継
人
非
該
当

「
承
継
人
」
に
当
る
と
し
た
の
と
は
反
対
に
、

根
拠
と
し
て
認
め
た
〔
三
ヶ
月
⑨
は
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
承
継
人
該
当
基
準
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

「
承
継
人
」
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
部
分
的
で
あ
る
に
止
ま
っ
た
の
は
む
し
ろ
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
〕
。

5 

新
堂
⑩
は
、
家
屋
の
明
渡
請
求
が
賃
貸
借
終
了
に
も
と
づ
い
て
認
容
さ
れ
た
後
、
被
告
が
そ
の
家
屋
を
さ
ら
に
第
三
者
に
転
貸
し
た

場
合
に
、
原
告
は
、
そ
の
家
屋
の
所
有
者
た
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
前
の
訴
訟
で
確
定
さ
れ
た
受
給
権
は
、
所
有
権
に
も
と
づ
く
明
渡
請
求

権
と
し
て
も
評
価
し
う
る
か
ら
、
こ
の
第
三
者
に
対
す
る
承
継
執
行
文
を
付
与
せ
よ
と
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
た
。
給
付
判
決

は
、
常
に
一
つ
の
実
体
法
的
評
価
を
提
示
す
る
に
止
ま
る
か
ら
、
給
付
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
受
給
権
が
そ
の
理
由
と
な
っ
た
請
求
権

以
外
の
請
求
権
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

兼
子
説
に
お
け
る
、
潜
在
的
に
兼
有
す
る
物
権
的
な
性
質
の
第
三
者
に
対
す
る
顕
在
化
と
い
う
思
想
に
代
え
る
に
、
実
体
法
的
に
は
い
ず
れ
に
も
評
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説

価
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
受
給
権
の
第
三
者
に
対
す
る
場
合
の
評
価
と
い
う
思
想
を
も
っ
て
し
て
、
承
継
執
行
文
付
与
許
容
と
い
う
結
論
の
妥
当
で
あ

る
こ
と
を
、
よ
り
よ
く
理
由
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

，，， 

論

上
回
⑫
⑬
は
、
動
産
所
有
権
確
認
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
敗
訴
の
被
告
か
ら
そ
の
占
有
す
る
動
産
を
買
い
受
け
て
即

時
取
得
を
し
た
者
を
、
山
木
戸
③
に
反
対
に
、
既
判
力
を
受
け
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
ら
な
い
も
の
で
あ

る
と
結
論
し
、
そ
の
根
拠
を
、
笑
体
的
な
地
位
の
依
存
関
係
(
〉

F
E住
専
各
)
の
切
断
に
よ
り
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
承
継
に
伴
な

い
既
判
力
の
主
体
た
る
訴
訟
上
の
地
位
が
承
継
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
基
礎
を
欠
く
、
と
説
明
す
る
。

6 

(
〉
喜
智
也
事
包
)
を
既
判
力
の
拡
張
基
準
と
す
る
雑
本
の
芳
え
方
と
兼
子
式
訴
訟
承
継
本
質
論
と
を
基

盤
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
上
回
⑬
は
、
既
判
力
を
適
格
者
が
訴
訟
を
追
行
し
た
結
果
そ
の
者
に
附
与
さ
れ
る
一
つ
の
訴
訟
上
の
地
位
で

あ
る
と
と
ら
え
、
か
か
る
地
位
は
適
格
の
移
転
と
と
も
に
第
三
者
に
承
継
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
結
果
、
適
格
の
承
継
人
は
前
主
の
既
判
力
の

主
体
た
る
地
位
を
引
き
継
い
で
み
ず
か
ら
が
既
判
力
の
主
体
と
な
る
、
と
結
論
す
る
。
し
か
し
、
即
時
取
得
者
が
既
判
力
の
主
体
と
な
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
実
体
法
上
の
「
依
存
関
係
」
を
承
継
人
該
当
基
準
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
、
依
存
関
係
あ
る
第
三
者
が
み

上
回
⑫
⑬
は
、

「
従
属
関
係
」

ず
か
ら
既
判
力
の
主
体
と
な
る
と
す
る
か
ぎ
り
、
即
時
取
得
者
を
既
判
力
の
主
体
た
ら
し
め
な
い
た
め
に
は
、

「
依
存
関
係
」
の
切
断
を
観

念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
木
戸
⑧
は
、
依
存
関
係
H
承
継
を
む
し
ろ
訴
訟
法
的
な
観
念
と
し
て
と
ら
え
、
適
格
承
継
人
が

既
判
力
を
受
け
る
こ
と
の
内
実
を
、
〈
既
判
カ
を
争
う
た
め
に
す
る
)
前
主
の
攻
撃
防
禦
方
法
の
遮
断
に
止
め
た
。
だ
か
ら
、
山
木
戸
⑥
に
お
け

る
適
格
承
継
人
は
上
田
⑬
が
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
既
判
力
の
主
体
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
依
存
関
係
の
切
断
な
る
観
念
を
創
造

す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。

〔
上
回
⑫
⑬
も
雑
本
が
解
答
を
与
え
ず
に
残
し
た
前
記
の
問
題
に
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
①
所
有
権
確
認
並
び
に
所
有
権
に
基
づ
く
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口頭弁論終結後の主主継人の基準に関する学説の展開について

返
還
請
求
を
認
容
す
る
擁
定
判
決
の
基
準
時
後
に
所
有
権
の
目
的
動
産
を
敗
訴
の
被
告
か
ら
買
い
受
け
即
時
取
得
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
民
法
五
五

五
条
等
の
要
件
事
実
た
る
依
存
関
係
事
実
と
民
法
一
九
二
条
の
要
件
事
実
た
る
依
存
関
係
切
断
事
実
と
が
証
明
さ
れ
て
依
存
関
係
の
有
無
が
判
断
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
承
継
執
行
文
の
付
与
が
、
前
者
の
証
明
書
だ
け
で
な
し
う
る
な
ら
ば
、
依
存
関
係
説
は
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
後
者
の
証
明

を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
機
会
(
法
律
上
の
手
続
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
な
に
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。

立
証
責
任
の
分
配
か
ら
は
、
民
法
一
九
二
条
の
要
件
事
実
に
つ
い
て
は
目
的
物
質
受
人
が
、
立
証
責
任
を
負
う
で
あ
ろ
う
。
「
承
継
人
」
に
該
当
す

る
か
否
か
が
争
い
と
な
る
と
き
、
右
の
債
務
名
義
の
債
掛
作
者
が
買
受
人
を
被
告
と
し
て
別
に
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
は
「
承
継
人
」
該
当
性
の
紛
争
の
直

接
の
解
決
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
、
民
法
五
五
五
条
等
の
要
件
事
実
を
証
明
書
に
よ
り
証
明
で
き

な
い
場
合
に
、
承
継
執
行
文
付
与
の
訴
え
が
起
こ
さ
れ
る
が
、
こ
の
機
会
が
、
買
受
人
が
民
法
一
九
二
条
の
要
件
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯

一
の
機
会
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
-
な
こ
と
に
至
る
た
め
に
は
、
承
継
執
行
文
の
付
与
を
、
前
主
か
ら
の
基
準
時
後
の
買
受
け
と
い
う
事
実
の

み
に
も
と
づ
く
と
き
で
も
、
適
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
即
時
取
得
で
な
い
な
ら
ば
「
承
継
人
」
に
該
当
し
、
即
時

取
得
で
あ
る
な
ら
ば
「
承
継
人
」
に
該
当
し
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
者
は
、
承
継
執
行
文
付
与
の
訴
え
で
原
告
は
な
に
を
請
求
原
因
と
す
べ
ぎ
か
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

②
依
存
関
係
を
承
継
人
該
当
基
準
と
す
る
者
は
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
承
継
が
な
に
ゆ
え
に
既
判
力
を
附
加
し
て
の
承
継
と
な
る
か
を
説
明
す
る

仕
事
を
残
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
承
継
が
あ
っ
た
場
合
、
承
継
人
は
前
主
の
相
手
方
に
対
し
て
、
ま
た
は
承
継
人
に
対

し
て
前
主
の
相
手
方
が
、
権
利
義
務
の
存
否
に
つ
き
、
訴
訟
上
は
、
前
主
と
は
別
個
独
立
に
、
攻
撃
防
禦
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
該
権
利
義
務
の
存
在
を
確
定
す
る
判
決
が
存
す
る
と
き
に
、
な
ぜ
、
そ
う
で
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い

る
。
依
存
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
実
体
法
上
の
承
継
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
説
明
と
同
旨
で
あ
り
、
実
体
法
上
の
承
継
だ
か
ら
と

い
う
理
由
は
、
実
体
法
上
の
承
継
の
場
合
に
な
ぜ
訴
訟
法
上
の
既
判
力
が
及
ぶ
か
と
い
う
聞
い
に
対
す
る
答
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

確
定
判
決
に
よ
り
該
権
刺
義
務
は
既
判
カ
に
よ
り
不
可
争
の
権
利
義
務
に
変
質
し
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
承
継
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
既
判
力
を
当
事
者
で
な
か
っ
た
者
が
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
果
を
い
い
か
え
た
だ
け
で
、
そ
の
根
拠
を
説

明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
既
判
力
は
訴
訟
の
当
事
者
に
の
み
生
ず
る
と
い
う
の
が
原
則
で
他
は
例
外
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
上
回
⑪
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
実
質
的
な
当
事
者
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
と
し
て
も
、
私
法
上
の
承
継
人
が
実
質
的
当
事
者
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
者
は
前
訴
の
(
形
式
的
〉
当
事
者
で
な
か
っ
た
の
に
そ
の
者
に
既
判
カ
が
及
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
右
と
同
様
に
、
実
体
法
的
に
実
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説

質
的
に
当
事
者
で
あ
る
こ
と
と
、
訴
訟
法
上
既
判
力
が
当
事
者
で
な
か
っ
た
者
に
及
ぶ
こ
と
と
の
聞
に
論
理
に
よ
る
架
橋
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
依
存
関

係
は
、
実
体
法
上
の
も
の
と
し
て
は
、
実
体
法
上
前
主
の
権
利
義
務
の
存
在
と
内
容
を
前
提
と
し
基
礎
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
主
の
権
利
義

務
は
判
決
の
判
断
の
対
象
た
り
う
る
。
そ
れ
は
私
法
上
承
継
さ
れ
る
。
私
法
上
承
継
さ
れ
る
権
利
義
務
は
私
法
上
の
権
利
義
務
で
あ
っ
て
訴
訟
法
上
の

効
果
が
私
法
上
の
承
継
に
か
か
わ
る
と
す
る
に
は
、
明
文
の
定
め
(
た
と
え
ば
、
民
一
七
四
条
ノ
一
一
)
が
存
す
る
場
合
を
除
き
、
論
理
に
よ
る
架
橋
を

要
し
よ
う
。
二

O
一
条
の
定
め
が
そ
の
明
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

③
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
と
解
さ
れ
る
事
例
の
中
に
は
、
承
継
人
と
前
主
と
の
聞
に
実
体
法
上
の
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多

い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
依
存
関
係
が
承
継
人
該
当
性
の
基
準
に
な
る
と
結
論
す
る
こ
と
に
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
長
説
明
を
も

っ
て
架
橋
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
〕

論

7 

木
川
⑭
は
判
例
⑫
の
世
帯
案
に
即
し
つ
つ
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
条
件
付
き
で
定
め
た
和
解
調
書
成
立
後
該
建
物
を
賃
借
し
た

者
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
と
い
う
結
論
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
由
づ
け
た
。
前
主
に
土
地
賃
借
権
が
存
す
る
こ
と
、
六
ヶ
月
前

主
が
賃
料
を
支
払
わ
な
い
と
き
は
当
然
土
地
賃
貸
借
が
解
除
と
な
る
こ
と
、
解
除
に
な
れ
ば
前
主
は
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
を
負
う
こ
と

土
地
転
借
権
が
土
地
所
有
者
に
対
抗
で
き
る
事
実
の
存
す
る
こ
と
ま
た
は
存
し
な
い
こ
と
|
|
筆
者
)

の
全
体
に
よ
っ
て
建
物
賃
借
入
の

を
前
提
と
し
、
そ
の
後
の
実
体
的
事
実
(
お
そ
ら
く
、
前
主
が
六
ヶ
月
以
上
賃
料
を
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
建
物
を
賃
貸
し
た
こ
と
、
建
物
賃
借
入
の

(
実
体
法
上

の
)
地
位
が
決
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
実
体
的
法
律
要
件
の
連
鎖
関
係
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
連
鎖
関
係
が
存
す
る
場
合
に
は
、
前

主
の
法
的
地
位
を
確
定
す
る
判
決
の
存
在
そ
の
も
の
を
後
主
の
法
的
地
位
の
構
成
要
件
事
実
と
目
す
る
。
そ
の
意
味
は
、
前
主
の
法
的
地
位

に
つ
い
て
、
後
主
の
実
体
的
地
位
を
判
定
す
る
後
訴
裁
判
所
は
、
そ
の
成
否
を
審
理
す
る
こ
と
な
く
、
右
判
決
の
確
定
し
た
と
こ
ろ
を
前
提

と
す
る
。
た
だ
し
、
連
鎖
関
係
に
お
け
る
後
主
に
か
か
る
環
に
お
い
て
、
独
自
性
を
実
体
法
上
承
認
す
べ
き
場
合
は
、
右
判
決
の
構
成
要
件

的
効
果
は
後
主
に
つ
き
否
定
さ
れ
る
。
か
か
る
判
決
の
構
成
要
件
的
効
果
は
、
連
鎖
関
係
が
存
す
る
か
ぎ
り
、
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
、

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
実
体
法
浬
上
の
法
律
要
件
の
連
鎖
関
係
は
い
わ
ゆ
る
実
体
的
依
存
関
係
(
〉

FEm-mrS)
に
類
す
る
。
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ロ頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

木
川
⑬
は
判
決
を
構
成
要
件
事
実
と
見
た
。
判
決
が
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
し
た
権
利
義
務
は
判
決
に
よ
り
発
生
し
そ
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
既
定
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
こ
れ
に
他
の
要
件
事
実
が
加
わ
る
と
き
に
あ
る
法
律
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

あ
る
。
設
例
に
お
け
る
収
去
す
べ
き
建
物
の
賃
借
入
が
建
物
退
去
H
土
地
退
去
義
務
が
附
士
一
泊
し
た
建
物
・
土
地
の
占
有
を
承
継
し
た
と
説
明
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
既
判
力
が
物
の
占
有
者
に
及
ぶ
こ
と
を
結
論
す
る
に
は
な
お
論
理
の
飛
躍
が
あ
っ
た
。
木
川
⑬
は
、
既
判
力
を
建
物
賃
借
入
に
関
係
さ
せ

る
た
め
に
、
判
決
を
建
物
賃
借
入
の
地
位
発
生
の
要
件
事
実
の
連
鎖
系
列
の
先
行
事
実
に
位
置
づ
け
、
も
っ
て
、
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
補
頴
し
よ
う

と
し
た
も
の
と
学
説
史
上
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
意
味
の
依
存
関
係
が
存
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
要
件
事
実
(
判
決
)
↓
法
律
効
果

(
収
去
明
渡
義
務
)
+
要
件
事
実
(
建
物
質
借
)
↓
法
律
効
果
(
賃
借
入
の
土
地
立
退
義
務
)
+
こ
の
法
律
効
果
発
生
障
害
事
実
(
土
地
転
借
を
土
地

、、

所
有
者
が
否
定
で
き
な
い
事
実
〉
↓
法
律
効
果
の
不
発
生
(
土
地
立
退
義
務
の
不
発
生
〉
を
実
体
法
論
理
上
連
鎖
す
る
も
の
と
見
て
、
「
連
鎖
関
係
」

の
観
念
の
導
入
に
よ
り
、
依
存
関
係
に
よ
り
説
明
で
き
た
と
こ
ろ
と
説
明
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
と
の
双
方
を
統
一
的
に
説
明
で
き
る
と
考
え
た
と
筆

者
は
理
解
す
る
。
な
お
、
木
川
⑬
に
お
い
て
は
、
判
決
の
存
在
は
前
主
の
義
務
の
発
生
要
件
事
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
確

定
力
を
前
主
の
義
務
の
存
在
の
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
背
景
に
、
既
判
力
H
具

体
的
権
利
義
務
の
創
定
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

小
山
⑫
は
、
特
定
物
引
渡
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
敗
訴
の
被
告
か
ら
特
定
物
の
支
配
権
ハ
所
有
権
な
い
し
占
有
権
〉
を
取

得
し
た
者
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
と
い
う
結
論
を
次
の
よ
う
に
理
由
づ
け
た
。
④
特
定
物
引
渡
請
求
の
目
的
物
の
所
持
者

8 
〔
直
接
占
有
者
)
は
被
告
適
格
を
有
す
る
。

強
制
執
行
の
た
め
に
は
、

こ
の
者
を
被
告
と
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
ハ
こ
の
点
兼
子
説
の
準

用
)
。
⑮
か
く
て
、
目
的
物
の
占
有
の
承
継
は
被
告
適
格
の
承
継
と
な
る
。
。
確
定
判
決
の
基
準
時
後
の
被
告
適
格
の
承
継
人
は
、
前
適
格

者
が
受
け
た
確
定
判
決
の
主
文
の
判
断
を
争
う
た
め
に
前
適
格
者
が
前
訴
で
主
張
し
た
ま
た
は
主
張
で
き
た
は
ず
の
防
禦
方
法
を
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
つ
」
の
点
、
山
木
戸
③
を
採
用
)
。
⑬
右
承
継
人
は
し
か
し
前
適
格
者
に
帰
属
せ
ず
自
分
に
固
有
に
帰
属
す
る
防
禦
方
法
を
有

す
る
と
き
は
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
⑤
こ
れ
を
主
張
す
る
機
会
は
、
承
継
執
行
文
付
与
の
訴
え
ま
た
は
承
継
執
行
文
付

与
に
対
す
る
異
議
も
し
く
は
異
議
の
訴
え
で
あ
る
。
@
以
よ
の
す
べ
て
は
、
@
前
訴
の
訴
訟
物
が
物
権
的
請
求
で
あ
る
か
骨
恥
骨
静
が
で
あ
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説

い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
通
用
す
る
。
@
前
訴
の
訴
訟
併
で
わ
い
も
か
が
、

口
頭
弁
論
終
結
後
に
承
継

る
か
に
は
か
か
わ
り
な
い
。

す
な
わ
ち
、

E命

さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
ば
家
屋
収
去
土
地
明
渡
請
求
の
訴
え
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
該
家
屋
の
占
有
が
承
継
さ
れ
た
場
合
に
も
、
妥
当
す

る
。
の
原
告
適
格
の
地
位
の
承
継
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。

小
山
⑪
は
、
特
定
物
に
関
す
る
給
付
判
決
を
念
頭
に
お
い
て
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
登
記
を
命
ず
る
判
決
に
反
し
て
登
記
が
別
の
者
に
移
転
さ
れ
た

事
例
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
確
認
判
決
の
場
合
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
小
山
⑫
の
前
述
。
は
、
山
木
一
戸
③
と
同
じ

く
、
承
継
人
に
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
の
内
実
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
事
者
で
な
か
っ
た
者
が
既
判
力
に
拘
束
さ
れ
る
論
理
上
の
根
拠
を
示
し
た

も
の
で
は
な
く
宿
題
を
残
し
た
も
の
で
あ
る
(
こ
の
点
後
に
再
び
触
れ
る
〉
。
ま
た
、
当
時
は
、
承
継
執
行
文
付
与
の
訴
え
に
お
い
て
、
債
務
名
義
上

の
義
務
に
つ
い
て
の
実
体
的
異
議
の
提
出
を
も
認
め
て
こ
れ
を
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

9 

吉
村
⑬
は
、
小
山
⑫
の
う
ち
と
く
に
前
述
@
に
反
対
す
る
。
小
山
⑪
は
、
前
訴
の
訴
訟
物
が
債
権
的
請
求
で
あ
っ
て
も
被
告
適
格
の

地
位
を
承
継
し
た
も
の
に
対
し
て
前
訴
の
判
決
が
効
力
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
場
合
の
例
と
し
て
、
建
物
賃
借
人
の
建
物
転
借
入
に
対
す
る

転
貸
借
終
了
を
理
由
と
す
る
自
己
へ
の
明
渡
の
請
求
訴
訟
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
転
借
入
が
無
断
で
該
建
物
を
転
転
貸
し
転
転
借
入
が
該
建

物
を
占
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
を
挙
げ
た
。
吉
村
⑮
は
、
こ
の
場
合
に
転
転
借
入
が
「
承
継
人
」
に
当
る
こ
と
を
肯
定
し
、
そ
の
根
拠
を
|

賃
借
入
に
対
す
る
転
借
権
が
消
滅
す
れ
ば
転
々
借
権
は
存
在
の
基
礎
を
失
い
返
還
義
務
を
生
じ
、
こ
の
債
権
法
上
の
返
還
義
務
は
前
主
の
そ

れ
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
意
味
の
l
依
存
関
係
に
求
め
る
。
結
論
と
し
て
承
継
人
に
当
る
と
認
め
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
事
例
の
な

か
に
、
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
吉
村
⑬
は
、
逆
に
、
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
こ
れ
か
ら
引
き
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
賃
貸
借
契
約
を
結
び
す
で
に
賃
料

等
を
支
払
っ
た
賃
借
入
が
債
務
の
履
行
を
求
め
て
賃
借
物
の
引
渡
を
請
求
し
て
勝
訴
し
た
後
に
、
目
的
物
が
第
三
者
に
賃
貸
さ
れ
た
場
合
に
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は
、
占
有
承
継
人
は
適
格
承
継
人
で
は
な
く
、
こ
の
者
に
既
判
力
・
執
行
力
の
拡
張
も
認
め
え
な
い
、
と
い
う
。
右
の
占
有
承
継
人
が
適
格

承
継
人
で
な
い
の
は
、
占
有
承
継
人
に
対
し
前
訴
の
原
告
か
ら
主
張
さ
れ
る
何
ら
の
権
利
も
予
定
さ
れ
ず
、
前
主
の
被
告
適
格
と
同
一
性
を

比
較
す
べ
き
被
告
適
格
す
ら
占
有
承
継
人
に
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

〔
転
々
借
入
は
転
々
借
を
原
因
と
し
て
転
借
入
の
明
渡
義
務
を
承
継
す
る
と
は
実
体
法
上
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
転
借
権
が
消
滅
し
た
と

き
に
転
々
借
権
を
賃
貸
人
に
対
抗
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
事
情
の
い
か
ん
に
よ
る
。
確
定
判
決
で
確
定
さ
れ
た
義
務
が
承
継
の
対
象
で
あ
る
と
き
に
承

継

(
H
依
存
関
係
)
の
ゆ
え
に
既
判
カ
が
承
継
人
に
及
ぶ
と
い
う
の
が
依
存
関
係
が
承
継
人
該
当
性
の
基
準
た
り
う
る
と
さ
れ
た
根
拠
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
依
存
関
係
の
存
否
の
争
い
は
「
承
継
人
」
該
当
の
有
無
の
争
い
と
な
る
が
、
こ
の
争
い
は
い
か
な
る
手
続
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
か
が
解
明
を
要

す
る
も
の
と
し
て
残
さ
れ
た
。

ま
た
、
吉
村
⑬
は
二
重
賃
貸
の
例
を
挙
げ
る
。
二
重
賃
貸
に
お
い
て
は
後
の
賃
借
入
が
前
の
賃
借
入
に
対
し
自
己
の
賃
借
権
を
主
張
で
き
る
場
合
と

主
張
で
き
な
い
場
合
(
無
効
、
詐
害
賃
貸
な
ど
)
と
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
承
継
執
行
は
許
さ
れ
な
い
。
後
者
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
れ
を
説
明

す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
に
承
継
執
行
文
に
よ
る
執
行
を
許
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
依
存
関
係
」
が
あ
る
か
ら
と
説
明
す
る
の
か
。

こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
に
、
前
の
賃
借
入
は
、
賃
貸
人
に
対
し
未
だ
引
渡
を
命
ず
る
確
定
判
決
を
得
て
い
な
い
と
き

は
、
賃
貸
人
に
対
し
引
渡
し
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
後
の
賃
借
入
に
対
し
て
も
引
渡
し
を
求
め
る
訴
え
を
起
と
す
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
後
の
賃
借
入
は
被
告
適
格
を
有
す
る
o

そ
し
て
こ
の
場
合
は
、
建
物
を
占
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

占
有
は
賃
貸
人
の
占
有
の
移
転
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
な
お
、
被
告
適
格
が
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
残
さ

れ
た
。
〕

10 

三
ヶ
月
@
は
、
特
定
物
引
渡
請
求
認
容
判
決
の
基
準
時
後
に
該
特
定
物
の
占
有
を
取
得
し
た
者
は
@
占
有
を
取
得
し
た
と
い
う
一
事

で
(
執
行
文
付
与
の
訴
え
の
)
被
告
適
格
が
肯
定
さ
れ
、
⑮
占
有
を
取
得
し
た
点
(
お
そ
ら
く
、
基
準
時
後
に
占
有
の
移
転
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う

i
i筆
者
)

だ
け
立
証
す
れ
ば
こ
れ
を
承
継
人
と
し
て
執
行
文
の
付
与
を
求
め
う
る
し
、
。
必
要
な
ら
ば
こ
の
者
に
対
し
執
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説

行
文
付
与
の
訴
え
を
適
式
に
起
し
う
る
し
、
⑬
新
占
有
者
が
自
己
に
執
行
力
が
及
ぶ
の
は
不
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
実
を
、
執

行
文
付
与
の
訴
え
に
お
け
る
本
案
の
抗
弁
と
し
て
、
ま
た
は
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
に
お
け
る
請
求
原
因
と
し
て
、
新
占
有
者

論

が
、
立
証
責
任
を
負
っ
て
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
②
右
の
事
実
の
例
と
し
て
は
、
新
占
有
者
の
即
時
取
得
を
発
生
せ
し
め
る
事
実
、
新

占
有
者
の
占
有
権
原
た
る
権
利
が
対
抗
要
件
を
充
足
し
て
い
る
事
実
の
ほ
か
に
、
相
手
方
の
請
求
権
が
「
交
付
」
請
求
権
に
過
ぎ
な
い
こ
と

を
示
す
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
、
と
述
べ
る
。

後
者
で
あ
る
。

「
交
付
」
請
求
権
は
、
債
権
的
請
求
権
を
「
取
戻
」
請
求
権
と
「
交
付
」
請
求
権
に
二
分
し
た

「
取
戻
」
と
か
「
交
付
」
と
か
は
請
求
権
の
属
性
の
区
別
で
あ
る
。
物
権
的
請
求
権
及
び
背
後
に
物
権
を
控
え
た
債
権
的
請

は
「
取
戻
」
の
属
性
を
有
す
る
。
債
権
的
請
求
権
で

も
、
「
取
戻
」
の
属
性
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
引
渡
の
目
的
物
の
占
有
の
基
準
時
後
の
承
継
人
に
執
行
力
が
拡
張
さ
れ
、
「
交
付
」
の

求
権

(
所
有
者
が
貸
借
関
係
の
終
了
を
原
因
と
し
て
原
状
回
復
を
求
め
る
請
求
権
の
ご
と
き
)

属
性
し
か
有
し
な
い
債
権
的
請
求
権
(
借
主
が
貸
主
に
目
的
物
の
引
渡
し
を
求
め
る
場
合
の
ご
と
く
、
相
手
方
に
物
権
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
引

渡
請
求
権
〉
に
つ
い
て
は
、
右
承
継
人
に
執
行
力
が
拡
張
さ
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
「
承
継
人
」
で
な
い
。
だ
が
、
承
継
執
行
文
が
こ
の
者

に
も
適
式
に
付
与
さ
れ
う
る
と
い
う
意
味
で
は
「
承
継
人
」
で
あ
る
。
後
の
意
味
の
承
継
人
は
前
の
意
味
の
承
継
人
で
な
い
こ
と
を
承
継
執

行
文
の
付
与
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
場
で
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
二
ヶ
月
@
の
論
旨
を
こ
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
芳

え
る
。

判
決
で
確
定
さ
れ
た
義
務
の
承
継
に
は
該
当
し
な
い
と
こ
ろ
の
承
継
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
か
か
る
承
継
人
を
結
論
的
に
二

O
一
条
の
承
継
人

に
該
当
す
る
と
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
場
合
が
あ
る
。
三
ヶ
月
@
は
、
山
木
戸
③
、
小
山
⑪
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
上

に
、
「
取
戻
一
」
と
「
交
付
」
の
区
別
を
導
入
し
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
承
継
人
該
当
性
の
実
質
的
な
基
準
と
し
た
。
「
交
付
」
請
求
認
容
判
決
の
基
準

時
後
の
目
的
物
の
占
有
承
継
人
は
、
吉
村
⑬
に
お
い
て
は
「
承
継
人
」
た
り
え
な
い
の
で
あ
っ
た
が
、
三
ヶ
月
@
に
お
い
て
は
、
手
続
上
「
承
継
人
」
た

り
う
る
が
実
体
上
「
承
継
人
」
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
吉
村
⑬
に
お
い
て
は
、
上
回
⑬
に
お
け
る
ご
と
く
、
「
承
継
人
」
に
当
る
か
否
か
の
紛
争
の
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場
を
示
す
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、
三
ヶ
月
⑫
に
お
い
て
は
、
実
体
上
「
承
継
人
」
で
あ
る
か
な
い
か
の
争
い
を
解
決
す
る
手
続
が
明
示
さ
れ
た
。

な
お
、
三
ヶ
月
@
は
、
小
山
⑫
が
、
「
交
付
」
請
求
権
た
る
を
間
わ
な
い
こ
と
を
行
き
過
ぎ
と
考
え
て
、
妥
当
と
考
え
る
結
果
を
導
く
理
論
を
立
て
た

も
の
で
あ
る
。

11 

村
松
@
は
、
甲
所
有
の
家
屋
を
乙
が
不
法
に
占
有
し
乙
に
対
し
家
屋
明
渡
を
命
ず
る
判
決
が
確
定
し
た
後
に
、
乙
が
そ
の
家
屋
か
ら

退
去
し
、
そ
の
後
丙
が
乙
と
法
律
上
無
関
係
に
そ
の
家
屋
に
入
居
し
た
事
例
に
お
い
て
も
、
丙
に
対
し
承
継
執
行
文
を
受
け
て
明
渡
の
執
行

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
@
同
一
家
屋
の
占
有
と
い
う
関
係
か
ら
見
れ
ば
丙
の
占
有
は
社
会
観
念
上
乙
の
占
有
と

の
聞
に
同
一
性
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
な
い
。
⑮
家
屋
明
渡
請
求
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
給
付
を
求
め
る
利
益
ま
た
は
権
利
は
乙

に
対
す
る
の
と
丙
に
対
す
る
の
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
。
丙
に
対
し
承
継
執
行
文
を
付
与
す
る
こ
と
を
認
め
、
丙
が
自
己
の
利
益
を
守
る
た

め
に
は
丙
の
方
か
ら
請
求
異
議
の
訴
え
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
と
、
丙
に
対
し
甲
が
別
訴
を
起
こ
し
新
た
な
債
務
名
義
を
得
ね
ば

な
ら
ぬ
と
す
る
の
と
比
べ
る
と
、
丙
が
固
有
の
異
議
を
有
す
る
こ
と
は
稀
有
だ
か
ら
、
前
者
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。

が
で
き
る
と
結
論
し
、

設
例
は
、
所
有
権
に
基
〈
不
法
占
有
者
に
対
す
る
明
渡
請
求
で
あ
る
の
で
、
承
継
人
該
当
と
い
う
結
論
を
認
め
る
必
要
性
を
感
じ
た
村
松
@
は
結
論
を

正
当
な
ら
し
め
る
評
価
論
を
用
い
て
解
釈
論
と
し
て
も
結
論
が
成
立
つ
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
設
例
の
場
合
に
は
い
わ
ゆ
る
依
存
関
係
は
存
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
占
有
の
承
継
も
意
思
連
絡
あ
る
も
の
と
し
て
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
明
渡
義
務
を
観
念
し
て
も
、

そ
れ
は
乙
と
丙
に
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
成
立
し
、
乙
か
ら
丙
へ
の
承
継
を
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
村
松
⑫
は
、
甲
が
占
有
を
回
復
し
て
い
な
い
状
態

の
継
続
に
着
眼
し
て
、
か
か
る
「
継
続
」
を
社
会
観
念
上
「
承
継
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
と
筆
者
は
解
す
る
。
こ
の
理
解
が
正

し
い
な
ら
ば
、
二

O
一
条
の
承
継
人
の
該
当
基
準
は
、
何
を
承
継
し
た
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
を
す
べ
き
こ
と
を
村
松
@
は

示
唆
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
既
判
力
・
執
行
力
が
及
ぶ
か
及
ば
な
い
か
は
、
及
ば
な
い
と
す
る
た
め
の
防
禦
方
法
を
有
す
る
か
否
か
に
集
約
さ
れ
、
主

張
・
立
証
の
責
任
の
分
配
は
、
既
判
力
・
執
行
力
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
根
拠
を
有
す
る
者
に
そ
れ
に
つ
き
主
張
・
立
証
の
責
任
を
負
わ
せ
、

既
判
力
あ
る
判
決
を
有
す
る
者
に
、
こ
れ
が
拡
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
根
拠
が
な
い
こ
と
の
主
張
・
立
証
の
負
担
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
と
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説論

な
れ
ば
、
基
準
時
後
に
は
じ
め
て
前
訴
の
当
事
者
と
法
律
上
の
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
者
は
、
基
準
時
前
に
前
訴
の
当
事
者
聞
に
お
い
て
判
決
に
よ
り

確
定
さ
れ
た
将
利
義
務
の
存
否
に
つ
き
こ
れ
を
争
う
べ
き
根
拠
を
全
く
有
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
既
判
力
の
拡
張
を
妨
ぐ
べ
き
特
別
の
事
情
は
か
な
ら

ず
前
訴
の
当
事
者
と
法
律
関
係
を
も
っ
た
時
に
存
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
発
想
を
触
発
さ
れ
る
。

12 

以
上
で
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
ブ

l
ム
は
下
火
と
な
り
、
約
十
年
聞
は
重
要
な
噴
火
は
見
ら
れ
な
い
。

中
田
⑧
は
、
兼
子
説
の
枠
か
ら
外
に
は
踏
み
出
さ
ず
、
か
え
っ
て
、
特
定
物
の
引
渡
・
明
波
義
務
が
賃
貸
借
の
解
除
そ
の
他
契
約
関
係
の
終
了
に
よ

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
確
定
す
る
判
決
の
基
準
時
後
に
特
定
物
の
占
有
を
取
得
し
た
第
三
者
に
は
、
借
主
に
対
す
る
判
決
の
効
力
は
及
ば

な
い
と
断
言
す
る
。
兼
子
説
は
賃
貸
人
が
同
時
に
所
有
権
者
の
場
合
に
明
渡
請
求
権
が
潜
在
的
に
物
権
的
な
性
質
を
兼
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
中

回
@
は
こ
れ
を
認
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
賃
借
入
の
転
借
入
に
対
す
る
家
屋
明
渡
請
求
を
認
容
す
る
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
家
屋
を
転
々
借

し
た
者
に
つ
い
て
、
吉
村
⑬
は
依
存
関
係
を
認
め
(
て
こ
の
者
に
転
借
入
に
対
す
る
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
)
た
の
で
あ
る
が
、
中
田
⑧
は
、

こ
の
者
に
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
な
い
。
中
国
⑧
は
、
賃
貸
借
終
了
に
基
づ
く
明
渡
請
求
訴
訟
の
被
告
適
格
を
契
約
上
借
主
が
負
う
債
務
を

基
準
と
し
て
の
み
構
成
し
、
明
波
は
占
有
の
移
転
で
あ
る
か
ら
明
渡
請
求
は
占
有
者
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
兼
子
説
に
お
け
る
着
限
点
に
は
眼
も
く
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

内
藤
②
は
中
国
@
と
同
旨
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
例
の
転
々
借
入
に
つ
い
て
、
吉
村
⑬
は
賃
貸
人
の
請
求
は
転
々
借
入
に
対
し
て
実
体
法
上
理
由

づ
け
う
る
と
兄
て
い
る
の
に
、
内
藤
⑫
は
転
々
借
入
に
対
し
て
は
実
体
法
上
理
由
づ
け
え
な
い
こ
と
が
す
で
に
自
明
で
あ
る
と
い
う
。
内
藤
⑫
は
、
小

山
⑪
が
訴
訟
物
な
い
し
は
当
事
者
適
格
の
問
題
を
実
体
法
上
の
具
体
的
法
律
関
係
か
ら
遮
断
し
た
と
と
ら
え
こ
の
遮
断
に
疑
問
を
提
出
す
る
。
だ
が
、

当
事
者
適
格
は
存
在
す
か
実
体
法
上
の
法
律
関
係
〈
そ
れ
は
確
定
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
定
さ
れ
る
)
に
基
づ
い
て
定
ま
る
も
の
で
は
な
い
し
、

実
体
法
上
の
法
律
関
係
は
家
屋
の
明
渡
(
そ
れ
は
請
求
権
が
物
権
的
か
債
権
的
か
に
か
か
わ
ら
ず
給
付
を
受
け
る
権
利
と
し
て
把
握
し
う
べ
き
も
の
で

あ
る
)
を
理
由
あ
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
当
事
者
適
格
あ
り
と
さ
れ
た
も
の
の
聞
の
家
屋
明
渡
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
法
規
の
適
用
に
よ
り
認
識
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
遮
断
が
な
ぜ
不
当
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
を
残
し
た
。
法
律
実
務
講
座
⑮
は
従
前
の
諸
学
説
に
新
し
い
思
想

を
付
け
加
え
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
白
川
⑫
も
、
江
藤
⑧
も
、
中
務
・
川
村
⑧
も
、
同
様
で
あ
る
。
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登
記
の
移
転
を
受
け
た
者
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
判
例
で
あ
っ
て
筆
者
の

眼
に
止
ま
っ
た
も
の
は
、
大
正
民
訴
成
立
後
昭
和
二
二
年
改
正
ま
で
の
聞
の
も
の
は
五
件
(
第
二
章
、
一
一
、

4
)
で
あ
り
、
昭
和
二
二
年
改
正

後
の
も
の
は
一
一
件
(
判
例
⑧
か
ら
判
例
⑧
ま
で
〉
で
あ
る
。
前
者
の
な
か
で
ど
れ
が
判
例
批
評
の
対
象
と
な
り
、
判
例
批
評
の
機
会
に
ど
ん
な

学
説
が
述
べ
ら
れ
た
か
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
同
様
の
作
業
を
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
判
例
@
に
つ
い
て
の
解
説
・
批
評
が

眼
に
止
ま
る
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

安
倍
正
=
一
解
説
(
判
タ
一
九
九
号
六
五
頁
一
九
六
七
年
二
月
〉
は
、
一
方
に
お
い
て
、
登
記
請
求
が
債
権
的
請
求
権
を
理
由
と
す
る
と
き
は
敗
訴
の

被
告
か
ら
移
転
登
記
を
得
た
者
は
「
承
継
人
」
に
当
ら
ず
、
物
権
的
請
求
権
を
理
由
と
す
る
と
き
は
「
承
継
人
」
に
当
る
と
す
る
が
、
他
方
に
お
い

て
、
物
権
変
動
の
対
抗
の
問
題
は
民
訴
二

O
一
条
の
解
釈
適
用
の
範
鴎
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
、
勝
訴
の
原
告
は
登
記
な
く
し
て
は
登
記
の

欠
候
を
主
張
す
る
正
当
の
利
益
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
物
権
的
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
事
案
に
お
け
る
移
転
登
記
を
受
け

た
者
は
右
の
正
当
の
利
益
を
有
す
る
者
に
該
当
す
る
と
し
た
原
判
決
(
仙
台
高
判
昭
和
三
八
・
八
・
二
八
)
の
理
由
づ
け
が
最
判
の
理
由
づ
け
に
な
っ

て
い
る
と
解
説
し
た
。

江
藤
③
は
、
民
訴
二

O
一
条
一
項
の
承
継
の
意
義
を
山
木
戸
⑧
に
倣
っ
て
と
ら
え
る
が
、
事
案
の
前
訴
判
決
が
債
権
的
請
求
権
を
認
め
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
承
継
人
」
に
当
ら
ず
、
物
権
的
請
求
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
「
承
継
人
」
に
当
る
と
考
え
て
お
り
、
し
か
も
、
事
案

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
問
題
は
既
判
力
の
標
準
時
に
帰
着
す
る
と
と
ら
え
て
、
登
記
の
移
転
に
よ
り
対
抗
要
件
を
備
え
た
こ
と
を
標
準
時
後
に

生
じ
た
新
た
な
事
実
と
し
て
登
記
を
得
た
者
は
主
張
で
き
る
か
ら
、
結
論
に
変
り
は
な
い
と
し
た
。
〔
山
木
戸
③
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
登
記
取
得
事

例
に
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
物
権
的
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
も
既
判
カ
の
標
準
時
の
間
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
説

明
は
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
J

上
回
⑫
は
文
字
ど
お
り
の
解
説
で
あ
り
、
自
説
の
表
明
は
見
ら
れ
な
い
。

一
九
七

O
年
ま
で
は
、
判
例
を
き
っ
か
け
と
し
た
学
説
の
表
明
は
右
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
眼
に
止
ま
る
も
の
は
な
く
、
登
記
の
移
転
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と
「
承
継
人
」
を
主
題
と
す
る
論
文
も
な
い
。
そ
う
い
う
状
態
で
判
例
@
に
触
発
さ
れ
て
新
堂
@
が
顕
わ
れ
、
判
例
@
に
つ
い
て
そ
の
批
評

論

と
し
て
吉
村
@
・
上
回
@
・
新
堂
⑪
が
出
た
。
以
上
で
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
学
説
史
の
素
材
と
す
る
も
の
は
終
っ
た
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
上
田
@
@
は
現
代
に
属
せ
し
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

新
堂
⑮
に
み
ら
れ
る
基
本
思
想
は
つ
ぶ
C

の
と
お
り
で
あ
る
。
@
「
紛
争
の
主
体
た
る
地
位
」
の
移
転
を
受
け
た
者
を
「
承
継
人
」
と
と
ら

え
る
。
@
「
承
継
人
」
に
既
判
力
が
及
ぶ
と
い
う
の
は
、
前
訴
の
当
事
者
間
で
争
い
え
な
い
点
は
承
継
人
と
被
承
継
人
の
相
手
方
の
問
で
も

争
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
の
承
継
人
の
固
有
の
刺
益
は
保
護
さ
れ
、
そ
の
点
の
判
断
は
、
既
判
力
が
及
ぶ
か
ど
う
か
の
判
断
の
後

に
、
承
継
人
に
対
す
る
請
求
の
実
体
審
理
の
な
か
で
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

「
紛
争
の
主
体
た
る
地
位
」
の
移
転
に
当
る
か
否
か
の
基
準
を
、

A
第
三
者
と
相
手
方
当
事
者
と
の
紛
争
の
対
象
た
る
権
利

新
堂
@
は
、

義
務
関
係
が
当
事
者
間
の
前
訴
の
訴
訟
物
た
る
権
利
義
務
関
係
か
ら
口
頭
弁
論
終
結
後
に
発
展
な
い
し
派
生
し
た
と
み
ら
れ
る
関
係
に
あ

る
V
こ
と
と
、
要
約
す
る
。
こ
の
基
準
の
妥
当
な
こ
と
を
次
の
よ
う
に
根
拠
守
つ
け
る
。
@
一
つ
の
紛
争
が
判
決
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
後
に

そ
の
紛
争
関
係
に
利
害
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
者
は
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
権
利
関
係
(
前
紛
争
の
解
決
内
容
)
を
当
然
の
前
提
と
し
て

自
ら
の
地
位
を
規
律
さ
れ
て
も
不
公
平
と
は
い
え
な
い
し
、
⑮
右
の
者
の
固
有
の
利
益
の
保
護
は
、
既
判
力
問
題
の
外
で
芳
慮
さ
れ
る
道
が

常
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。

新
堂
@
は
、
既
判
力
の
拡
張
の
問
題
は
、
後
訴
の
本
案
審
理
に
お
い
て
、
当
事
者
が
、
前
訴
判
決
の
結
論
を
争
い
う
る
者
か
争
い
え
な
い

者
か
と
い
う
前
提
問
題
で
あ
り
、
執
行
力
拡
張
の
問
題
は
相
手
方
と
承
継
人
の
聞
の
新
紛
争
(
後
訴
)
に
対
す
る
解
決
内
容
を
示
す
こ
と
と

同
義
で
あ
る
問
題
で
あ
る
、
と
と
ら
え
る
。
後
訴
で
は
、
承
継
人
に
固
有
の
防
禦
方
法
の
有
無
・
成
否
が
審
理
さ
れ
る
。
そ
こ
で
前
民
訴
五

一
九
条
五
二

O
条
に
よ
り
承
継
執
行
文
を
付
与
す
る
に
さ
い
し
て
は
右
の
点
の
予
測
が
必
要
で
あ
る
。
間
有
の
防
禦
方
法
の
存
在
の
確
率
が
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低
い
と
き
は
五
一
九
条
五
二

O
条
の
手
続
で
承
継
執
行
文
を
付
与
し
、
右
の
確
率
が
高
い
と
き
は
承
継
執
行
文
付
与
を
拒
絶
し
て
付
与
の
訴

え
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
が
固
有
の
意
味
の
執
行
カ
の
拡
張
で
あ
る
。
新
堂
⑨
は
以
上
の
よ
う
に
い
い
、
登
記
の
移
転
を
受
け

た
者
の
諸
事
例
に
つ
き
そ
の
適
用
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
新
堂
@
は
、
争
点
効
の
承
継
人
の
た
め
の
及
び
こ
れ
に
対
す
る
拡
張
を

登
記
訴
訟
に
つ
い
て
論
じ
た
。

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

〔
新
堂
⑮
は
、
山
木
戸
③
及
び
小
山
⑫
を
踏
ま
え
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
例
え
ば
、
既
判
力
拡
張
の

作
用
と
執
行
力
拡
張
の
作
用
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
が
、
「
承
継
人
」
該
当
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
依
存
関
係
」
を
「
発
展
な
い
し
派
生
」
に

お
き
か
え
た
こ
と
に
よ
り
、
結
論
に
至
る
筋
道
の
説
明
の
可
能
性
を
よ
り
広
く
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
基
準
と
し
て
妥
当
す
る
根
拠
は
依
然
と
し
て

明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
っ
た
。
む
し
ろ
前
記
の
@
及
び
⑧
の
判
断
を
理
由
づ
け
る
も
の
の
中
に
右
の
根
拠
が
一
言
語
的
表
現
を
見
な
い
ま
ま
潜
ん

で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
固
有
の
防
禦
方
法
の
存
在
の
確
率
に
つ
い
て
は
、
木
川
⑬
に
お
け
る
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
前
主
の
防
禦
方
法
と

承
継
人
の
防
禦
方
法
と
の
関
係
に
前
記
③
の
観
点
か
ら
検
討
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
残
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
新
堂
⑧
に
対
す
る
住
吉
博
批

判
(
判
時
六
九
一
号
六
九
四
号
)
を
分
析
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
。
)
〕
。

判
例
⑫
は
、
土
地
所
有
者
に
対
す
る
売
買
を
理
由
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
誇
求
を
認
容
す
る
確
定
判
決
の
基
準
時
前
に
、
後
に
敗
訴
が
確
定
し
た

と
こ
ろ
の
被
告
か
ら
贈
与
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
得
た
者
が
、
贈
与
が
名
義
の
み
で
も
っ
ぱ
ら
右
被
告
の
た
め
に
登
記
名
義
人
に
な
っ
て

い
る
に
止
ま
る
と
き
は
、
前
訴
の
係
属
中
に
所
有
権
移
転
登
記
が
行
な
わ
れ
た
に
し
て
も
、
こ
の
者
は
請
求
の
目
的
物
の
所
持
者
に
準
じ
、
か
か
る
形

式
上
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
も
、
実
質
的
当
事
者
の
受
け
た
確
定
判
決
の
効
力
(
既
判
力
)
を
拡
張
し
て
及
ぼ
す
類
推
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
し
た
。

右
の
移
転
登
記
が
基
準
時
後
で
あ
る
場
合
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
前
提
ど
し
て
、
た
と
い
前
訴
の
係
属
中
に
行
な
わ
れ
た
に
し
て
も
と
い
っ
て
い
る
。

本
稿
は
基
準
時
後
の
移
転
を
問
題
に
す
る
。

吉
村
⑧
は
、
判
例
@
の
結
論
に
賛
成
し
、
次
の
よ
う
に
理
由
づ
け
る
。
買
主
の
所
有
権
移
転
登
記
請
求
の
訴
訟
係
属
中
に
、
売
主
か
ら
当
該
不
動
産

に
つ
き
虚
偽
表
示
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
を
受
け
、
売
主
の
た
め
に
登
記
名
義
人
と
な
っ
た
者
は
、
@
請
求
の
目
的
物
が
当
該
不
動
産
に
つ
い
て
の

登
記
名
義
自
体
に
他
な
ら
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
「
目
的
物
の
所
持
人
」
に
準
ず
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
@
こ
の
者
に
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説

既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
の
は
、
登
記
名
義
人
が
前
訴
被
告
売
主
と
の
了
解
(
合
意
)
に
よ
っ
て
実
体
法
上
も
登
記
名
義
に
関
し
て
前
訴
被
告
の
処
分
に

従
う
べ
き
依
存
的
な
地
位
に
あ
っ
て
自
己
の
た
め
に
登
記
名
義
を
保
持
す
べ
き
何
ら
の
利
益
も
な
い
の
で
、
前
一
抹
判
決
の
効
力
を
そ
の
ま
ま
甘
受
す
る

と
し
て
も
何
ら
不
当
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
の
で
あ
り
、
。
も
し
右
の
よ
う
な
了
解
・
虚
偽
表
示
の
特
別
事
情
が
存
し
な
い
な
ら
ば
、
貫
主
の
所

有
権
移
転
登
記
請
求
権
も
(
物
権
の
完
全
な
実
現
を
図
る
た
め
の
)
登
記
名
義
の
移
転
を
目
的
と
す
る
請
求
権
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
?
」
こ
で

「
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
物
機
的
請
求
権
か
債
権
的
請
求
権
か
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
注
を
い
れ
て
い
る
こ
と
が
限
を
惹
く
|
筆
者
)
、
適
格
承
継
の

通
説
的
理
解
に
従
っ
て
、
「
登
記
名
義
の
移
転
」
だ
け
に
よ
っ
て
訴
訟
承
継
や
既
判
力
拡
張
を
認
め
る
結
果
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
登

記
名
義
人
に
有
利
で
は
あ
っ
て
も
不
利
で
は
な
く
、
@
登
記
名
義
人
が
有
効
な
登
記
原
因
に
よ
り
登
記
を
得
た
こ
と
を
、
基
準
時
後
に
生
じ
た
事
由
と

み
る
の
は
問
題
で
あ
り
、
自
己
固
有
の
権
限
と
し
て
主
張
し
う
べ
き
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

上
回
⑮
は
、
右
登
記
名
義
の
移
転
を
受
け
た
者
を
民
訴
二

O
一
条
一
項
の
前
訴
当
事
者
の
た
め
請
求
の
白
的
物
を
所
持
す
る
者
に
当
る
と
し
、
そ
の

理
由
を
、
民
訴
ニ

O
一
条
の
立
法
根
拠
が
「
専
ら
当
事
者
の
利
益
の
た
め
登
記
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
者
」
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
見
出
す
。

そ
し
て
、
「
所
持
者
」
の
地
位
は
、
「
第
三
者
」
の
地
位
と
は
異
な
り
、
そ
の
訴
訟
上
の
地
位
は
当
事
者
の
訴
訟
よ
の
地
位
と
合
致
す
る
と
み
る
こ
と
に

よ
り
、
前
主
に
対
す
る
請
求
が
債
権
的
請
求
で
あ
る
と
き
で
も
、
所
持
者
に
既
判
力
が
及
ぶ
と
す
る
。
〔
吉
村
⑧
は
前
述
の
よ
う
に
依
存
を
認
め
た
。

上
回
⑬
は
合
致
を
認
め
る
。
合
致
し
て
い
る
か
ら
「
第
三
者
」
と
し
て
の
独
自
の
法
的
地
位
は
無
視
さ
れ
る
と
上
回
⑬
は
い
う
。
形
式
的
名
義
に
す
ぎ

な
い
と
き
は
「
当
事
者
の
地
位
」
に
「
合
致
」
し
、
有
効
な
登
記
原
因
に
基
づ
く
移
転
登
記
の
場
合
に
は
「
第
三
者
」
に
当
(
り
、
債
権
的
請
求
か
物

権
的
請
求
か
に
よ
り
「
承
継
人
」
に
当
る
か
否
か
が
左
右
さ
れ
〉
る
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
当
事
者
と
の
合
致
」
か
「
第
三
者
」
か
の
争
い
を

解
決
す
る
の
は
、
い
ず
れ
の
申
立
に
よ
る
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
で
あ
る
か
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
残
さ
れ
た
。
な
お
、
上
回
@
は
、

四
九
七
条
ノ
二
、
五
一
九
条
・
五
二

O
条
に
よ
る
承
継
執
行
文
付
与
は
受
け
ら
れ
ず
、
承
継
執
行
文
付
与
の
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
〕

新
堂
⑬
も
、
判
例
⑫
の
結
論
に
賛
成
し
、
そ
の
理
由
を
、
前
訴
の
勝
訴
の
原
告
の
立
場
が
敗
訴
の
被
告
か
ら
登
記
名
義
を
移
転
さ
れ
た
者
に
対
し
て

実
体
関
係
上
優
位
に
あ
る
と
の
判
断
と
こ
の
者
の
抗
争
が
前
訴
と
同
一
の
争
い
の
む
し
返
し
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
見
出
し
て
い
る
。
実
質
的
当
事
者

は
敗
訴
の
被
告
で
あ
っ
て
、
登
記
名
義
の
移
転
を
受
け
た
も
の
が
前
訴
の
被
告
の
売
買
を
争
う
こ
と
は
当
事
者
が
み
ず
か
ら
前
訴
の
争
点
で
あ
っ
た
売

買
を
再
び
争
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
〔
新
堂
⑪
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
優
位
に
あ
る
か
否
か
の
争
い
を
解
決
す
る
の
は
、
承

継
執
行
文
付
与
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
新
堂
@
は
、
民
訴
法
四
九
七
条
ノ
二
、
五
一
九
条

-
E
二
O
条
に
よ
る
承

継
執
行
文
付
与
が
許
さ
れ
る
か
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
を
残
し
て
い
る
。
〕

論
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第
四
章

承
継
人
基
準
探
求
の
歴
史

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開につL、て

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
い
か
な
る
者
が
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
の
学
説
の
積
重
ね
を
時
の
前
後
に
意
味
を
持
た
せ
て
観
察
す

る
と
き
に
学
説
史
が
成
立
す
る
。
学
説
は
主
題
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
語
り
ロ
川
、
く
し
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
語
ら
な
い
も
の
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
時
の
経
過
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
て
い
く
も
の
の
よ
う
で
あ

1 
る。

実
体
法
上
の
包
括
承
継
人
が
「
承
継
人
」
に
当
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
が
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
承
継
人
」
は
実
体
法
上

の
包
括
承
継
人
を
指
す
と
い
う
こ
と
が
立
法
の
当
初
か
ら
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
実
体
法
上
の
包
括
承
継
人
が
「
承
継
人
」
に

当
る
と
い
う
思
芳
が
す
で
に
存
し
た
。
つ
ま
り
実
体
法
上
の
承
継
人
の
概
念
と
訴
訟
法
規
が
定
め
る
承
継
人
の
概
念
と
は
区
別
さ
れ
て
、
前

者
が
後
者
に
あ
て
は
ま
る
と
い
う
思
惟
構
造
が
存
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
あ
て
は
め
を
正
し
い
と
す
る
理
論
の
棒
造
は

ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
訴
訟
法
に
は
「
既
判
力
は
当
事
者
に
限
る
」
と
い
う
原
理
と
「
人
格
が
異
な
る
と
き
は
当
事
者
は
異
な
る
」
と

い
う
原
理
が
あ
る
。
実
体
法
上
承
継
人
と
被
承
継
人
と
は
別
人
格
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は
、
被
承
継
人
を
名
宛
人
と
す
る
判
決
の
既
判

力
は
承
継
人
に
は
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
既
判
カ
が
包
括
承
継
人
に
及
ぶ
こ
と
を
ー
そ
の
実
際
上
の
必
要
性
か
ら
で
は
な
く
1

理

論
に
よ
り
裏
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
包
括
承
継
人
を
被
承
継
人
と
同
一
の
地
位
に
あ
る
と
視
る
と
い
う
法
的
評
価
に
よ
っ
て
裏
付

2 
け
ら
れ
た
。
こ
の
「
同
一
視
」
を
媒
介
と
し
て
当
事
者
で
な
か
っ
た
包
括
承
継
人
に
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
の
説
明
が
可
能
に
な
っ
た
。
だ

が
、
「
同
一
視
」
を
可
能
に
し
た
の
は
承
継
が
「
包
括
」
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
〔
だ
が
、
こ
の
擬
制
を
結
果
す
る
法
的
評
価
論
は
、
既
判
力
拡

張
の
必
要
性
に
法
的
な
表
現
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
拡
張
を
定
め
た
法
規
の
成
立
可
能
の
論
理
を
提
供
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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説

必
要
だ
か
ら
法
規
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
該
法
規
の
成
立
は
ー
ー
そ
の
必
要
の
有
無
を
捨
象
し
て
も
|
|
論
理
上
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は

別
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
〕

論

3 

特
定
の
債
権
の
承
継
人
が
「
承
継
人
」
に
当
る
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
当
初
は
否
定
し
た
が
、
学
説
の
反
対
に
遭
い
、
こ
れ
を
肯

定
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
肯
定
を
学
説
の
展
開
第
一
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
学
説
は
、
特
定
の
債
権
の
承
継
人
に
該
債
権
の
存
否
を
確
定
す

る
判
決
の
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
の
根
拠
を
、
承
継
人
の
債
権
が
被
承
継
人
の
債
権
に
依
存
す
る
と
い
う
「
従
属
関
係
」

「
依
存
関
係
」
に
見

出
し
た
。
包
括
承
継
人
と
同
じ
意
味
の
「
同
一
性
」
を
特
定
承
継
人
に
「
視
る
」
の
は
困
難
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
実
体
法
上
の
従
属
性
が
な
ぜ
訴
訟
法
上
の
「
既
判
力
は
当
事
者
に
限
る
」
の
原
理
を
破
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。
特
定
債
権
の
承
継

人
を
「
承
継
人
」
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
特
定
債
権
の
承
継
に
お
い
て
は
「
従
属
関
係
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
説
か
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
従
属
関
係
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
「
従
属
関
係
」
が

見
ら
れ
る
こ
と
が
な
ぜ
論
理
上
既
判
力
の
拡
張
の
原
因
で
あ
る
の
か
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
説
か
れ
る
こ
と
な
く
従
属

関
係
説
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
従
属
関
係
」
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
従
属
関
係
」
が
見
ら
れ
る
場
合
に
の
み

既
判
力
の
拡
張
が
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
論
理
必
然
的
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。

4 

特
定
の
債
務
の
承
継
人
が
「
承
継
人
」
に
当
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
学
説
か
ら
こ
れ
を
肯
定
す
る
学
説
に
変
り
後
者

が
通
説
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
学
説
の
展
開
第
二
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
人
的
債
務
は
債
務
者
の
人
格
を
異
に
す
る
と
き
は
債
務
そ
の
も
の
を

異
に
す
る
と
い
う
理
論
は
、
特
定
債
務
の
承
継
の
場
合
に
は
前
債
務
者
の
債
務
と
承
継
人
の
債
務
と
は
同
一
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
同
一
視

に
よ
り
克
服
さ
れ
た
。
こ
の
「
債
務
の
同
一
視
」
(
債
務
者
の
人
格
の
異
別
が
捨
象
さ
れ
る
)
を
媒
介
と
し
て
債
務
の
被
承
継
人
と
承
継
人
の
聞

に
「
従
属
関
係
」
が
認
識
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
特
定
の
債
務
の
承
継
人
に
該
債
務
の
存
否
を
確
定
す
る
判
決
の
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
の
根

拠
が
「
従
属
関
係
」
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
特
定
の
債
権
の
承
継
人
に
つ
き
前
述
し
た
の
と
同
じ
問
題
が
残
存
し
、
こ
れ
は
未
だ
答
え
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ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
権
利
義
務
の
承
継
は
実
体
法
上
存
し
な
い
け
れ
ど
も
右
権
利
義
務
の
対
象
物
件
の
所
有
ま
た
は
占
有

の
承
継
は
存
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
こ
に
、
狭
義
の
意
味
で
の
「
従
属
関
係
」
を
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
承
継
人
が

い
わ
ゆ
る
「
承
継
人
」
に
当
る
と
す
る
必
要
性
が
存
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
そ
れ
は
所
有
ま
た
は
占
有
が
承
継
さ
れ
た
物

5 

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

件
を
、
地
上
か
ら
収
去
す
る
こ
と
ま
た
は
明
渡
し
て
地
上
か
ら
退
去
す
る
こ
と
が
、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
義
務
の
内
容
で
あ
っ

て
、
し
か
も
そ
の
義
務
が
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
た
。
「
従
属
関
係
」
を
こ
の
場
合
に
も
見
出
す
た
め
に
、

物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
「
義
務
」
は
「
物
件
」
に
「
附
着
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
思
外
が
産
出
し
た
。
〔
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
実
定
法
の

「
義
務
」

と
思
わ
れ
る
が
〕
。

を
実
体
法
上
承
継
し
な
く
て

定
め
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、

か
く
し
て
、

(
の
所
有
ま
た
は
占
有
〉
を
承
継
す
る
こ
と
に
よ
り
「
義
務
」
を
承
継
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
意
味
で
、

「
従
属
関
係
」
が

も

「
物
件
」

存
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
直
接
に
は
、
承
継
人
は
「
物
件
」
の
承
継
人
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
当

事
者
の
「
承
継
人
」
で
あ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
物
件
を
所
有
ま
た
は
占
有
す
る
こ
と
が
、
そ
の
物
件
を
対
象
物
と
す
る
物
権
的

請
求
権
に
対
す
る
責
任
者
の
適
格
あ
る
地
位
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
所
有
ま
た
は
占
有
の
承
継
が
適
格
あ
る
当
事
者
の
地
位
の
承
継

を
も
た
ら
す
、
と
説
か
れ
た
。
こ
れ
を
展
開
第
三
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
展
開
第
三
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
物
件
に
附
着
し
た
実
体
法
上

の
義
務
が
要
す
る
に
承
継
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
右
義
務
が
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
承
継
人
に
既
判
力
が
拡
張

す
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
義
務
」
が
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
義
務
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
「
義
務
」
が
物
権
的
請

求
権
に
対
応
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
は
既
判
力
は
生
じ
て
い
な
い
(
と
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
〉
の
で
あ
る
か
ら
、
「
義
務
」
が
既
判
力

を
も
っ
て
確
定
さ
れ
て
も
、
こ
れ
が
附
着
す
る
物
件
に
つ
い
て
の
請
求
が
物
権
的
請
求
権
に
基
づ
く
こ
と
が
既
判
カ
に
よ
り
確
定
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
物
件
の
承
継
の
み
で
は
「
承
継
人
」
該
当
の
有
無
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
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説

「
物
権
的
請
求
権
に
対
す
る
責
任
者
の
適
格
」
と
い
う
観
念
は
請
求
権
が
物
権
的
請
求
権
で
あ
る
こ
と
と
当
事
者
適
格
と
を
結
び
つ

け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
適
格
の
承
継
の
原
因
が
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
義
務
の
承
継
で
は
な
く
て
そ
の
対
象
物
た
る

物
件
の
所
有
ま
た
は
占
有
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
の
承
継
の
場
合
と
同
じ
効
果
H
既
判
力
の
拡
張
を
、
物
件
へ
の
「
附
着
」
と
い

う
観
念
を
媒
介
と
し
て
、
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
事
者
適
格
の
承
継
と
い
う
観
念
を
導
入
し
た
点
で
着
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

「
承
継
人
」
該
当
基
準
が
訴
訟
法
的
視
点
か
ら
も
芳
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
が
ひ
と
た
び
成
立
す
る
と
、
従
前
「
承
継

人
」
該
当
基
準
と
し
て
芳
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
権
利
義
務
の
承
継
を
も
当
事
者
適
格
の
移
転
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
把
握
に
よ
り
、
所
有
権
確
認
請
求
認
容
の
確
定
判
決
の
基
準
時
後
に
敗
訴
の
被
告
か
ら
目
的
物
の
占
有
を
承
継
し

6 

論

た
者
が
「
承
継
人
」
に
当
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
展
開
第
四
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
当
事
者
適
格
の
移

転
を
受
け
た
者
を
「
承
継
人
」
に
当
る
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
当
事
者
適
格
の
有
無
は
主
張
さ
れ
た
法
律
関
係
を
素
材
と
し
て
定
ま
る
か

ら
、
既
判
力
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
は
ず
し
て
「
承
継
人
」
に
当
る
と
と
ら
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新

適
格
者
が
前
適
格
者
の
実
体
法
上
の
権
利
・
義
務
の
承
継
人
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
を
(
後
に
解
決
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
〉
残
し
た
ま
ま
「
承

継
人
」
に
当
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
残
さ
れ
た
問
題
は
「
承
継
人
」
を
当
事
者
の
一
方
と
す
る
後
の
手
続
に
お
い
て
裁
判
の
対
象
と

な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
裁
判
手
続
に
お
い
て
、
新
適
格
者
と
い
え
ど
も
自
己
の
攻
撃
防
禦
方
法
の
提
出
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
、
前
提
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
旧
適
格
者
と
そ
の
相
手
方
と
の
聞
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
は
、
旧
適
格
者
と
し
て
既
判
力
に
よ
り
遮
断

さ
れ
る
攻
撃
防
禦
方
法
を
新
適
格
者
と
し
て
自
己
の
た
め
に
提
出
す
る
こ
と
が
遮
断
さ
れ
る
。
こ
れ
が
既
判
力
が
新
適
格
者

(
H
「
承
継

人
」
)
に
及
ぶ
こ
と
の
実
内
容
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
展
開
第
四
に
お
い
て
は
、
既
判
力
が
承
継
人
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
従
前
の

説
と
異
な
っ
て
い
る
。
従
前
の
説
は
、
承
継
人
を
被
承
継
人
と
同
一
視
し
、
承
継
人
が
被
承
継
人
の
地
位
に
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
承
継
人

が
既
判
力
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
、
前
提
と
し
て
い
た
。
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当
事
者
適
格
の
移
転
が
「
承
継
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
当
事
者
適
格
の
概
念
が
拡
げ
ら
れ
る
と
「
承
継
人
」
に
当
る
範

囲
が
拡
が
る
こ
と
に
な
る
。
展
開
第
三
に
お
い
て
は
、
物
権
的
請
求
権
に
対
す
る
責
任
者
の
適
格
の
承
継
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
引
渡
し
の
目
的

物
の
占
有
の
承
継
が
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
引
渡
し
の
目
的
物
の
占
有
の
承
継
が
当
事
者
適
格
の
移
転
の
原
因
で
あ
る
の
は
、
引
渡
請

求
の
被
告
適
格
が
引
渡
し
の
目
的
物
を
占
有
す
る
こ
と
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
引
渡
請
求
権
が
物
権
的
で
あ
る

か
債
権
的
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
な
く
、
占
有
の
移
転
に
よ
り
当
事
者
適
格
が
移
転
す
る
と
い
う
の
が
論
理
上
の
帰
結
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
直

7 
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接
占
有
を
移
転
し
た
場
合
に
は
か
な
ら
ず
前
主
は
当
事
者
適
格
を
喪
失
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務
者
が
建
物
を
賃
貸
し
て
建

物
の
占
有
を
賃
借
入
に
移
転
し
こ
れ
に
よ
り
土
地
の
直
接
占
有
を
得
さ
せ
て
も
、
な
お
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
の
被
告
適
格
を
失
な
う
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
想
起
せ
よ
O

〕
「
物
件
」
に
「
物
権
的
請
求
権
に
対
応
す
る
義
務
」
が
「
附
着
」
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
こ
の
よ
う
な
義
務
の
義
務
者
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
当
事
者
適
格
あ
り
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
芳
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
引
渡
請
求
の
被
告
適
格
を
l

引
渡
し
と
は
占
有
の
移
転
で
あ
る
か
ら
i
引
渡
し
の
目
的
物
を
占
有
す
る
者
に
認
め
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
右
に
い
う

論
理
上
の
帰
結
は
ひ
と
つ
の
展
開
で
あ
る
。
こ
れ
を
展
開
第
五
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

展
開
第
五
に
お
い
て
は
、
債
権
的
請
求
の
目
的
物
の
占
有
の
承
継
の
場
合
に
も
、
占
有
承
継
人
は
民
訴
二

O
一
条
の
承
継
人
に
当
る

8 
と
さ
れ
た
。
か
か
る
占
有
承
継
人
が
被
承
継
人
の
相
手
方
に
対
し
て
そ
の
固
有
の
攻
撃
防
禦
方
法
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
物

権
的
請
求
の
目
的
物
の
占
有
の
承
継
の
場
合
(
こ
れ
に
よ
り
即
時
取
得
が
成
立
す
る
場
合
を
想
起
せ
よ
〉
と
異
な
ら
な
い
。
物
権
的
請
求
権
は
目
的

物
の
占
有
者
が
何
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
債
権
的
請
求
は
目
的
物
の
占
有
者
が
債
務
者
で
あ
る
場
合
に
の
み
そ
の

者
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
被
告
適
格
を
(
実
体
法
上
の
)
義
務
の
名
宛
人
と
の
み
解
す
る
立
場
か
ら
は
債
権
的
請
求
の
目
的
物
の

占
有
の
承
継
に
よ
っ
て
は
名
宛
人
の
(
義
務
者
た
る
)
地
位
の
連
続
が
存
し
な
い
か
ら
、
適
格
の
承
継
を
認
識
す
る
余
地
が
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
債
権
的
請
求
の
目
的
物
の
占
有
の
承
継
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
債
権
的
請
求
権
が
物
権
を
背
後
に
控
え
た
「
取
戻
一
」
の
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説

属
性
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
こ
に
適
格
の
承
継
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
説
が
現
わ
れ
、
被
告
適
格
を
義
務
の
名
宛
人
と
の
み
解

す
る
立
場
に
立
っ
て
も
な
お
「
承
継
人
」
に
当
る
と
い
え
る
場
合
を
(
あ
る
種
の
債
権
的
請
求
に
つ
き
)
認
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ

論

れ
も
ひ
と
つ
の
展
開
で
あ
る
。
こ
れ
を
展
開
第
六
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
展
開
第
六
は
、
展
開
第
三
が
債
権
的
請
求
権
の
場
合
は
物
権
的
請

反
面
、
そ
れ
は
、
(
物
の
引
渡
請
求
の
)
当
事
者
適
格
の
判

求
権
の
場
合
と
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
こ
と
か
ら
の
、
展
開
で
あ
る
。

断
基
準
へ
の
(
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
)
請
求
権
の
実
体
法
上
の
属
性
の
反
映
を
払
拭
し
き
れ
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
、
む
し
ろ
展
開
第

五
か
ら
見
れ
ば
、
後
退
で
あ
っ
た
。

物
権
的
請
求
権
の
目
的
物
の
占
有
者
に
対
し
て
は
そ
の
者
が
何
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
者
に
物
権
的
請
求
権
が
向
け
ら
れ
る
。
第
一
の

占
有
者
は
被
告
適
格
を
有
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
占
有
者
は
被
告
適
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
占
有
者
の
占
有
が
、
第
一
の

9 
占
有
者
と
の
聞
に
占
有
に
つ
い
て
の
意
思
連
絡
が
存
し
て
、
第
一
の
占
有
者
の
占
有
に
依
存
し
た
場
合
に
占
有
の
承
継
が
認
識
さ
れ
る
。
右

の
意
思
連
絡
が
存
し
な
い
と
き
は
占
有
の
承
継
は
認
識
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
不
法
占
有
の
継
続
が
存
す
る
と
き
は
第
二
の
占
有
者

に
既
判
力
が
及
ぶ
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
既
判
力
拡
張
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
従
前
の
学
説
を
も
っ
て
し
て
は

困
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
既
判
力
の
拡
張
を
認
め
な
い
場
合
に
お
い
て
第
一
の
占
有
者
の
相
手
方
(
勝
訴
者
)
が
蒙
る
不
利
益
と
既

判
力
の
拡
張
を
認
め
る
場
合
に
お
い
て
第
二
の
占
有
者
が
蒙
る
不
利
益
を

b
骨
骨
骨
す
る
こ
と
が
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
場
合
に
つ

い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
比
較
衡
量
の
結
果
第
二
の
占
有
者
に
既
判
力
を
及
ぼ
さ
し
む
べ
し
と
評
価
さ
れ
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
承
継
の
有
無
の
問
題
は
給
付
の
利
宣
ま
た
は
権
利
の
対
象
併
の
同
一
性
に
基
づ
く
占
有
の
砂
会
観
合
上
の
同
一
性
と
い

う
観
点
か
ら
承
継
あ
り
と
評
価
さ
れ
る
と
説
か
れ
た
。
こ
う
い
う
説
は
ひ
と
つ
の
展
開
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
展
開
第
七
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
占
有
の
承
継
が
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
占
有
の
承
継
あ
り
と
評
価
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
さ
せ
、
問
題
の
最
終
的
な

決
着
は
第
二
の
占
有
者
が
起
訴
負
担
を
負
う
訴
え
の
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
と
い
う
芳
え
方
は
、

「
承
継
」
を
単
純
な
「
相
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「
承
継
」
の
比
重
を
零
と
し
、
比
重
を
訴
訟
に
お
け
る
両
者
の
攻
撃
防
禦
方
法
の
優
劣
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
確
定
判
決
の
一
方
当
事
者
と
基
準
時
後
に
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
た
者
に
既
判
力
を
及
ぼ
す
か
否
か
は
終
局
的
に
は
訴
訟

次
」
に
置
き
換
え
て
、

に
お
い
て
既
判
力
の
援
用
の
効
果
を
遮
断
す
る
固
有
の
防
禦
方
法
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
承
継
人
が
い
か

な
る
攻
撃
防
禦
方
法
を
遮
断
さ
れ
ず
に
有
す
る
か
、
そ
れ
を
主
張
す
る
訴
訟
の
場
を
聞
か
せ
る
起
訴
負
担
の
分
配
の
基
準
は
な
に
か
、
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
展
開
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
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展
開
第
一
か
ら
展
開
第
七
ま
で
の
展
開
は
、
登
記
の
移
転
を
受
け
た
者
が
「
承
継
人
」
に
当
る
か
と
い
う
問
題
を
解
く
た
め
に
、
登

記
の
特
質
に
応
じ
た
若
干
の
変
容
を
見
せ
な
が
ら
、
応
用
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
歴
史
と
現
在
と
が
接
触
す
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
来
る
べ

き
展
開
第
八
が
ど
う
い
う
形
で
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
見
え
は
じ
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
上
回
⑬
論
文
の
表
題
で
あ
る
「
判
決
効
の
主
観
的
範
囲
拡
大
に
お
け
る
法
的
安
定
と
手
続
権
保
障
と
の
緊
張
関
係
と
調
和
点
」

と
い
う
表
現
が
展
開
の
た
め
に
模
索
さ
る
べ
き
も
の
を
抽
象
的
な
が
ら
示
し
て
い
る
こ
と
、
に
象
徴
さ
れ
る
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
口
頭
弁

論
終
結
後
の
承
継
人
に
既
判
力
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
も
判
決
効
の
主
観
的
範
囲
拡
大
の
ひ
と
つ
の
型
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
判
決
効

の
主
観
的
範
囲
の
拡
大
に
は
こ
の
ほ
か
に
|
形
成
力
を
除
い
て
も
|
な
お
種
々
の
型
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
型
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
問
題
点

が
よ
う
や
く
明
ら
か
に
さ
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
反
射
効
に
関
す
る
学
説
・
訴
訟
承
継
に
関
す
る
学
説
等
の

展
開
と
相
ま
っ
て
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
つ
い
て
の
学
説
の
右
に
要
約
し
た
展
開
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
い
う
な
ら
ば
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
べ
き
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
個
々
の
事
例
型
に
つ
い
て
、
被

承
継
人
と
承
継
人
の
聞
に
共
通
の
要
素
を
発
見
し
、
こ
れ
で
も
っ
て
右
の
評
価
結
果
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法

解
釈
学
と
い
え
ど
も
、
体
系
を
志
向
し
、
共
通
概
念
を
発
見
し
そ
れ
に
よ
っ
て
整
序
分
類
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の

拡
張
の
問
題
は
も
と
も
と
拡
張
の
必
要
性
と
拡
張
に
よ
り
相
対
効
を
破
る
こ
と
と
の
対
立
の
問
題
で
あ
っ
た
。
拡
張
の
実
際
の
必
要
性
を
拡
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説

張
さ
る
べ
き
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
の
当
然
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
従
来
の
法
解
釈
学
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
拡
張
さ

れ
る
こ
と
が
形
式
論
理
上
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
裏
打
ち
す
る
こ
と
も
法
解
釈
学
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
承
継
が
問
題
に
な
る
前
主

と
後
主
に
つ
き
、
前
主
の
相
手
方
の
利
益
と
後
主
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
を
あ
ら
ゆ
る
事
例
型
に
つ
い
て
試
み
る
努
力
は
前
者
の
仕
事
に
属

論

す
る
も
の
と
し
て
今
後
も
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
前
訴
の
当
事
者
で
な
か
っ
た
〉
後
主
の
手
続
権
の
保
障
は
要
す
る
に
後
主
に
い
か
な

る
攻
撃
防
禦
方
法
が
留
保
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
か
ら
(
小
山
昇
民
商
七
六
巻
三
号
一
九
七
七
年
六
月
、
一
八
|
一
九
頁
参
照
〉
攻
撃

防
禦
方
法
の
取
得
・
喪
失
の
要
件
を
研
究
す
る
こ
と
は
後
者
の
仕
事
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
田
⑭
論
文
に
あ
る
よ
う
に
、

「
実
質
的

当
事
者
」
の
概
念
を
上
位
概
念
と
し
て
諸
事
例
型
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
単
に
思
弁
的
な
も
の
に
終
ら
な
い
な
ら
ば
、
右
の
い
ず
れ
の
仕
事

に
属
す
る
か
は
目
下
の
と
こ
ろ
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
展
開
第
八
に
属
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
の
萌
芽
で
あ

ろ
う
。

あ

カ2

き

と

初
め
て
の
学
説
史
の
素
描
は
困
難
で
あ
っ
た
。
人
の
学
説
を
正
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
ド
イ
ツ
人
の
学
説
か
当
該
日
本
人
の
学
説

か
を
判
別
す
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
だ
が
誤
解
を
虞
れ
て
い
て
は
前
に
進
め
な
か
っ
た
。
学
説
は
単
類
型
で
は
な
く
複
類
の
主
題
に
関
す

る
学
説
の
組
合
わ
せ
か
ら
成
る
。
筆
者
は
、
人
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、
本
稿
の
主
題
に
関
す
る
叙
述
の
み
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
、
そ
の
理

拾
構
舟
の
構
世
の
み
に
着
目
し
た
。
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
芳
え
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
か
手
が
廻
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
訴
訟
係

属
中
の
承
継
と
の
関
連
も
同
様
の
理
由
で
こ
れ
に
触
れ
な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
当
る
当
ら
な
い
の

結
論
に
至
る
論
理
過
程
の
構
造
は
、
既
判
力
本
質
論
、
当
事
者
適
格
論
、
訴
訟
物
論
な
ど
を
前
提
と
し
こ
れ
と
絡
み
あ
っ
て
で
き
て
い
る
。
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諸
学
説
の
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
理
解
す
る
の
に
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
歴
史
は
所

詮
人
が
歴
史
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
素
材
そ
の
も
の
が
歴
史
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
み
ず
か
ら
制
限
的
に
し
か
集
め
な
か
っ
た

素
材
な
が
ら
、
素
材
(
第
一
章
四
、
第
二
章
三
、
第
三
章
三
〉
か
ら
筆
者
が
歴
史
と
感
ず
る
も
の
を
描
い
た
(
第
四
章
)
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
該
当
基
準
に
関
す
る
学
説
の
発
展
史
の
中
で
、
筆
者
の
説
も
そ
の
一
里
塚
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
よ

う
に
思
う
。
し
か
し
、
反
面
、
一
里
塚
に
し
か
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、
人
は
ま
た
た
く
ま
に
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
前
進
し
た
こ
と
も
見
た
。
そ

口頭弁論終結後の承継人の基準に関する学説の展開について

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
を
ボ
ー
リ
ン
グ
し
、
反
射
効
・
訴
訟
承
継
な
ど
の
ボ
ー
リ
ン
グ
と
と
も
に
、
既
判
力
の
主
観
的
範

囲
に
関
す
る
共
通
の
水
脈
に
行
き
あ
た
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
水
脈
か
ら
、
新
し
い
発
見
が
続
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る。 し
て
人
は
、

附
昭
和
二
二
年
に
北
大
に
奉
職
し
て
か
ら
三
十
三
年
が
過
ぎ
た
。
そ
の
聞
に
多
く
の
論
文
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
学
の
進
展
に
貢
献

し
た
と
思
え
る
論
文
は
多
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
論
文
を
主
題
に
よ
っ
て
数
え
る
と
、
五
本
の
指
で
数
え
る
に
足
り
る
ほ
ど
の
数
の
主
題
に
止
ま
る
。

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
と
い
う
主
題
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
主
題
に
関
す
る
学
説
の
展
開
に
筆
者
が
ど
の
程
度
の
役
割
を
果
た
し
た

か
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
第
四
章
は
筆
者
の
北
大
に
お
け
る
講
義
の
最
終
の
も
の
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

ハ
一
九
八

O
年
八
月
三

O
白
)
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Histoire du developpement t】leoriquede la notion du 

“successeur" apr色sla cloture du debat oral 

dans l'article 201 

Noboru KOYAMA* 

L'alinea 1 de l'article 201 du Code de procedure civile du Japon 

prescrit: ]e jugement sans appeI a l'autorite de ]a chose jugee vis-

h圃visdes parties， des successeurs des parties apr色s]a c]oture du 

debat oral ou de ceux qui ont Ia possession de l'objet de Ia demande. 

Qu'est ce qu'on entend par le “successeur"? Sur ce sujet on 
n'etait pas toujours a l'unanimite. A present c'est de meme. J'ai 

poursuivi ]e deve]oppement historique des theories sur ce sujet. 

Le premier chapitre est consacrるゐ connaitrecomment on a 

discute sur ce sujet dans l'etape de la legislation de l'article 519 de 

la ]oi du 27 mars 1890 sur Ia procedure civile et l'execution forcee. 

L'article 519， qui restait meme dans Ia Ioi 1926， concernait ceux 

auxque]s on fait l'execution， parmi ]esque]s ]e“successeur" se trou-

vait， tandis que l'artic]e qui correspond a l'article 201 de ]a ]oi 1926 

ne se trouvait pas dans ]a ]oi 1890. 

Le deuxi色mechapitre est consacre a presenter les discussions 

theoriques et ]a jurisprudence sur ce自ujetdepuis ]a mise en vigueur 

de Ia Ioi 1890 jusqu'a Ia mise en vigueur de l'artic]e 201 de la Ioi 

du 24 avriI 1926. 

Le troisi色mechapitre est consacre a presenter les discussions 

theoriques et la jurisprudence sur ce sujet depuis Ia mise en vigueur 

de la Ioi 1926 jusqu'aujourd'hui. 

Le quatri色mechapitre se consacre a faire une esquisse du 

developpement des pensees juridiques sur Ia notion du “successeur" . 

* Professeur a la facult品dedroit de l'Universite de Hokkaido 

区 北法31(3-4・1'446)1378 



Hokkaido L. Rev. 

Dans l'epilogue j'ai constatるquej'avais participe avec une con-

tribution au d釘eloppementtheorique sur ce sujet， que dans ce 

domaine une avancement rapide s'est fait pour Iaisser ma derniらre

th品oriebien Ioin derri色reet que cependant un nouveau germe d'une 

id印刷eje concois actueIIement va marcher a Ia tete de nouveau 

developpement theorique. 
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